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上記は法令などで定められているワークルールに関する基本だよ！

ひとつでもチェックがつかなかったら、迷わず相談しよう！
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① 就業規則はいつでも自由に閲覧でき、労働条件通知書が全員に渡されている。 □

② 残業（超過勤務）は、 協定を締結した上で上司の指示にもとづき行われている。 □

③ 協定は、民主的な手続きで選出された過半数代表者により締結されている。
（各事業場単位（本社、支店、工場など）で労働者の過半数を組織している労働
組合がある場合は、当該労働組合）

□

④ すべての労働者（管理監督者含む）が、年次有給休暇を５日以上取得している。 □

⑤ すべての労働者（管理監督者含む）の労働時間が、客観的な方法
（ カードやパソコンの使用時間記録など）により把握されている。 □

⑥ 改正育児・介護休業法の内容が、労働協約・就業規則などに反映されている。 □

⑦ ストレスチェックや残業の多い労働者への医師による面接指導など、
メンタルヘルス対策が行われている。 □

⑧ 有期労働契約の通算 年を超える契約更新時ごとに、
「無期転換の申込が可能なこと、転換後の労働条件」が書面等で明示されている。 □

⑨ 有期労働契約を反復更新されている労働者が、一方的に雇止めされることはない。 □

⑩ 正社員と有期・短時間・派遣等で働く者の間で、賃金・一時金、各種手当や
休暇制度について不合理な差がない。 □

⑪ 第三者（顧客や就活生等）も含めた、あらゆるハラスメントの防止措置が
実効的かつ一元的に取り組まれている（方針等の周知・啓発や相談対応など）。 □

⑫ 男女別の賃金を把握・分析し、問題点の改善と格差是正に取り組まれている。また、
手当の種類や金額に合理的に説明できない格差がない。 □

⑬ 女性活躍推進法にもとづく事業主行動計画を策定し、男女間格差の把握・分析・
是正に取り組まれている。 □
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はしがき

「中小組合元気派宣言」は、「 春季生活闘争方針」を補い、中小組合の労使交

渉を支援することを目的として作成しました。

中小企業は日本の企業数の を占め、全雇用労働者の約 ％を雇用していま

す。 年間に及ぶデフレ経済下において、大企業と中小企業の企業規模間の賃金格差

は拡大してしまいました。この賃金格差を是正していくには、「サプライチェーン全

体で生み出した付加価値の適正分配」すなわち取引の適正化による中小企業の賃上げ

原資の確保が必要です。

春季生活闘争では、 年ぶりの ％台の賃上げが実現したものの、中小企業の

賃上げ率は相対的に低位にとどまり、深刻な人手不足や適正な価格転嫁の遅れが、企

業収益を圧迫しています。格差是正を含む賃上げには、 労務費をはじめとするコス

トの適正な価格転嫁や「人への投資」「未来への投資」を通じた生産性の向上などに

より、継続的な賃上げができる環境を作ることが必要です。

本書の第 章では、賃金要求のための準備や基礎知識について記載しています。第

章では、企業の将来像や経営状況の把握と雇用維持の取り組み、労働時間管理や賃

金・人事制度の取り組み、労務費の価格転嫁に向けた対応などについて記載していま

す。また、第 章では労働組合が知っておくべき法・制度を解説しています。

春季生活闘争は、「賃金も物価も上がらない」という社会的規範（ノルム）を

変え、賃金も物価も安定的に上昇する新たな経済のステージを定着させる正念場で

す。その最大のカギとなる持続的な賃上げの実現に向け、本書がその一助となれば幸

いです。

年 月

連合 総合政策推進局

＜問い合わせ先＞

本書の内容に関するご不明点等は、下記までお問い合わせ下さい。

日本労働組合総連合会（連合）総合政策推進局 労働条件・中小地域対策局

：  
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第１章

春季生活闘争の流れ





 
 

１－１．賃金要求のための準備

■■要求～妥結までの動き

ＳＴＥＰ１：要求書作成に向けた準備

１．データ収集・分析 組合員の賃金実態、同業他社や地域の水準を把握

２．経営分析 会社の決算書などから経営状態を分析する。

３．職場討議 職場集会などで賃金や生活実態の意見集約

ＳＴＥＰ２：要求書作成

１．要求書案の作成 職場討議やアンケート等での意見、構成組織や地方連合

会の方針、これまでの会社との交渉経過などを参考に執

行委員会で議論する。

２．職場討議 要求書案を組合員に説明する。

３．要求の決定 規約にもとづき機関会議（臨時大会、中央委員会、職場

代議委員会など）で決定する。なお、妥結の手続きにつ

いても議案に盛り込む。

ＳＴＥＰ３：要求書提出

１．要求書提出 構成組織や地方連合会の方針で示された日程を参考に要

求書を提出

ＳＴＥＰ４：団体交渉

１．団体交渉 会社へ要求内容を説明し、交渉を行う。

〇議事録を残す（労使双方で！）。

〇交渉後には、出席した執行委員で交渉結果の整理と次

回交渉時の課題などを確認する。

〇交渉内容を適宜組合員へ報告する（「闘争ニュース」

の発行など）。

〇交渉状況について、適宜上部団体へ報告する。

〇決裂状態になった際、争議協定に従って行動すること

を確認する。

〇合意に達しない事項の取扱について、労使双方の立場

を明確にしておく。

ＳＴＥＰ５：妥結・協定締結

１．組合員への説明 妥結した内容・理由を組合員に説明する。

２．妥結 規約に沿って妥結を確認する。

３．配分協議 妥結内容について、その配分を会社と協議する。

４．協定書の締結 協定書に労使代表の署名または記名捺印を行い、協定書

を締結する。

ＳＴＥＰ６：点検

１．月例賃金の点検 協定にもとづき適正に賃上げがなされているか月例賃金

を点検する。
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■■要求の作成
要求作成には、まず自社の賃金実態を把握することが欠かせません。

地域や同業他社と比較して賃金水準がどうなのか、男女間に不合理な差がない

か、職務・職種間や学歴間などの差が適当であるかなどを検証しましょう。組合員

（従業員）相互間の賃金の差が公正であることは勤労意欲を高く維持するためにも

欠かせません。不合理な差があるのであれば、是正に向けて改善要求につなげてい

きましょう。

経営者にとっては、 人当たりの人件費をいくら上げなければならないか、すなわ

ち 人平均の上昇額や率が、賃金交渉時における最大の関心事です。しかし、地域や

同業他社と比較して賃金水準が劣っていないかを把握することは、人材確保や、賃金

を理由とした中途退職の防止にも繋がるため、水準を把握することは会社にとっても

メリットになります。

■■賃金データの収集・分析・比較

賃金データの収集方法

＜例１：会社から提供してもらう＞

最も簡単なのは、会社から賃金台帳を提供してもらうことです。会社から提供を受

ける際には、次の項目が含まれているか確認することが大切です。

〇生年月日 〇入社年月日 〇性別

〇学歴 〇基本給（項目ごとに） 〇各種手当（手当ごとに）

＜会社が個人情報保護法を理由にして協力してくれないときは？＞

従業員情報の共同利用についての労使協議を申し入れましょう。

個人情報保護委員会が「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通

則編）」を策定しています。同ガイドラインにもとづき、一定の要件を満たせば、個

人情報保護法に違反することなく、労使の共同利用が可能です。一定の要件とは共同

利用についての労使合意と組合員への周知です。

（１）労使合意すべき内容

①共同利用をする旨 ②共同して利用される個人データの項目

③共同して利用する者の範囲 ④利用する者の利用目的

⑤開示等の求め及び苦情

⑥以上を受け付け、その処理を確実に行うとともに、個人データの内容等について、

開示、訂正、利用停止等の権限を有し、個人データの安全管理等について責任を

有する事業者の氏名又は名称

（２）共同利用についての組合員への周知方法の例

○組合の掲示板に掲示 ○組合ＨＰに掲載 ○組合員へのメール、ＦＡＸ等
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＜共同利用の覚書を交わそう＞

個人情報保護法は、本人の同意を得ないで本人の個人情報（データ）を第三者へ提

供することを禁止するものです。会社と次のような個人情報を共同利用する旨の覚書

（協定でもよい）を締結すれば、労働組合は個人情報の提供を受けられます。

個人情報の共同利用に関する覚書（例）

○○社（以下「甲」という。）と甲における労働組合である○○労働組合（以下「乙」と

いう。）は、甲の従業員（以下「本人」という。）の個人情報の取り扱いに関して以下の事

項を確認し、本覚書を締結する。甲と乙は、本人の個人情報について、個人情報の保護に関

する法律（平成 年法律第 号）第 条第４項第３号に定める共同利用を行う。共同利

用にあたり、甲および乙は適切な管理に努める。

１． 共同利用の目的

次の目的のために、本人の個人情報を、甲および乙が共同利用する。

１ 本人に対し甲が各種社内連絡・通知・通達等を行うため、および乙が方針の通知・労

使（交渉）協議の報告・催事の案内等を行うため

２ 本人の賃金・労働諸条件に関する、甲と乙の労使（交渉）協議における基礎的なデー

タとするため

３ 災害時および甲または本人自らの非常時（心身上の健康問題等）において甲と乙が協

力し円滑かつ適切な対応を図るため

４ 乙の組合費の給与引き去り事務を甲が行うため

５ 甲および乙が共同で、またはそれぞれ主宰する福利厚生事業を本人およびその家族が

利用するため

２． 共同利用する個人情報の項目

１ 本人に関わる情報

①氏名 ②性別 ③生年月日 ④給与その他 ⑤住所 ⑥郵便番号 ⑦電話番号 ⑧社

員区分 ⑨社員番号 ⑩所属部署および職場名 ⑪社内メールアドレス

２ 本人の家族に関わる情報

①氏名 ②性別 ③生年月日

３． 共同利用する者の範囲

甲および乙とする。

４． 共同利用する個人情報の管理に責任を有する者

甲とする。

５． 有効期限

本覚書の有効期間は〇〇〇〇年〇〇月〇〇日から１か年とし、期間満了の３か月前まで

に甲および乙から共同利用解除の意思表示がない場合は、期間満了の日から引き続き１か

年有効とし以降も同様とする。

以上、本覚書の証として本書２通を作成し、各当事者記名押印のうえ各１通を保有する。

〇〇〇〇年○○月○○日

甲

乙
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＜例２：組合自らデータを集める＞

会社から賃金データが入手できない場合は、労働組合が組合員に事情を説明して賃

金データを収集しなければなりません。以下に収集方法の一例を記載します。

（１）給与明細書のコピー

氏名の欄は塗りつぶしても良いということにし、欄外に、「生年月日」「入社年月日」

「性別」「学歴」を手書きしてもらいましょう。

（２）用紙を配布し、給与明細から転記を求める

「生年月日」「入社年月日」「性別」「学歴」「基本給（項目ごとに）」「各種手

当（手当ごとに）」を書き込めるようにします。

上記の方法によりデータを集めたら、エクセルファイルに集約してプロット図の

作成につなげましょう

＜データの取り扱いには注意しましょう！＞

賃金データを集める際、データの提出方法や取り扱いには注意しましょう。多くの

人は自分の賃金を他人に知られたくないものです。データ回収の際には提出のために

空き封筒を渡し、封入の上、回収箱に入れてもらうなど、秘密が保障されるよう工夫

しましょう。

また、集約後のデータの取り扱いについても、データは執行部内に留める、またプ

ロット図作成などの作業時においては、個人が特定できる情報は非表示にするなど、

個人情報の取り扱いには十分に注意しましょう。

② ③ ④ ⑤ ⑥

性別 学歴 年齢 勤続年数 所定内賃金

1 2 37 13 316,300

1 2 39 21 321,800

1 2 33 15 316,800
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■■賃金データの収集・分析・比較

正確に比較するためのデータ加工
集めた賃金データから、エクセルを使ってプロット図を作成し、自社の賃金分布の

特徴や問題点を把握しましょう。

＜プロット図の作り方＞
１．賃金データからプロット図をつくる

（１）エクセルファイルへ組合員の賃金データを入力

（２）「グラフ」の中の「散布図（マーカーのみ）」を選択

（３）グラフ上を右クリックし、「データの選択」を選択、

「系列名」には任意の名前を入力し（ここでは「全体」とします）、

「系列Ｘの値」には年齢のセルを、

「系列Ｙの値」には賃金のセルをドラッグして指定

（４）グラフの目盛りを右クリックし、「軸の書式設定」内「軸のオプション」から

見やすい表示範囲に変更（ここでは縦軸最小値 万、横軸最小値 ・最大値

に設定）

（５）マーカーを右クリックし「近似曲線の追加」から「線形近似」を選択し、

「グラフに数式を表示する」にチェックを入れる

まずは全体のプロット図ができました。手順⑤で描いた直線の式が、年齢と賃金の

相関関係の式です。ｘに年齢を代入すると年齢に対応した賃金が算出されます。また、

ｘの前の数字は傾きで、 歳年齢が上がるごとに賃金が平均で 円上がるとい

うことです。

２．マーカーを非表示にする（個人を特定されないための配慮）

プロット図では、人数が少ない年齢では個人が特定できる場合があります。プロッ

ト図を執行部の内部にとどめるか、組合員にプロット図を公表する場合は以下の操作

でマーカーを非表示にしましょう。

＜方法＞マーカーを右クリックし、「データ系列の書式設定」＞

「マーカーのオプション」＞「マーカーの種類」を「なし」にする。

 
エクセルのバージョンによって多少操作が異なる場合があります。
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３．男女や職務・職能別に可視化：マーカーの形を変える、別の賃金カーブを引く

以下の手順でマーカーの形を変えて、複数の賃金カーブを描くことができます。

（以下は一例として、男女間賃金格差を明らかにする手順）

（１）全体のマーカーを非表示にする（前項参照）。

（２）元データの表で「並べ替え」を活用し、男性のデータが連続、女性のデータが

連続するような順に並べる（同じ種類のものでまとめる）。

（３）前記１．（３）の手順を、種類ごとに行う。「データの選択」から男性のみの

データを指定してプロット図を作成し、同じく「データの選択」で女性のみを

指定する。

（４）前記１．（５）の手順と同様に、男性と女性の賃金カーブを描く。「近似曲線

の書式設定」＞「線のスタイル」から、点線や太線にして比較できる。

以上１～３の手順で、プロット図を作成すると、組合員の賃金の特徴を視覚的に把

握することができます。

しかし、単にグラフを見るだけでは、何が問題かまでは分かりません。上記のプロ

ット図では、男女の賃金水準や昇給に差があることはわかりますが、同じ年齢であっ

ても勤続に大きな違いがないか、学歴は同じか、仕事内容に違いがないかを点検しな

ければ、この差が不合理なものといえるかは分かりません。プロット図をもとにして、

疑問のある部分のデータを点検し、なぜそうなっているかを検証します。ここで、差

を説明する理由が見つからなければ、「ゆがみ」があるということになるため、賃金

要求の中で、速やかに是正を求めなければなりません。

このように、プロット図は組合員の賃金分布から構造上の課題や問題発見に有効な

手法です。プロット図を作らずに、賃金データの一覧表だけを見ても、こうした特徴

や問題点を発見することは困難です。
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■■賃金データの収集・分析・比較

さまざまなデータとの比較

１．連合「地域ミニマム運動」との比較

「地域ミニマム運動」とは、連合内部での個別賃金実態調査を通して、中小・地場

の賃金相場の底上げをはかる“運動”のことです。自組織、産業、地域の賃金水準を

把握・分析し、賃金相場の形成や底上げを目的としています。

年々データ数は拡大し、集計結果の活用が広がっています。このデータ から、都道

府県別に業種ごとの特性値を集計し、中小の賃金の底上げに取り組んでいます。

＜データの例「年齢別賃金特性値表」＞

■第１十分位数（じゅうぶんい）＝全体を十等分し、低い方から （ ％）にあたる人の賃金。

低← →高

■第１四分位数（しぶんい）＝全体を四等分し、低い方から （ ％）にあたる人の賃金。

■中位数（ちゅうい）＝全体のちょうど真ん中（ ％）にあたる人の賃金

■第３四分位数（しぶんい）＝全体を四等分し、低い方から （ ％）にあたる人の賃金。

■第９十分位数（じゅうぶんい）＝全体を十等分し、低い方から （ ％）にあたる人の賃金。

低← →高

 
都道府県別、産業別の特性値データは以下からアクセス可能です。

なお、より詳細のデータについては地方連合会へお問い合わせください。
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２．「賃金構造基本統計調査」との比較

日本の賃金調査で最も信頼性が高いのが賃金構造基本統計調査（厚生労働省）です。

年齢や勤続、性、学歴、職種、役職、都道府県別などの集計がされていますので、必

要に応じて使い分けることができます。厚生労働省のＨＰで一部公表されています。

また、連合ではこの賃金構造基本統計調査を独自に加工・集計した「賃金レポート」

を作成しています。データ活用の際は、所属する構成組織または地方連合会にお訪ね

ください。また賃金レポートのデータは、連合ＨＰにも掲載しています。

３．標準生計費

標準的な生活を営むために必要な金額を表したもので、人事院勧告の基礎資料とし

て毎年作成・公表されます。同様に都道府県では人事委員会勧告のために、都道府県

ごとの標準生計費が調査・公表されています。以下では、人事院の標準生計費をもと

に、どのように月例賃金と比較するのか、その方法を説明していきます。

（１）人事院から発表されるのは、標準生計費と世帯人数だけです。標準生計費は手

取り金額に相当する額であるため、まず給与の支給額に換算します。

（２）手取り金額は支給額から税金や社会保険料などが天引きされています。こうし

た「非消費支出」を加味するため、標準生計費に修正率 を乗じます。

（３）さらに、一時金の支給がある場合、これも加味します。一時金を年間 カ月と

仮定した場合、以下の計算式から求められます。

（４）こうして算出された生計費（下表では「補正後生計費」）をもとに、様々な暮

らしを想定し算出した生計費が「補正後生計費」の右欄 です。それぞれの意味は

次のとおりです。

・愉楽生計費：相当に余裕のある生活をするために必要な金額

・最低生計費：最低限の生活をするために必要な金額

・単身最低生計費：単身者が最低限の生活をするために必要な金額

・最低生存費：生きていくために最低必要な金額

 
各欄にある乗率は、それぞれの生計費を算出するためのものであり、労務行政研究所などで使用し

ているものです。

独身者でなく、被扶養者がいない者という解釈

標標準準生生計計費費試試算算（（令令和和66年年44月月人人事事院院勧勧告告よよりり））

乗率 金額 乗率 金額 乗率 金額 乗率 金額

119,110 1 18 129,211 1.20 155,053 0.80 103,368 0.80 103,368 0.75 96,908

150,640 2 28 163,414 1.35 220,609 0.80 130,731 0.68 111,122 0.60 98,049

184,740 3 30 200,406 1.39 278,564 0.80 160,325 0.65 130,264 0.55 110,223

218,890 4 35 237,452 1.48 351,429 0.80 189,961 0.62 147,220 0.52 123,475

253,020 5 40 274,476 1.50 411,714 0.80 219,581 0.60 164,686 0.50 137,238

負担費修正 1.356 ：総務省「家計調査」における2017年・「二人以上の世帯のうち勤労者世帯」の非消費支出を消費支出で除して算出

一時金補正 0.8 ：12ヶ月÷15ヶ月

単身最低生計費 最低生存費人事院
標準生計費

世帯人数 年齢
補正後
生計費

愉楽生計費 最低生計費

（負担修正後生計費☓ カ月）÷［負担修正後生計費☓ カ月＋負担修正後生計費

☓ カ月（一時金分）］

＝負担修正後生計費☓（ カ月÷ カ月）＝負担修正後生計費☓
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４．連合リビングウェイジ

連合リビングウェイジとは、健康で文化的な生活ができ、労働力を再生産し社会的

体裁を保持するために最低限必要な賃金水準を連合が独自に試算しているものです。

春季生活闘争において、構成組織・地方連合会が最低到達水準を決定する際の参考指

標として、地域別最低賃金審議会における金額審議の際の労働者側の主張の根拠とし

て、あるいは企業内最低賃金を年齢別に定める際の参考資料として、広く活用されて

います。

最新は 年版です。埼玉県での調査結果をベースに、地域ごとの物価指数を設

定、都道府県ごとのリビングウェイジも試算しています。

試算の考え方として、労働者として健康に働き続けるための基本となる「衣・食・

住」と「保健・医療」に関わる費用、暮らしていく上で必要な一定の社会的・経済的

つながりに必要となる「交通・通信費」「交際費」、健康で文化的な最低限度の生活

のために必要な「教育費」「教養・娯楽費」を、費目ごとに計算しています。

各費目については、大多数の労働者が利用・購入できるもので構成し、生活保護や

特別な支援措置は受けないものとしています。

５．その他の統計・調査との比較

その他、次のような調査も比較対象となります。

（１）賃金事情等総合調査（中央労働委員会：資本金 億円以上、従業員 人以

上が対象）

（２）毎月勤労統計調査（厚生労働省）

（３）都道府県の商工労働部などの調査（全都道府県が実施しているとは限らない）

（４）一部の商工会議所の調査（すべての商工会議所が行っているわけではありませ

んし、調査の名称も様々です）

（５）連合の賃金実態（労働条件調査、全単組調査）

以上の統計・調査のうち、パートタイム労働者の賃金については、賃金構造基本統

計調査と毎月勤労統計調査には含まれますが、その他は個々に違いがありますので、

データの活用時には留意が必要です。なお、パートタイム労働者を対象とした国の調

査としては、「パートタイム労働者総合実態調査」（ 年ごとの調査）があります。

 
最新版の報告書は連合ホームページに掲載予定
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■■賃金データの収集・分析・比較

比較対象の抽出

右図はＡ組合とＢ組合が、お互いの組合員

の賃金データを持ち寄り、比較したもので

す。年齢ごとにそれぞれの金額を比べてみる

と、どの年齢でも差はありませんでした。し

かし、Ａ組合は若い人が多く平均年齢は 歳

で、平均賃金は 万円であるのに対し、Ｂ組

合は平均年齢が 歳で平均賃金は 万円と

なります。年齢ごとの賃金比較では差がなか

ったのですが、平均年齢が違うことにより平

均賃金の差が出てしまいました。

ここでは年齢を例にしましたが、学歴や男

女、職種、勤続などの構成比が違うと、平均

賃金は当然に変わります。逆にいうと、すべ

ての労働者の構成が同じであれば、平均賃金

で組合員の賃金の高さを比較することが可

能ですが、現実的ではありません。

つまり正確に賃金を比較し問題を洗い出すためには、まずは年齢、勤続、学歴、家

族構成などの要因をすべて揃えたうえで比較しなくてはなりません。たとえば、Ａ組

合とＢ組合が 歳、勤続 年、高卒、扶養家族 人の条件に当てはまる者の賃金を

出し合えば、どちらの賃金が高いかは歴然です。比較の要素とすべき項目は、同業で

あれば職種や職務も揃えた方がより正確な比較となるでしょう。

右図は、 歳で比較の条件に該当する人が 人であり、これ

を賃金の高い順に並べたものです。この場合、賃金の高い 人の

影響を受け平均値は図にある位置になり、平均値には実在者が

いないこととなります。このように平均値は、大部分の分布に対

して極端に高い、あるいは極端に低い値があるとこの影響を受

けてしまうという難点があります。

これに対して「中位数（メジアン）」という考え方があります。

人のなかで賃金の高い順（低い順でも良い）に並べたとき、

真ん中にいる人（図でいうと７番目の人）の値を 歳の賃金（代

表値）とするものです。これは、その賃金を実際に受け取ってい

る人がいる、極端に高い（低い）賃金分布があってもその影響を

受けないという特徴があります。

また、最も多くの人が実際に受け取っている賃金を 歳の代表値とする考え方も

あり、それを「並数（モード）」といいます。

いずれの方法を採るにしても、比較しようとする統計や調査と同じ方法で比較をし

なければ、正確な比較にはなりません。
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■■賃金データの収集・分析・比較

中途入社の組合員

次ページに「年齢別勤続年数別平均賃金表」を掲載しています。これは、連合の「地

域ミニマム運動」の、とある年の結果のフォーマットで、年齢・勤続年数ごとの平均

賃金（全国・ 人未満）を例示したものです。

例えば、高卒初任給の水準を見たい場合は、 歳・勤続 年の交差点を見ればよい

ので 円だとわかります。 歳・中途入社者では、 歳・勤続 年の交差点

になるので 円となります。

組合員一人ひとりの賃金を年齢・勤続別に整理し、この表の金額と比較してみまし

ょう。日本全体の年齢・勤続別の賃金と比較することで、組合員一人ひとりの賃金水

準が高いのか、低いのかが分かります。同時に、特定の年齢や勤続で高い、低い状態

が見受けられる場合は、そこが賃金分布上の課題ということができます。

「地域ミニマム運動」の結果 には、全国だけでなく都道府県ごとの年齢別勤続年数

別平均賃金表も載せており、地域の地場相場との比較を行うこともできます。

また、次々ページには労務行政研究所による「賃金傾向値表」を掲載しています。

これは厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」を基礎資料として、年齢と勤続の増加

に対応して賃金がどのように変化していくかを指数で一覧にしたものです。全国の賃

金水準を把握するのに参考にすることができます。

■■要求決定、妥結における注意点

労働組合の規約では、重要なことを決定するための決議機関として大会（定期、臨

時）や中央委員会（名称は様々ですが大会に次ぐ決議機関）を定めているのが一般的

です。大会や中央委員会で決定された事項を具体化するために、執行機関（執行委員

会など）が設けられています。

規約の中で、賃上げの要求や妥結の決定は大会で行うと規定しているのであれば、

それに従う必要があります。規約は組合員の総意で決めたものですから、これを守る

のは当然といえます。

なお、規約に定められた手続きがされなかった労使協定が無効とされた裁判例（「中

根製作所事件」最高裁第 小法廷（ 年））があることにも注意が必要です。

 
各都道府県別の最新データについては地方連合会へお問い合わせください。
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賃上げ交渉を有効に展開していくには、「よそと比較して、うちは低賃金だ！だ

から賃上げすべきだ！」など、要求の根拠を明確にすることが重要です。それには

自社の賃金実態や地域の賃金水準を把握する必要があります。地域ミニマム運動は

連合として実施する唯一の個人別賃金実態調査です。

地域ミニマム運動へご協力いただいた組合には、集めた賃金データを整理・分析

した資料をフィードバックしています。うまく活用すれば自社の賃金水準と同都道

府県内や全国の賃金水準とを比較でき、自社の賃金の問題点の分析や説得力のある

要求づくりに役立てられます。

運動の結果をさらに良いものにするには、業種、年齢など幅広い多くの賃金デー

タを収集していくことが不可欠です。

ぜひ連合の地域ミニマム運動へのご協力をお願いします。

コラム：地域ミニマム運動に参画しよう！

中小企業の賃金を働きの価値に見合った水準に引き上げるには、

賃金実態の把握が不可欠！
 

14



 
 

１－２．賃金交渉に向けた基礎知識

■■春季生活闘争とは
春季生活闘争は、 年に始まりました。多くの企業にとって新年度となる 月

に向けて、 月頃に労働組合が賃金をはじめとした労働条件の向上を使用者（経営

者）に要求し、その後使用者と交渉を重ね、 月頃に決定することから「春季生活闘

争」と呼ばれています。また、多くの組合が統一的要求を掲げることで、使用者側

も競争条件が統一的になり、交渉の余地が生まれるなどメリットもあります。

また労働組合は賃上げ以外にも、所定内労働時間の短縮などを要求することもあ

ります。これは、労働時間の短縮が実質的な賃金の引き上げとして寄与するためで

す。そのほかに、所定外労働時間、いわゆる残業時における割増率の引き上げや可

処分所得の向上を要求する場合も同様の考え方によるものです。

日本の雇用慣行の特徴として、就職を控えた学生の卒業が 月、企業の採用時期

が 月と連動していることや、昇進・昇格や配転なども 月に行われることが多

く、そのため 月から賃金なども変わる場合が多いこと、多くの企業では会計年度

が 月 日～ 月 日とされていること、などの理由により、新年度となる 月に

合わせて ～ 月に労使交渉を行うことから、「春季生活闘争」としています。

春季生活闘争は賃金などの労働条件の向上をはじめとして労働者にとって大きな

メリットがありますが、下記図の通り、労働者だけでなく企業にもメリットがある

とともに、広く社会全体にも影響が広がります。
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■■定期昇給とは

どんな会社でも働く人の賃金に差があるのが一般的です。この差の根拠は様々で

す。年齢や勤続の違い、能力や職務、役職、成果、実績によって賃金に差をつける場

合があります。

こうした決定基準をもとに作成された賃金表や昇給表がある場合、定期昇給の計算

が容易に可能です。次の賃金表の例にもとづくと、現在 歳で職能給が 等級 号

俸の人は次年度 歳となり、 円から 円に年齢給が改定され、

円賃金が上がります。同様に職能給は経験が 年増えることにより 等級 号俸とな

り、 円から 円に職能給が改定されます。つまりこの人の場合は定期昇

給として 円賃金が上がります。

このように、賃金表にもとづいて年齢が 歳、または勤続が 年増えることによっ

て賃金が増額されるものを定期昇給といいます。

【賃金表の例】

ただし、ここで注意しなければならないのは、 歳・ 等級 号俸の人はだれでも

同じ金額となるのであり、特別にこの人だけが定期昇給で 円が増額されたわ

けではありません。先輩と同じ年齢、同じ能力評価を受けた場合に、同じ賃金を受け

取っているにすぎず、個人としては 円賃金が増えたわけですが、 歳・ 等

級 号俸の金額が上がったわけではありません。

定期昇給の意義は、 歳年上または 年先輩と同じ年齢、勤続、能力、職務、成果

となったときに、同じ賃金を支払うことを約束することにあります。これによって、

労働者は将来の賃金が予測できることで生活設計が容易になり、安心感が得られま

す。会社にとっては、年齢、勤続、能力、職務、成果が同一である人に同じ賃金の支

払いを約束することにより、勤労意欲を維持することが可能となり、会社の業績に貢

献することにつながります。

定期昇給とは、会社が労働者に対して利益の増加や恩恵として賃金の増額を約束し

ているものではありません。賃金表は就業規則で定められているもので、定期昇給を

実施するのが大前提で、本来は定期昇給の実施を要求・交渉する必要はないといえま

す。
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■■定期昇給相当分とは
「賃金表がないので、定期昇給がいくらなのかわかりません」という質問がよくあ

ります。賃金表はなくとも、誰にも先輩がいます。その先輩と同じ年齢、勤続、能力、

職務、成果となったときに同じ賃金となるために必要な金額が「定期昇給相当分」と

なります。定期昇給の意義については前述したとおりですから、定期昇給制度がない

としてもこの定期昇給相当分の引き上げは当然のこととして実施する必要がありま

す。

具体的には引き上げ額の算定

には以下の方法があります。

初任給と先輩の賃金を参考に

します。つまり、今年の新入社員

が先輩の歳になったとき、先輩の

賃金に追いつけるように要求す

るのです。

これでみると、 歳の組合員は、少なくとも 円の賃上げを毎年続けないと書

記長の賃金には追いつくことができない、ということがわかります。

初任給（Ａさん） ………… 万円（高卒正規入社： 歳）

書記長（Ｂさん）の賃金 … 万円（ 歳）

１歳 年間の差 ⇒ （ 万円－ 万円）÷（ 歳－ 歳）＝ 円
 

年
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■■ベースアップ（ベア）とは
ベース（基礎）となるレート（賃金表）を引き上げる（アップ）ことをいいます。

賃金表は労働力の価格表ですから、これの値上げ（○％、○○○円を加えて書き換え

る）がベースアップとなります。

これは労働力の価値を維持、または、引き上げることを目的とします。典型的には、

物価が上昇したときにベースアップがないとすると、実質的な労働力の価格が低下す

ることとなります。（物価上昇が ％のとき、ベースアップをしなければ賃金は約

％の価値に低下することになります）

以上から、賃金表がなければベースアップはないことになりますが、要求・交渉の

考え方として定期昇給相当分とベースアップ相当分は区別して考えましょう。

＜定期昇給とベースアップ（ベア）＞

■■賃金カーブとは
職場の仲間の年齢や勤続年数はまちまちですが、みんなの賃金を年齢や勤続年数の

順に並べてみます。すると、年齢や勤続年数が増えるにつれて賃金も上がっていき、

ほぼ右肩上がりの曲線が描かれます。賃金の上昇具合を表すこの曲線のことを「賃金

カーブ」といいます。

賃金カーブは年齢と勤続年数にともない仕事のスキルが上がる一方、子供の教育費

なども含めた生活費が上昇することに対応しているもので、一般的に年功カーブとも

いわれています。

この背景には、スキルアップと生活の変化に対応しながら、長期的な雇用関係全体

を通じて賃金を支払うという日本的なスタイルがあります。

働く側にとっては、安心して将来の生活設計を立てることができ、経営サイドにと

っても、安定的な人材確保と企業内教育を通じた労働生産性の向上がはかれるとい

う、双方のメリットがこうした仕組みを支えてきたと考えられます。

賃金引き上げに対する配分が制度化されているところでは、定昇制度などにより賃

金カーブを維持することがほぼ確立されています。しかし、中小組合の場合、そうし

た組合は多くありません。賃金カーブを維持するには、毎年の賃上げ交渉の中でカー

ブ維持分（定期昇給相当分）を確認したうえで、必要な昇給分を確保しなければなり

ません。

どんな賃金制度になったとしても、家族を含めた生活費を補填するだけの賃金水準

定期昇給分： 歳の人が 歳とな

り、賃金表に記載されているとおり

に賃金が改定される（賃金が上が

る）。

ベースアップ：賃金表が妥結した金額

または率にもとづいて書き換えられ

る。これによって 歳の価格が引

き上げられる（賃金が上がる）。
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は確保される必要がありますので、賃金制度の見直しの中でも、賃金カーブの意義は

基本的には変わっていないのです。

＜賃金引き上げの内訳の例＞

【体系維持】 【体系維持+ベア】
現行賃金 現行賃金

現行賃金
現行賃金 +定期昇給
+定期昇給 +臨時昇給
+臨時昇給 +ベア
新賃金 新賃金

＜賃金は初任給から積み上げたもの＞
プロ野球選手のように年俸制などでない限り、会社に入って初めての賃金から

毎年の賃上げによって賃金が上昇します。昭和 年代後半には、今では考えら

れない ％とか ％の賃上げがあったりしました。このころにサラリーマンを

経験した人は 万円で入社し、数年後には ～ 万円に賃金が上がりました。
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■■平均賃金と個別賃金の違い
平均賃金とは､一人ひとりの賃金の合計額を総人数で除したものをいいます。個別

賃金とは、高卒 歳勤続 年生産職というように、労働（力）の銘柄を特定したと

きの賃金をいいます。平均賃金が、賃金の労務コストの側面を色濃く反映する指標で

あるのに対し、個別賃金は、労働（力）の質を考慮して賃金比較をする際に有効な指

標です。平均賃金による比較では、仮にすべての個別賃金が同一であっても在籍者の

分布により差が出ます。一人ひとりの賃金水準の社会的な位置を確認するためには、

個別賃金による比較が欠かせません。

■■平均賃上げ方式とは
組合員の平均賃金をいくら引き上げるか、つまり一人平均の労務コストをもとに交

渉する要求方式です。一人ひとりの新賃金は、賃上げ妥結後に行われる賃上げ配分に

よって決まります。

また､この平均賃上げ要求の多くが、定昇込みで行われてきました。単組ごとに異

なる定昇分を込みにしているため、定昇制度がない組合でも要求をつくりやすい反

面、組合員の賃金実態をしっかりと把握・分析をしたうえで交渉をしないと、どんぶ

り勘定的になるという欠点があります。

好景気や物価が上昇している局面などにおいては、着実な定昇分の確保に加えて賃

上げ分（ベースアップ）の獲得が求められています。

用語解説

【賃上げ】

賃上げの根拠としてよく用いるのが、｢定期昇給｣と｢物価上昇分｣の概念です。これらを

獲得すれば今の生活水準を維持できることから、｢生活維持分｣ともいいます。さらに上積

みをすれば生活改善につながるため、この上積みを「生活向上分｣などと呼びます。

【所定内賃金】

所定労働時間に対応して毎月決まって支払われる賃金のことです。時間外手当や臨時に

支払われる賃金は含みません。他企業の賃金水準と比較する場合などに使います。

【基本賃金】

所定内賃金のうち諸手当を除き、全員に毎月きまって支払われる賃金のことです。一般

に本給や仕事給などと呼ばれるものです。賃金カーブを割り出す場合等に使います。

【基準内賃金】

本来は、法律で定められた時間外労働割増賃金の算定基礎を指すものですが、実態は賃

上げの基礎ベースや一時金の算定基礎などさまざまな定義で使われています（基本賃金に

いくつかの手当（扶養手当など）を加えている場合が多い）。定義が不明確なため、連合

では使っていません。
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■■個別賃金方式とは
銘柄を特定した個別賃金水準の改定について交渉する要求方式です。

産業別・職種別労働組合からなる欧米では、この方式によって賃金交渉が行われて

います。この方式では、個別賃金をまず決定し、その結果として平均賃金が算出され

るという関係になります。新卒直入社

者の標準を要求する標準労働者方式、

職種とその熟練を基準に、あるいは特

定の資格を基準に要求をする職種別一

人前方式などがあります。連合では、

同一年齢ポイントのベアを要求する

「Ａ方式」と 歳前からの定昇込みで

要求する「Ｂ方式」があります。

右図を例としますと 歳の「ベア」

部分だけを要求・交渉するものが「Ａ

方式」、 歳から 歳への「定昇」

部分と 歳の「ベア」部分を合わせて

要求・交渉するのが「Ｂ方式」です。

■■「加重平均」と「単純平均」の違い
「単純平均」は、各組合の賃上げ額を単純に足して平均値を集計する方法であり、

「一組合あたりの」賃上げ額の平均が分かります。

一方「加重平均」とは、賃上げの影響を受ける組合員の数を計算に反映させ、「組

合員一人あたりの」賃上げ額を算出する方法です。金額ごとに人数をかけることを統

計学で加重（ウエイト）というため、このような呼び方をします｡

具体的な計算方法を見てみましょう｡

いまＡ、Ｂの つの組合があります。それぞれ賃上げ額と組合員数が次のとおりだ

ったとします。

この場合の、単純平均と加重平均は次の値になります｡

○単純平均＝ 円＋ 円 ÷ 単組 ＝ 円

○加重平均＝ 円× 人＋ 円× 人 ÷ 人＋ 人 ＝ 円

このように、手法によって値に違いが生じることがわかります。

組合Ａ 組合Ｂ

賃上げ額 円 賃上げ額 円

組 合 員 人 組 合 員 人
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■■労働組合の法的保護
労働組合の権利は憲法で保障されています。誰でも労働組合をつくれますし、加入

することができます。憲法 条で保障されている「労働三権」（団結権、団体交渉

権、団体行動権）は、ＮＰＯや市民団体などには認められておらず、労働組合のみに

与えられている権利です。

＜労働三権＞

こうした労働組合の権利の具体的な内容を規定したものが「労働組合法」です。こ

の法は「労働三法」（労働組合法、労働関係調整法、労働基準法）の一つです。

＜労働三法＞

なお、この他の労働関係の法律については第 章もあわせてご参照ください。

＜労働協約とその法的効果＞

労働協約とは、労働組合と会社との間で労働条件や労使間のルールなどについて定

めたもので、書面を作成し、会社と組合が署名捺印することによって効力が生じます。

有効期間の上限は 年間ですが、更新することができます。

法令、労働協約、就業規則、労働契約の優先順位は、次の通りです。

法令（労働基準法など）＞労働協約＞就業規則＞労働契約

＜経営三権とは＞

労働組合に「労働三権」があるように、使用者側にも「経営三権」があります。

経営三権は、「業務命令権」「人事権」「施設管理権」で構成され、会社の専決事項

とされていますが、「労働三権」のように法律で守られた権利ではありません。

団結権 働く者が集まって自由に労働組合を結成できる権利

団体交渉権 会社に対して労働条件の向上を求め、対等な立場で交渉できる権利

団体行動権 ストライキなどの争議ができる権利

労働組合法 働く者が団結して、使用者と対等な関係を確保し、労働条件の維

持・改善をはかっていくための権利を定めたもの

労働関係調整法 労使間の対立が激化した時に、第三者機関（労働委員会）が解決

のために助力することなど、労使関係を正常に維持するための制

度を定めたもの

労働基準法 賃金や労働時間などの労働条件の最低基準を定めたもの
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■■会社が交渉に応じない場合
憲法第 条は、労働者の労働三権を保障していますが、これを具体的に規定した

ものが労働組合法です。労働組合法第 条第 項では、「不当労働行為」として、会

社が、正当な理由なく、組合の団体交渉を拒むことを禁止しています。

労働組合法

【不当労働行為】

第７条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを

結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつ

て、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は

労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件

とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半

数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを

雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。

二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなく

て拒むこと。

三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれ

に介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助

を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使

用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、

かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するた

めの支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小

限の広さの事務所の供与を除くものとする。

四（略 ）

なお「正当な理由なく団体交渉を拒むこと」とは、会社が団体交渉に誠実に対応す

べきことを含むとされており、具体的には次のような例があげられます。
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１．団交拒否とされるもの

○「忙しい」と言って一向に取り合わないもの

忙しいことについて具体的に事情を説明し、代わりの団交日程を提案するなどの

努力が必要です。

○単に申し入れた日時は無理としか言わないもの

会社役員の病気や業務上の緊急性を有する案件が入ったため、団体交渉に参加で

きないなどの事情を説明する必要があります。

○一方的な開催条件、交渉ルールに固執するもの

交渉の日時や時間、場所などの開催条件、人数や第三者の参加などの交渉ルール

も互いに譲歩する姿勢をもって、労使で話し合って決めるものです。会社の立場に

固執することは、団交を開催しないことが目的と解釈されてもやむを得ません。

○上部団体などの第三者が団体交渉に参加することを理由とするもの

労働組合法第６条では、交渉を委任することができるとされていることから、拒

否することができる正当な理由とはなりません。

○要求が過大であり、合意することが到底無理であるとするもの

要求が過大であるかどうかは、まさしく交渉のなかで論議されるべきものであ

り、拒否することができる正当な理由とはなりません。

○要求内容は経営権に属するものであり、団体交渉に応ずる必要がないとするもの

経営権に属するか否かは一律に決まるものではありません。たとえば、人事異動

が事業の縮小に伴うものであれば、配置転換や転勤が発生することから、当然に交

渉の議題となります。

○交渉に先立って、組合員の名簿の提出を求めるもの

会社に組合員が明らかになることによって組合員が不利益を受ける恐れがある

場合は、その必要はありません。会社が、執拗に組合員名簿を求めるということは、

その蓋然性が高いといえるでしょう。

２．不誠実団交とされるもの

○交渉事項について決定権限のない者を出席させ、見せかけだけの交渉を行うもの

○組合の要求を拒否するだけで、その根拠となる資料や対案を示さず、自己の主張を

繰り返すもの

○労働組合との合意を見出す努力をせず、一方的に団交を打ち切るもの

○団交の当然の帰結である合意事項を協定化することを拒否するもの

こうした場合は、まず加盟している構成組織などの上部団体か地方連合会に相談し

ましょう。各都道府県労働委員会に申し立て、解決をはかることもできます。
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■■団体交渉とは

―なぜ、賃金交渉は団体交渉で行うべきなのか
団体交渉は労働組合法にもとづく労働組合の権利であり、使用者は正当な理由なく

拒否することはできません（労働組合法第 条）。また、上部団体の役職員の出席も、

会社は拒否できません（労働組合法第 条）。団体交渉では、労働条件の改善や労働

組合の権利に関するものが扱われ、合意された事項は労働協約として労使双方に遵守

する義務が課せられます（労働組合法第 条）。

これに対して労使協議会は法にもとづく制度ではなく、あくまでも会社内の労使間

のルールとしての制度です。労使協議会は社内の幅広いテーマが対象となり、会社の

事業に関して意見交換を行い、意思疎通をはかるというものです。

団体交渉で会社と決裂した場合には、争議行為に移行することができますが、労使

協議会での決裂では移行できません。労使協議会で経営に関する話し合いをする中

で、賃金の引き上げを協議する場合は、団体交渉であることを明確にしましょう。あ

るいは、労使協議会で合意ができなかったときには、改めて団体交渉の申し入れをし

ましょう。

―団体交渉の議題に制限はない！
法律上の制限はありません。会社が経営権を主張して、団体交渉の議題とすること

に応じないこともありますが、経営権を規定した法律もありません。したがって、雇

用関係や労働条件に影響を及ぼす可能性のある事項は、団体交渉の対象とすることが

できます。

会社の投資行為は、これだけを団体交渉の議題とすることは難しいですが、これの

成否は利益の増減につながるわけですから、賃上げなどの労働条件交渉の中で支払い

能力とからめて経営計画（投資計画）の是非を論議することは可能です。この場合、

会社が資料を添えて丁寧な説明をしないとすれば、労働組合法の不当労働行為に該当

する場合もあります。

こうしたことから、経営全般を対象として団体交渉を行うことが可能です。

なお、政党支持などの純粋な政治問題は、団体交渉には馴染みません。

―事前協議制の意義
組合員の労働条件や待遇に関わるすべての事項は、すべて団体交渉事項とすること

ができます。その交渉時期については法的な規制はありません。事業所の閉鎖・縮小・

移転や事業転換、営業譲渡など雇用や労働条件に重大な影響を与える経営判断を行う

場合、その計画を変更できる段階で交渉をするのと、計画決定後に交渉するのでは、

大きな違いが出る可能性があります。

事前協議とは、そうした重大な事項について、経営方針が策定・決定される前に労

使で協議することです。オーナー経営者などの場合、経営の権限を振りかざしたり、

機密を理由にこうした事前協議を敵視したりするケースも見受けられますが、雇用や

労働条件に関わる事項は、必ず労使による協議・決定が必要です。事前に十分な検討

をしておくことで経営や生産の計画実施に伴うトラブルも避けられるなど、経営側に

もメリットがあることを説明し、理解させることが大切です。労使間の交渉ルールと

して制度化できるよう取り組んでいきましょう。

また、インサイダー取引を理由とする事前協議の拒否も問題です。インサイダー取
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引は、内部情報を知ること自体が問題なのではなく、知ったことを悪用して利得行為

をした場合のみ問題なのです。労使間での守秘義務を確認し、必要な条件を整えたう

えで事前協議を行いましょう。

まず、定期的な決算、事業計画の報告と説明を受けることなどからスタートし、最

終的に「重要事項については、事前協議・組合同意のうえ実施」という協約化をめざ

して、段階的に取り組んでいきましょう。

経営側が、争議行為を制約するため労使協議のみを重視する可能性もあります。労

働条件等に関わる部分は団体交渉で最終決着をはかり、協定書を取り交わしておくこ

とが重要です。

―交渉の場での心構え
例として以下のようなものがあげられます。

・交渉前に、交渉内容についてあらかじめ打合せをしておくこと

・会社側は、敵ではない。労使対等の精神で臨む

・会社側より先にテーブルに就く

・毅然とした姿勢（態度）で臨む

・言葉遣いは、明快かつ丁寧にする

・組合員（家族を含む）の代表として交渉している意識を持つ

・団体交渉の場では、個人的な意見や感想を述べない

・交渉経過で、会社から秘密とされた内容を漏らさない

・交渉は『心・技・体』、体調管理には十分に気を配る

・団体交渉時の発言メモを作る

・団体交渉時の労使双方の発言について議事録を残す

・目先の利益だけでなく、長期的な目標を持つ

・常に交渉力を高める努力をする（要素として知識、情報、能力、経験）

・交渉後に交渉内容について打合せし、広報する内容を打ち合せる

■■「成果配分は一時金で」への対応
成果を月例賃金のベアによる配分ではなく、業績連動方式などにより一時金により

多くの成果を配分する企業があります。成果の配分だとしても、安定的賃金である月

例賃金に配分することは、将来の生活の安定につながるものです。また、時間外割増

賃金や退職金などを計算するときのベースは月例賃金ですから、月例賃金に少しでも

多くの成果配分を求めるべきです。

また、一時金は会社業績による賞与の側面と賃金の後払いとする生活費の両面を兼

ねています。そのことから、一時金は年間の生活費の一部となっており、企業業績の

みで大きく左右されるべきものではありません。会社と一時金における生活給部分

（固定部分）を明確にしておく必要もあります。
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１－３．定期昇給相当分・賃金カーブ維持の取り組み

■■賃金カーブ維持の重要性
賃金カーブが維持されないと、同じ職場の先輩と年齢、勤続、仕事ぶりなどが同じ

になったとしても、同じ賃金がもらえないということです。すなわち労働力の価格が

低下するのです。これでは先輩に追いつくための努力をする意欲が湧かず、仕事に対

するモチベーションも低下してしまいます。また、図にあるとおり、賃金カーブが維

持できないことは、生涯賃金の低下につながります。

以下は、連合「地域ミニマム運動」の過去データを例に、賃金制度がある組合と

ない組合とで過去 年間の賃金水準の変化をみたグラフです。

賃金制度がない組合では、賃上げ見送りや低い賃上げが続いたことから、 歳以

降の賃金水準が低下していることが分かります。月例賃金の継続的かつ安定的な引

き上げを実施し、低下した生涯賃金の見通しを引き上げるためにも賃金制度を整備

し、賃金カーブ維持分を確保することが重要となります。
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ケーススタディ：賃金カーブの点検！
会社の規模が小さくなるほど賃金カーブの維持が難しい傾向にあることが連合の

調査でわかっています。先にものべたように、賃金カーブを維持することは、将来設

計や仕事へのモチベーションを維持するのに重要です。賃金カーブを維持することは

もちろん、自社の賃金カーブがどうなっているかについては、毎年の交渉を行う上で

必ず確認するようにしましょう。

以下には賃金カーブが維持できているかどうかを点検する方法を記載しています。

これを参考に点検してみましょう。

１．賃金プロット図を使った点検方法

まず、組合員全員の個人別賃金を把握する必要があります。長期で点検するほど、

賃金カーブの動きやその原因について深く分析することが可能になるため、最低で

も 年分、できれば数年分の時系列で把握することが望ましいです。

ここでは、規模 人未満のＸ組合を例に、賃上げ前と賃上げ後の賃金から「定

点観測」を行ってみましょう。

※賃上げ時以外に昇進昇格に伴う昇給などが別途行われる組合では、賃上げ前と賃

上げ後の比較で点検するのは適当ではありません。昇給が行われた後の当該年度

と前年度の 月賃金など一定の時期を定点として比較しましょう。

【Ｘ組合の個人別賃金データ】

年齢 勤続 賃上げ前 定昇込み

賃上げ額

賃上げ後

さん ､

さん ､

さん ､

さん ､

さん ､

平均 ､

＜賃金カーブの点検の手順＞

（１）個人別賃金データから、年齢を横軸、賃金を縦軸とするプロット図を作成し、

賃上げ前と賃上げ後の点を別の印でつくります。

（２）プロット図に全体的な傾向を示すカーブを引きます。

例えば、年齢・勤続を見比べると、勤続 年の 歳のａさんは、ちょうど

年後に 歳ｃさんの賃金に追いつくと想定できますから、賃上げ前のａさんと

ｃさんを結んで賃金カーブを引きます。

（３）賃上げ後のａさんとｃさんを結んで、もう一本の賃金カーブを引き、 本の

賃金カーブを比較して、上下どちらに動いたかを点検します。下に動いた場合、

賃金カーブが低下していることになります。
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２．賃金傾向値表を活用する方法

Ｘ組合（規模 人未満）のａさんとｃさんのように適当な人が実在しない場合は

賃金傾向値表などを利用して、実在者から標準労働者（標労）賃金を推計して賃金カ

ーブを引き「定点観測」する方法もあります。

※標準労働者（標労）＝ 新卒で就職し、同一企業で継続勤務している者

＜賃金カーブの点検の手順＞

（１）賃金傾向値表を用いて、実在者の賃金から標準労働者の賃金水準（以下「標労

賃金」）推計することができます。ｂさん（勤続 年・高卒正規入社）を例に、

試算をしてみましょう。

● 歳 年の傾向値 （ さんの現状）

● 歳 年の傾向値 （高卒で就職した場合は 歳勤続 年にあたる）

円 ÷ × ＝ 円

（ さん 歳勤続 年の賃金）（標労推計値 高卒で就職していた場合の 歳賃金）

年齢 勤続 賃上げ

前

傾向

値

標労

傾向値

標労

推計値

定昇込

賃上額

賃上げ

後

傾向

値

標労

傾向値

標労

推計値

さん

さん

さん

さん

さん

（２）推計値によるプロット図を作成します。

（３）プロット図に全体的な傾向を示すカー

ブを引きます。

例えばａさんとｃさんの標労推計値（賃

金）を結んで賃金カーブを引いてみます。

（４）（１）と同じ手順で賃上げ後の標労推

計値を計算し、結果をプロット図に書き

込みます。ａさんとｃさんを結ぶ賃金カ

ーブを引き、（３）の賃金カーブと比較

して、上下どちらに動いたかを点検しま

す。下に動いた場合、賃金カーブが下が

った（賃金水準が下がった）ことになり

ます。
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ケーススタディ：定期昇給凍結による具体的な問題！

定期昇給制度があっても、企業業績が

赤字などの場合に労使協議のうえで、定

昇凍結（据え置き）をせざるを得ない時

があります。

例えば、毎年 円の定昇制度があ

るＸ企業で、 歳のＡさんが入社した

年度から 年間定昇凍結となった場合

の、賃金の減少額を試算すると以下とな

ります。

・ 年目⇒ 円× ヵ月× 歳－ 歳 年 ＝ 円（ 年）

・ 年目⇒ 円× ヵ月× 歳－ 歳 年 ＝ 円（ 年）

・ 年目⇒ 円× ヵ月× 歳－ 歳 年 ＝ 円（ 年）

これらを合計した生涯賃金でみると、 万円もの減額となります。加えて、時間外

手当や退職金の算定基礎にもなるので、影響はさらに大きくなると言えます。定昇凍

結は、一時的措置でやむなしとしても、業績が回復すれば定昇凍結した過去に遡及し

て、取り戻す必要があります。
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■■賃金表がない職場での取り組み
中小企業では、「定昇制度がない」「賃金表がない」場合が多いのが実態です。だ

からといって、まったく賃金決定のルールがないとはいえません。一般的に、賃金の

高い人はそれだけ能力が高く責任も重くなっています。また、経験の差によって賃金

は違っているはずです。つまり定昇制度はなくても、賃金カーブはあるのです。

そうした賃金カーブ上を移動すること、つまり、先輩たちの賃金の軌跡をたどって

いくことは、企業全体の現行賃金水準を維持することになります。しかし、それはベ

ースアップ（カーブそのものの引き上げ＝賃上げ）とは異なります。

賃金プロット図を活用した「賃金カーブの維持」の取り組みを紹介します。

１．個人別賃金を把握し、賃金プロット図をつくりましょう

平均賃金だけでは、組合員全体の「賃金カーブ」がどうなっているか知ることは

できません。賃金カーブ維持の取り組みは、労働組合が個人別の賃金を把握するこ

とからはじまります。一人ひとりの給与明細のコピーを集めるなど組合員一人ひと

りの賃金実態を調べてみましょう。その場合、賃金分析の必要性を十分説明するこ

とはもちろん、個人情報の取り扱いに注意することが必要です。

次に賃金プロット図をつくり、職場の標準的な傾向を示す賃金カーブを引きま

す。年齢を横軸に、賃金を縦軸にとったグラフの上に、一人ずつの賃金水準をプロ

ットして（点を書いて）いきます。できれば、職種、性別、学歴などの属性ごとに

違ったマークで印をつけると分析する際に便利です。

２．賃金プロット図に賃金カーブを引きましょう

描かれた右肩上がりの点の集まりが、組合員の賃金実態ということになります。

中途採用者が少なければ、点の集まりは直線に近くなり、中途採用者が多ければ、

点のバラつきが大きく一定のカーブが引きづらくなるなど、賃金プロット図には、

それぞれの組合の特徴があらわれます。

特にバラつきが大きい場合には、代表的なポイントを定める必要がでてきます。

そうしないと、その職場の「定点観測」や他の組合との比較も難しくなるからです。

中途採用者の少ない職場では、高卒 歳・勤続 年など、標準労働者のポイント

を結べばいいわけですし、業種や職場の実態に応じて、例えば高卒 歳・勤続

年など、どんなポイントをとっても構いません。

代表的なポイントをいくつか結んでいくと、右肩上がりのカーブが何本かできま

す。これが賃金カーブです。

組合員一人ひとりの給与を調査できる場合は、連合の「地域ミニマム

運動」（賃金実態調査（毎年実施））へのご協力をお願いします！

プロット図の作成や「 年・ 歳間差額」の算出を分析機関に委託する

ことができますので、是非ご活用ください。
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３．賃金カーブを点検し、賃上げ要求、配分交渉に結びつけましょう

賃金カーブが引けたら、賃金カーブを維持するための「 年・ 歳間差額」を算

出し、まずは「定昇相当分」を要求根拠とします。それ以外の昇進・昇格に伴う

昇給分や手当の増額による昇給などに区分けをし、賃上げ要求をすることになり

ます。賃金表などによって昇給分が明確に約束されていない場合、「定昇相当分」

は、賃上げ交渉によって確保する必要があります。「昇進・昇格昇給分など」は、

ルール通り別途行うよう確認をすることになります。また、賃金カーブの点検を

行い、その是正をはかることも重要なテーマです。

（１）カーブの形が不自然なものとなっていないか

（２）カーブがここ数年の間に低下していないか

（３）他の組合と比べて適正な水準になっているか

などの点をチェックする必要があります。「賃金カーブ」を重視する取り組みと

いうのは、現行カーブの維持にとどまらず、あるべき賃金水準や、賃金カーブの

形を目標にして、計画的にその到達をめざしていく取り組みでもあります。労働

組合として、賃上げ原資の配分についても交渉によって関与し、一人ひとりの公

正な賃金決定に取り組むことも不可欠です。
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V組合の賃金プロット図（基本給）

現業・標労

事務職・標労

現業・中途

係長

＜プロットすると初めて気づくことも多い！＞

卒業した学校も年齢も入社日も同じなのに賃金に差がある、中途入社者で異常に

賃金が高い人がいる、会社に在籍しない人に賃金が支払われている、会社役員の縁故

者が高い等々、プロットしてみて初めてわかることもあります。

全社員で稼ぎ出した利益を分配するわけですから、納得のいくものでなければな

りません。また、バブル期に会社に入った人と、その後の人での違いもあります。バ

ブル期では初任給の上昇が激しかったため、新入社員より一年前に入った先輩の方

が低かったという事例もあります。
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■■定期昇給制度がない職場での要求書の組み立て
１．組合員の賃金実態を把握する

賃金要求をするには、組合員の賃金の実態を把握し分析することが不可欠です。

賃金水準が他と比較して高いのか低いのか、最低賃金を下回る賃金はないか、女性

が不当に低い賃金となっていないかなどを把握して要求に反映させる必要があり

ます。

２．定昇相当分を算出するには、次の手法が考えられます

①組合員の賃金を方眼紙にプロットし、斜めに見て中心を通る線を引き、１歳あた

りの金額を計算する。これを全員に一律の定昇相当分とする。

※線を引くにはエクセルの関数を利用する方法もあります。

②めざす先輩賃金を目標に賃金の差額を計算し、年齢の差で割り算する。

○ａさん 年齢 歳 勤続 年、賃金

○先輩ｂさん 年齢 歳 勤続 年、賃金

○定昇相当額＝（ － ）÷（ 歳－ 歳）→ 円

③賃金傾向値表を利用して、計算します。具体的には、

○ａさん 年齢 歳 勤続 年、賃金

○年齢 歳勤続 年の傾向値

○年齢 歳勤続 年の傾向値

○定昇相当額＝［（ ÷ ）× ］－ → 円

④ ①で引かれた線に 年または複数年で到達するよう金額を設定する。

■■「配分」とは
一人平均○○○○円または○○％の賃上げの内訳を決めることを「配分する」と

いいます。全員一律○○○○円または○○％とするのではなく、定昇相当分、ベー

スアップ分、格差是正分や年齢、勤続、職務・職能別、手当などをいくら引き上げ

るかを決める必要があります。したがって、賃上げの要求・妥結内容には総額と同

時に配分も含まれなければなりません。

○若手～中堅に厚く配分し昇給させる場合

一般的には、この例が多いようです。 歳から 歳くらいに配分を厚め（早めに

賃金を引き上げる）にするものです。 歳や 歳から賃上げが抑えられますが、生

涯賃金は多くなります。つまり下図のとおり生涯賃金の面積が大きくなります。

結婚や出産などのライフイベント時の出費や、住宅ローンや教育費などのさまざま
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な生活費の増加に配慮し、仕事に関しては様々な評価や熟練度等を考慮します。

○若年者への配分を薄く昇給させる場合

下図のとおり生涯賃金の面積が小さく、つまり生涯賃金が少なくなるので、一般に

はあまり見かけません。

退職金が退職時の月例賃金と連動しているところでは、退職金も急激に上昇します

ので定年まで頑張らないと大損になります。実際に、毎月の賃金は低いのに退職金だ

け一流といったところもあります。若い頃は我慢し、何十年先に報われる体系です。

○生活保障賃金と評価配分賃金に分ける場合

仕事の評価のみで配分するのではなく、総じて全組合員が幸せなのか、納得できる

かどうかということが重要です。

生活は困窮しないか、生涯の生活設計ができるか、さらに配分が公平・公正で納得

できるか、などが大切です。

下の図では、生活保障賃金は年齢によって一定にしています。評価配分賃金は、仕

事に対する評価によって差が生じてきます。
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■■「賃上げ」と「評価配分」
組合員が 人とした場合を例に、具体的に賃金配分を考えてみましょう。

１．定期昇給相当分

賃金表はなくとも誰にも先輩がいます。その先輩と同じ年齢、勤続、能力、職務、

成果となったときに同じ賃金となるために必要な金額が、定期昇給相当分（賃金構

造維持分）となります。その先輩と同じ賃金になる配分を生活保障分と評価配分に

分けて賃上げします。

（１）生活保障分として全員一律 円とします（左下表）。

（２）働きぶりに応じた昇給を下の右表のとおり行い、評価の平均が「普通」とする

と、一人平均 円となります。

つまり、生活保障分と評価昇給を合わせた定昇額は一人平均 円となります。

すなわち、この配分を毎年行うことで、先輩に追いつく賃金構造を維持することが

できることを意味します。

２．ベースアップ

ベア 円の原資が獲得でき、その原資を生活改善分として全員一律 円と

若年者へ配分（ 歳→ 歳 円、 歳→ 歳 円）したとすれば、一人平

均 円となります。

以上から、定昇相当分と生活改善分、若年層是正分の一人平均の合計は 円と

なります。

生活保障分 評価 評価ランク 評価昇給分

歳→ 歳 円 かなり優秀 Ａ 円

歳→ 歳 円 優秀 Ｂ 円

歳→ 歳 円 普通 Ｃ 円

歳→ 歳 円 やや劣る Ｄ 円

歳→ 歳 円 劣る Ｅ 円

生活保障

分

評価昇給分 生活改

善分

若年層是

正分

合計

歳→19 歳 円 ～ 円 円 ― ～ 円

歳→26 歳 円 ～ 円 円 円 ～ 円

歳→31 歳 円 ～ 円 円 円 ～ 円

歳→35 歳 円 ～ 円 円 ― ～ 円

歳→41 歳 円 ～ 円 円 ― ～ 円
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■■賃金カーブと労務コストの関係
下図のように各年齢に一人ずつ実在者がいる場合、「 年・ 歳間差」の賃金上昇

があっても労務コストは変わりません。つまり、 歳の人が翌年、 歳先輩の人の昨

年の賃金水準を受け取り、 歳、 歳・・・と順番に先輩の賃金水準を受け取ったと

しても、 歳の人が退職し、新たに 歳の人が採用されれば、各個人の賃金は上が

っていても、その企業が支払う賃金総額は 年前と変わらないのです。

「団塊の世代」が定年を迎えた現在では、再雇用などで就労している人は多くいる

ものの、コストの面では減少の要因となっています。

会社が支払う年間の賃金は、従業員数×（賃金× カ月）となります。費用（コス

ト）としての賃金を減らすには、①従業員を少なくする、あるいは②賃金を抑制する、

ということになります。また、賃金が高い人が退職したら、総額人件費は減ります。

バブル経済崩壊以降、経営難に陥った企業は、労働者に賃金カットまたは人員削減

の二者択一を迫りました。組合が、なんとか賃金据え置き（賃金の引き上げなし）ま

で押し返したとしても、先輩の賃金には到底追いつけず水準は低下、さらに大手との

格差は拡大していくことになり、二極化の状態となってしまいます。

賃上げ交渉において、明確な目標を定めることはとても重要です。

今年度同期入社（初任給 万円）で毎年 円の賃上げがあって、

評価は個々に別で、同じ人の評価がず～っと一緒だったら…の 年後

評価ランクＡの人は 円× 年、評価ランクＥの人は 円× 年とな

り、 年後、ＡとＥの人は毎月賃金で 円の差が生じます。年収では 万

円以上の差となります。
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■■賃金制度がある職場の定期昇給（定昇）表示について
一言で「定昇」といっても、連合の主要組合の「定昇」は、 円台から 円

台まで幅があります。これは、賃金カーブの傾きの違いに加え、定昇と呼ぶ範囲が異

なるためです。日本生産性本部の調査によれば、「全員が一律の昇給部分のみを対象

とする」組合、これに「習熟度に応じて差がつく部分までを含める」組合、さらに「昇

進昇格昇給を含める」組合まであります。

年齢が 歳違うと勤続年数が同じでも賃金が違います。また、勤続が 年違うと年

齢が同じでも賃金が違います。たとえば、いま年齢 歳、勤続 年の人が 年勤め

続けると翌年は 歳、勤続 年となり、賃金が上がります。これを年齢、勤続のす

べてについて計算し、平均したものを「 年・ 歳間差」といいます。

会社の規模が違うと賃金も違いますから（会社の規模が小さくなるほど平均賃金が

低い）、金額にするとかなりの差となります。

このように「定昇表示」は、それぞれの定義にもとづき「 年・ 歳間差」の一部を

示しているものです。
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■■労働分配率について
労使は付加価値（企業が事業活動を通じて新たに生み出した価値）を奪い合うの

ではなく、将来に向かって付加価値を拡大していくべきです。賃金を下げれば目先

の労働分配率が下がりますが、労働者の労働に対する意欲は低下し、人材流出を招

く恐れもあります。これからの企業経営を考えるならば、企業の存続の観点からも

頑張った成果をきちんと労働者に還元し、人への投資が重要です。

１．労働分配率とは

労働分配率は、付加価値に占める人件費の割合のことです。労働分配率は、産業

や規模によって異なります。また、一般的に企業の利益が上がっているときは分配

率が下がり、逆の場合は上がる傾向にあります。したがって、ある時点だけをとら

えて一喜一憂するのではなく、傾向を把握して対処していくべきでしょう。

２．付加価値とは

付加価値とは、企業が事業活動を通じて新たに生み出した価値のことです。

企業は生産活動や販売活動などを通じて利益を上げるばかりでなく、労働者を雇

用し賃金を支払い福利厚生費等の費用を支出し、税金・社会保険料や金利負担を行

うことで社会的にも貢献しています。これらは企業が存在しなければ生み出されな

い価値であり、さらに利益を加えたものが、企業が生み出す付加価値となります。

労働分配率が向上しても、実際には「付加価値」が下がったために分配率が上が

ることがあります。なぜ、労働分配率が上がったのか確認が必要です。

３．人件費について

人件費とは、製造業の生産職では製造原価明細書に労務費として計上され、事務・

営業系の人件費は損益計算書の販売費、一般管理費の中に計上されています。従業

員に支給される賃金や各種手当のほか、社会保険料等の使用者負担分、法定外福利

費や退職金などを含む費用の合計をいいます。

４．労働分配率の計算にあたって

労働分配率の計算には、損益計算書や有価証券報告書（製造原価明細書）が必要

です。上場企業や金融庁に有価証券報告書の届出義務のある企業は公開情報から必

要なデータの入手が可能 です。決算書が公開されていない場合は、独自に入手する

必要がありますが、労使関係が良好であれば会社側からの入手も可能です。

 
1 『金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム』
（EDINET（Electronic Disclosure for Investors' NETwork）もご参照ください。

労働分配率 ＝ 人件費（労務費）÷ 付加価値

付加価値＝売上高－外部購入価値

外部購入価値＝材料費＋購入部品費＋運送費＋外注加工費

売 上 高

外部購入価値

（材料費＋購入部品費＋運送費＋外注加工費）
付加価値
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■■男女間賃金格差の注意点
労働基準法第 条は男女同一賃金の原則を、男女雇用機会均等法第 条は募集・採

用における均等な機会の提供を、また、第 条は配置、昇進、教育訓練、退職等にお

ける差別的取扱いの禁止を規定しています。男女別賃金表等は法律違反です。

一方、間接差別についても、 年に男女雇用機会均等法が改正され、限定的では

あるものの、厚生労働省令で定める つの事由については合理的な理由がない場合に

は禁止となりました。また、男女雇用機会均等法施行規則等の改正（ 年 月 日

施行）により、それまで総合職を募集、採用する際に禁止されていた「合理的な理由

がないにもかかわらず転勤要件を設けること」が、すべての労働者の募集、採用、昇

進、職種の変更をする際に禁止されました。

しかし、賃金については、男女平等に運用されていないケースがありますので、労

働組合は、賃金プロット図を作成して男女間の偏りの有無を点検するなど実態を把握

するとともに、人事評価基準の明確化、評価者への教育、異議申し立て制度の確立、

労使が参画する男女平等推進委員会の設置等に積極的に取り組む必要があります。

なお、厚生労働省の「男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイド

ライン 」もご参考にしてください。

＜間接差別として考えられる例＞
※下線部が厚生労働省令で定める つの事由

募集・採用に当たって一定の身長・体重・体力を要件としたことにより、女性

の採用が男性に比べ相当程度少ない場合において、当該基準等の合理性・正当性

に関する使用者の抗弁が認められない場合。

総合職の募集・採用に当たって全国転勤を要件としたことにより、女性の採用

が男性に比べ相当程度少ない場合において、当該基準等の合理性・正当性に関す

る使用者の抗弁が認められない場合。

募集・採用に当たって一定の学歴・学部を要件としたことにより、女性の採用

が男性に比べ相当程度少ない場合において、当該基準等の合理性・正当性に関す

る使用者の抗弁が認められない場合。

昇進に当たって転居を伴う転勤経験を要件としたことにより、昇進できる女性

の割合が相当程度男性よりも少ない場合において、当該基準等の合理性・正当性

に関する使用者の抗弁が認められない場合。

福利厚生の適用や家族手当等の支給に当たって住民票上の世帯主（又は主たる

生計維持者、被扶養者を有すること）を要件としたことにより、福利厚生の適用

や家族手当等の支給を受けられる女性の割合が男性に比べ相当程度少ない場合に

おいて、当該基準等の合理性・正当性に関する使用者の抗弁が認められない場合

処遇の決定に当たって正社員を有利に扱ったことにより、有利な処遇を受けら

れる女性の割合が男性に比べ相当程度少ない場合において、当該基準等の合理性

・正当性に関する使用者の抗弁が認められない場合。

福利厚生の適用や家族手当等の支給に当たってパートタイム労働者を除外した

ことにより、福利厚生の適用や家族手当等の支給を受けられる女性の割合が男性

に比べ相当程度少ない場合において、当該基準等の合理性・正当性に関する使用

者の抗弁が認められない場合。
【出所】厚生労働省「男女雇用機会均等政策研究会報告書」（ ）
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１－４．有期・短時間・契約等労働者の労働条件について

■■有期・短時間・契約等労働者の賃金カーブ

パート・有期雇用労働者の賃金は、一般的に地域の相場や法定最低賃金によって決

まる要素が強く、年齢や勤続に伴う賃金上昇はほとんどないという先入観を抱きがち

です。しかし、厚生労働省の調査によると、半数を超える企業がパートタイム労働者

の賃上げを実施しています。能力や仕事の成果など、勤続を重ねる中で、一定の賃金

カーブが存在しています。

パート・有期雇用労働者の賃金制度（勤続加算制度など）が整備されていなくても、

こうした指標を参考に賃金改善を進める必要があります。パートタイム労働者の時給

は、高卒初任給（時間あたり賃金）にも満たない水準である場合も多く見受けられま

す。同一労働同一賃金の観点から、以下の観点で職場での取り組みを進めましょう。

・正規雇用労働者とパート・有期で働く者の労働条件・待遇差を確認します。待遇

差がある場合、賃金・一時金や各種手当等、個々の労働条件・待遇ごとに、その

目的・性質に照らして正規雇用労働者との待遇差が不合理でないかを確認しま

す。不合理な差があれば是正するよう働きかける。

・パート・有期雇用労働者の組合加入、その声を踏まえた労使協議を実施する。

・パート・有期雇用労働者への待遇に関する説明を徹底する。

■■過半数代表機能について
（短時間・有期・契約等労働者を含めると、組合が事業所の過半数を占めない場

合）

労働基準法では、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては、時間

外および休日労働に関する協定（ 協定） 、財形貯蓄、賃金からの一部控除、 カ月

単位の変形労働時間制などについて、労働者の過半数代表者と使用者との書面による

協定締結を義務づけています。「労働者の過半数」とは、正社員のみではなく、アル

バイト、パートタイム労働者、嘱託社員、契約社員等を含めた、直接雇用関係がある

全従業員で計算します（管理監督者は、過半数代表者には選出できませんが、全従業

員の人数には含みますので注意が必要です）。

これら全従業員の過半数を代表する者を選出すれば、法律的に使用者との協定締結

が可能になります。労働組合が過半数代表としての機能を持つ際には、職場の多様な

労働者を公正に代表していることが求められており、組合員以外の労働者に対する情

報提供や意見聴取の機会の確保も重要になります。

労働基準法施行規則 条の において、労働者の過半数を代表する者は、次のいず

れにも該当する者と定められています。

１．労働基準法第 条第 号に規定する監督または管理の地位にある者でないこと。

２．労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手

等の方法による手続きで選出された者であって、使用者の意向に基づき選出され

たものでないこと。

なお、使用者は、労働者が過半数代表者であること、もしくは過半数代表者になろ

うとしたこと、または過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益
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な取り扱いをしてはならない、と定めています。

具体的には、次のような選出方法があります。

＜過半数代表者選出方法の例＞
・投票または挙手や署名回覧を行い、全従業員のうち過半数の支持を得た者を選出する

・職場ごとに職場代表者を選出し、この職場代表者の過半数の支持を得た者を選出する

なお、次のような選出方法は認められません。

× 使用者が一方的に指名する方法

× 社員親睦会等の代表者を自動的に労働者代表とする方法

× 一定の役職についた者を自動的に労働者代表とする方法

× 一部の役職者が互選により労働者代表を選出する方法

労働基準法

（時間外及び休日の労働）

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある

場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合に

おいては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁

に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十

条の労働時間 以下この条において「労働時間」という。 又は前条の休日 以下

この項において「休日」という。 に関する規定にかかわらず、その協定で定め

るところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただ

し、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延

長は、一日について二時間を超えてはならない。

２ 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定め

る労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労

働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。

３ 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、

当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適

合したものとなるようにしなければならない。

４ 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又

は労働者の過半数を代表する者に対し必要な助言及び指導を行うことができる。
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１－５．全従業員対象の企業内最低賃金の協定化の取り組み

■■企業内最低賃金とは
個別企業の労使が定める、従業員の賃金の最低保障額です。企業内最低賃金につい

て労使が合意した内容を書面で取り交わしたものを企業内最低賃金協定と言います。

企業内最低賃金協定の締結には、 つの効果があります。 つは、その企業で働

く従業員の賃金の底支えとして、安心感をもたらすことができます。もう つは、特

定（産業別）最低賃金の新設・金額改正の後押しになりうることです。

■■全従業員対象の企業内最低賃金協定が必要な理由
パートや派遣、有期契約等で働く労働者数は増加し続けており、現在では雇用労働

者の約 割に達している実態にあります。

昔はパート等で働く労働者＝主婦や学生の家計補助的な役割、という構図でした

が、「ワーキング・プア」という言葉が表すように、当該労働者本人が「生活をまか

なう主な収入源」である割合は 年調査で ％であり、契約社員や派遣労働者

では約 割にものぼります。今や当該労働者の賃金は生活水準に直結しているので

す。

企業内最低賃金の締結は、同じ職場で働くすべての労働者の賃金水準を維持すると

いうセーフティネットとしての役割を果たします。すべての組合で雇用形態や組合加

入の有無にかかわらず、全従業員対象の企業内最低賃金協定を締結し、すべての労働

者の労働条件の改善に取り組みましょう。

【生活をまかなう主な収入源 】

 
出典：厚生労働省「平成 年 就業形態の多様化に関する総合実態調査」（個人票）に基づき連合作

成（注）「子どもの収入、親の収入、兄弟姉妹の収入、その他、不明」については、当該項目を合算

正社員以外の内訳 
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＜企業内最低賃金協定（例）＞

 
最低賃金の実効性を高め、特定（産業別）最低賃金につなげるため、この３点の適用除外の規定導

入に努める。 の具体的業務等については、できれば別に定めるようにしたい。また、申請に直

接使う場合は、特定（産業別）最低賃金の適用除外に合わせておく必要がある。

「１ 適用労働者の範囲」で定めた対象労働者すべてを表現する必要がある。

月額のみで協定する場合は、時間額算出のための月間労働時間数（時間外手当の算出基礎）及び月

間所定労働日数（年間の平均月間日数）を必ず明記する。

当該企業の賃金体系の下支えと、中途採用者の賃金の下支えをはかるため、 歳・ 歳・ 歳な

どの年齢別最低賃金（勤続ゼロ年）の協定化に努める。また、適用除外者の賃金を下支えするた

め、パート労働者を含むすべての労働者の時間あたり最低賃金の協定化に努める。

生活に直結する最低賃金であるため、その賃金範囲は基本的賃金が望ましい。また、法定最低賃金

では、精勤（皆勤）、通勤、家族の３手当などが含まれないこともあり、これらを賃金範囲から除

外した協定化に努める。

最低賃金に関する協定

○○株式会社と○○労働組合は最低賃金に関し、下記の通り協定する。

記

１．適用労働者の範囲

○○株式会社に雇用される短時間勤務労働者等を含むすべての労働者。但し、次

に掲げる者 を除く。

（１） 歳未満又は 歳以上の者

（２）雇入れ後３カ月未満の者であって、技能習得中の者

（３）掃除又は片付け（あるいはそれに準じた軽易な作業）に主として従事する者

２．最低賃金

歳以上最低賃金 ：

月 額 ○○○，○○○円

日 額 ○，○○○円

時間額 ○○○円

但し、他の年齢別最低賃金及び適用除外した労働者 の最低賃金は別に定める。

３ 賃金の範囲

基準内賃金（基本給、職種給、加給）とし、家族手当、通勤手当、精勤手当、臨

時に支払われる賃金、１カ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まない。

○○○○年○○月○○日

○○株式会社

代表取締役社長 ○○ ○○ 印

○○労働組合

執行委員長 ○○ ○○ 印
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■■組合員でない労働者の賃金を底上げするために
まずは企業内最低賃金協定を締結することが有効です。ただしその場合には全従業

員を対象とし、協定の効力が非組合員にも及ぶことを明確にしておく必要がありま

す。企業内最低賃金協定を新たに締結する場合、経営側の抵抗も予想されますが、粘

り強く交渉することが必要です。実在者賃金の最低額を調査し、そのギリギリのとこ

ろで締結するなど実践的な取り組みも必要です。

労働組合法第 条（一般的拘束力）は、同じ事業所で常時働く「同種の労働者」の

分の 以上が同じ労働協約の適用を受けるときは、その事業所で働く他の「同種の

労働者」も同じ労働協約が適用される、と定めています。また、労働組合法第 条

では、一定の地域で同種の労働者の大部分が同じ協約の適用を受けるとき、他の同種

の労働者および使用者にもその労働協約を適用することができるとしています（地域

的一般拘束力）。このことから労働協約によっても未組織労働者の賃金改善をはかる

ことは可能であり、加えて、労働協約の賃金を下回る賃金をなくすことで賃金の引き

下げ競争を防ぐことができ、賃金面の公正競争環境を整えることにもつながります。

労働協約を締結すると、労働協約に定めた内容を下回る個別労働契約や就業規則は

無効となります。また、労働協約の一般的拘束力、地域的一般拘束力ともに最低賃金

に限定されるものではありません。労働時間など労働協約に定めるもののすべてが対

象となります。

＜会社から適用除外を設けるように言われたら＞

適用除外にすることは、会社と労働者の個別の労働契約に委ねることを意味しま

す。適用除外を設定する場合でも、その範囲を明確に定めたうえで、できるだけ範囲

を限定するようにしましょう。最低賃金協定を二本立てにして、片方では適用除外と

なっても、もう一方では規制できるようにするなどの方法もあります。いずれにして

も、なぜ適用除外の設定が必要なのか、明確な理由の説明を求める必要があります。

正社員でなくても、正社員と同様の仕事をしており、労働契約の反復更新をしている

場合など、実態を点検して対応しましょう。

44



 
 

１．配分交渉とは

賃上げ原資の決定と一人ひとりの賃金決定は同じではありません。平均賃上げ方式

で５％の賃上げ回答があったからといって、全員一律５％賃金が上がるわけではあり

ません。若手は上がっているのに、中高年の賃金は上がってないといった声を聞くこ

とがあります。初任給 に対応するため、若年層に傾斜した賃上げが重視され、中

高年層の賃金が抑制される傾向がみられます。高い賃上げ回答を引き出しても、その

配分を巡って組合員の不満が高まっては誰のための賃上げかわかりません。労働組合

は、賃上げ原資とともに、その配分についてもしっかり関与しなければなりません。

賃上げ原資をどの賃金項目にどのように振り向けるのか労使で話し合うのが、配分

交渉です。人事賃金制度、定昇制度が確立している場合、定期昇給は制度に基づいて

決まり、基本的に定昇原資の確認になります。配分交渉の中心は、ベア原資を使って

賃金表を書き換えることです。賃上げ交渉では、 人当たりいくら賃上げするかとい

う点に加え、なぜ賃上げをするのか、対応すべき課題は何かを、労使でよく話し合う

ことが重要です。労使で課題の優先順位を決め、物価対応、生産性向上分、目指す水

準への到達、賃金カーブの是正などベアの目的を明確にして賃金表を書き換え、みん

なが納得できる賃上げをめざしましょう。

２．留意点

～要求段階から意識して取り組みましょう。会社の都合なら別原資の交渉を～

①賃上げといっても、定昇とベアが不明確で、賃上げ原資の配分もあいまいだと、組

合員の納得感を得にくくなります。人事賃金制度、定昇制度を整備しましょう。

②賃上げ原資を決めてから配分を考えるより、配分の考え方をあらかじめ整理した上

で労使交渉に臨んだ方が交渉力と納得感を高めることができます。要求づくりの段

階から配分についても検討を行いましょう。組合員が自分で計算できる「簡易試算

表」をつくるのも一つの方法です。次ページに簡易試算表の例を掲載しましたので、

参考にして下さい。

③労使で配分の優先順位が違う場合があります。最近、人材確保のために初任給を大

幅に引き上げ、それにともない若年層の賃金カーブの是正に重点的に原資を使いた

いという企業も少なくありません。労働組合が要求段階で想定している賃上げを上

回る重点配分をしたいのであれば、別財源を企業側の責任で用意し投入することを

求めることも一つの考え方です。

④配分交渉が労使でまとまったら、配分結果についても組合員に説明しましょう。

コラム：賃上げ原資の配分をしっかり協議しよう！
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３．簡易試算表の例

＜計算例 ベースアップ率＝３％と仮定＞

３５歳（３級 Ｂの場合）

【表1】年齢給(基本給)表 【表2】職級・職能等級別表

年齢 金額
ピッチ

（定昇額）
職級 増加分

C’
4級 B’

C’
3級 B’

C’
2級 B’

職能等級
改定前　改定後

定期昇給分

A 
ベースアップ分

Ｂ×％ + Ｃ ＋ 賃上げ額 ＝ 
 ↑基本給    ↑職級・職能等級分 

A 
3,000 

 
 

Ｂ×３％ 
185,000×３％ 
＝5,550 

＋ 賃上げ額

13,050 ＝ 
 

＜表１＞より

歳→ 歳

定期昇給分 

＋ Ｃ 
4,500 

 
 

＜表１＞より

改定前（ 歳）

賃金× ％

＜表 ＞より

級 Ｂの

増額分

＊定期昇給分：

＊ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ分：
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第２章

労働組合の役割発揮
（労使協議のテーマ等）





 
 

２－１．経営チェックと雇用の維持・安定等の取り組み

■ 労使協議体制の整備
１．労使協議体制の必要性

団体交渉では、労働条件に関わる事項を広く扱うことが法的に保障されています。

しかし、雇用や賃金の前提となる経営の状態を日頃から把握しておくためには、経営

全般について定期的に話し合うことができる「労使協議会」を設置し、労使協議体制

を整備することが重要です。

２．労使協議会設置の留意点

労使協議会には法的な縛りはなく、労働協約の規定が根拠となります。労働協約の

整備に際しては、以下の点に留意が必要です。

・ 労使協議会の設置：必要な時は団体交渉に移行できるようにし、団体交渉の制

約とならないようにする。

・ 労使協議会の構成：会社は社長、組合は委員長を含める。

・ 付議事項：経営の基本方針、経営計画、新規事業計画など具体的な事項を明確に

規定し、経営情報を早期に、正確に開示させる。

・ 開催と運営：定期的に開催する。開催頻度は予算・決算、生産計画などをカバー

するために、最低でも年に２～４回は開催する。

・ 守秘義務：インサイダー取引防止を理由に情報開示を拒否させないようにする。

（インサイダー情報を知っても、それを元に株式等の取引をしなければ違法で

はない）

■ 企業の将来像を確認しよう
１．将来像の確認

経営をめぐる環境が大きく変化している今日、経営の現状だけではなく、企業の将

来像や方向性について確認することが重要です。それらを労使協議のテーマとして明

確化し、社内で共有することは、従業員が希望を持ち、安心して働ける職場づくりに

欠かせないとともに、継続的な賃上げや雇用の維持に繋がります。もし、経営者が環

境変化に対応した企業の将来像を描けていない時は、労働組合として提言することも

必要です。

通常、企業の将来像は、企業理念やビジョン等で示されます。そこには企業が果た

すべき使命や価値観などが示され、従業員が常に意識し、判断の拠り所となるもので

す。また、企業の方向性は経営計画で示されます。それは、自社の現状を踏まえつつ、

企業の将来像を実現させるためのより具体的な戦略や計画であり、個人の目標に反映

され、現場の業務と連動していなければなりません。

企業理念といえども固定的なものではありません。経営計画とともに、環境の変化

を踏まえて常に修正が必要です。

２．環境変化を、自社の経営課題として捉えているか

企業は、いわゆる や を自社の課題として捉えているでしょうか。また、今後、

新たな経済ステージとなり、物価と賃金が安定的に上昇するようになれば、価格転嫁

や売上拡大、生産性向上による賃上げ原資の確保が、常に必要となります。

コロナの収束にともない、各種の補助金や資金繰り支援策が縮小されています。さ

らに今後、一定の金利がある経済になれば資金調達、資金繰りはより難しくなります。
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企業はこれらの課題に対応できる体制になっているでしょうか。このような変化に

対応した企業理念やビジョン、経営計画となっているか、労使協議を通じて確認しま

しょう。

＜企業の将来像のチェックポイント＞

企業理念・ビジョン

□企業の理念やビジョンがあり、従業員に共有されているか

□自社の目指す姿や存在意義、使命が明確に示されているか

□社長や従業員の価値判断基準となっているか、形骸化していないか

経営計画

□業界や地域における自社の位置づけ（ポジショニング）や強みが明確か

□経営計画が企業理念と整合し、個人目標や現場業務と連動しているか

□経営計画を実行するための、最適な組織、役割分担となっているか

□キャリア形成やスキル向上の方向性は、経営計画と整合しているか

企業の将来像
目指す姿

企業理念

ビジョン

企業の現状

経営

計画
現状を分析し

自社の位置づけを認識

時間

経営

課題

目指す姿と現状の差が経営課題であり、

経営計画の実行により目指す姿に近づく

企業の将来像や経営計画は、

環境が変われば修正が必要

＜企業の将来像のイメージ＞
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■■経営状態の把握の重要性
要求前に経営状況を把握・分析しておくことは、労使の信頼関係を築き、交渉力を

強化するためには欠かせません。

自分の企業の状況を把握していなければ、労使交渉では経営側の言いなりになって

しまいます。経営側の主張を鵜呑みにせず、労働組合自らが経営状況を分析し、判断

していくことが重要です。交渉の場で経営側が「赤字だから雇用も賃上げも厳しい」

と主張したら、赤字の原因は何か、赤字をなくすためにはどうすべきかなど、企業経

営の課題に一歩踏み込むことで、交渉への足がかりもできます。

また、経営分析は、雇用の安定にも不可欠です。職場の合理化問題（雇用調整や労

働条件の引き下げ）はある日突然宣告提案されることが多いですが、その前に様々な

危険信号が発信されています。経営状況を定期的に点検していれば、売り上げが減っ

て借金が増えてきている、運転資金に余裕がなくなってきているなど、危険信号をよ

り早く適確にキャッチすることができます。

労働組合の機能として、どのような経営状況にあるのかをチェックすることは重要

な活動なのです。

ケーススタディ：経営分析のやりかた
１．財務諸表のチェック

チェックポイントは、①会社の健全性、②会社の収益動向や分配状況の点検を通じ

た要求・交渉の基礎把握です。具体的には次ページの例をとってみてみます。例のＡ

企業は、経常など各段階で損失を発生させていますので、良い経営状況ではありませ

ん。なお、チェックする際には、できるだけ ～ 年分ぐらいを時系列で表やグラフ

で見える化するのが望ましいでしょう。

２．日々の業務を通じたチェック

生産や販売の動向、職場の雰囲気、噂なども経営に関する貴重な情報源です。経営

危機に至る危険信号を見逃さないようにしましょう。

＜経営危機の前にみられる危険信号＞

□在庫が急増していないか

□設備投資をしたにもかかわらず十分に稼働していないということはないか

□従業員から信頼されていた役員や経理担当者の交代がなかったか

□役員・管理職のなかで意見の違いや相互不信が目立つようになっていないか

□仕入れ先、取引先が頻繁に変わっていないか

□主要な取引金融機関が変わっていないか

□社長と経理担当者が夜遅くまで何かしている様子はないか

□経営危機のうわさを聞くことはないか

□賃金の遅配はないか
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＜Ａ社の財務諸表＞

具体的なチェックポイント

は次のページ！
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財務諸表 点検チェックリスト

■■売上高が大幅に悪化していないか【➀➀】
大幅に減少している場合、その原因をチェックしましょう！

■■営業損失が出ていないか【➁➁】
営業利益ではなく営業損失、もしくはマイナスで表示されている場合は、

本業で損失が出たことを示しています。営業面に問題があるので、その原

因をチェックしましょう。

■■赤字決算となっていないか【➂➂】
赤字決算の場合は経常損失、もしくはマイナスで表示されています。 期

以上連続で赤字決算の場合、要注意！

■■債務超過の危険性はないか【➃➃÷➂➂】
自己資本÷経常損失（➃÷➂）が目安として ５ を下回る場合、要注意！

例） ÷ ≒ 年

この場合、このままの赤字が続いたら 年で債務超過になります。

■■資金繰りで行き詰まる危険性はないか【➄➄÷➅➅】
流動資産÷流動負債（➄÷➅）が製造業においては ％（小売りサービ

ス業は ％）以上であることが望ましい。目安として ％ （小売りサ

ービス業は ％）以下の場合は要注意！

例） ÷ ≒ ％

返済の迫った借入金や買掛金の支払いに対して、手元の預金などが少な

くなっていることを意味します。

■■過剰債務に陥っていないか
有利子負債（短期 長期）÷売上高｛（➆ ➇）÷➀｝は、業績により違い

が大きい指標ですが、目安として 年以上、または対前年比で か月分以

上悪化している場合は、要注意！

例） （短期借入金 長期借入金）÷ ≒ 年分

借入金が売上高の何年分かを意味します。

51



 
 

その他：

・営業活動によるキャッシュフローがマイナスになっている場合は、その分を銀行か

らの借入などを行わなければ、資金不足に陥ります。複数年度マイナスである場合

は、事業がキャッシュを生んでいないという状態が続いていますので、本業以外の

手段で現金を確保しなければ会社として存続できないということを意味します。

・損益分岐点比率（売上が何％下がると赤字になるかを示す指標で、減収への抵抗力

が分かります）や一人当たり付加価値額（労働生産性を示す指標です）なども重要

ですが、算出方法が複雑なので省略します。経営分析の入門書等を参考にしてくだ

さい。

できるだけ決算に関する経営資料を入手し、分析しましょう。株主総会に提出され

る「事業報告書」などを労働組合にも必ず開示するようにルール化しておくことも有

効です。

労働組合として、開示された財務諸表から問題点を発見する能力も必要になります。

分からない場合は、加盟構成組織や地方連合会などに相談しましょう。

用語解説

【貸借対照表（バランスシート、Ｂ／Ｓ）】

会社がお金をどこから集めて、何に使っているかを示すものです。たとえば会社

は、株式の発行や銀行からの借入金によって集めたお金を使って、工場を建て、原

材料を仕入れ、生産活動を行っています。その資本・負債・資産の状態を表します。

【損益計算書（プロフィット＆ロス ステートメント、Ｐ／Ｌ）】

仕入れた原材料と労働力を使って、工場で１年間（または半年間）の生産活動を

行った結果、どれだけの利益（または損失）が出たかを示すものです。売上高から

原材料費、人件費、支払利息、税金などを差し引いて残ったものがその期間の最終

的な利益となります。

【キャッシュフロー計算書】

キャッシュフロー計算書とは、売掛金や買掛金、減価償却費など実際には動いて

いないお金の動きをとらえることができます。

利益が出ていても、支払いが追いつかなくなり倒産する（黒字倒産）場合もあり

ます。営業キャッシュフローがプラスの状態で、投資キャッシュフロー、財務キャ

ッシュフローがまわっていることが基本となります。
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■■会社から賃金カットの提案が！どうする？
入社 年後に賃金カットがあり、その後 年間賃上げがなかった場合の図が次のとお

りです。これを元に戻すには、 年間分の賃上げとカットされた賃金の賃上げを遡っ

て返してもらわなければなりません。この返還分について個人別に金額を一覧にし、

協定書にしておきましょう。

■■雇用を守る労働協約の整備
労働協約として、前述の事前協議制や人事に関わる事項での労働組合の同意などを

定めておく必要があります。労働協約がない組合では、最低限必要とされる事項だけ

でも、一刻も早く協約化しましょう。

事前協議制が協約化していれば、事前協議をせずに雇用の合理化を決定した経営方

針が組合に提案されても、法的に差し戻すことができます。

次ページの「雇用安定のための事前協議に関する協定（例）」を参考にしてみてく

ださい。
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雇用安定のための事前協議に関する協定（例）

○○株式会社（以下「会社」という）と○○労働組合（以下「組合」という）は、

雇用安定のための事前協議について、次のとおり協定する。

第１条（基本理念）

会社と組合は組合員の雇用と生活を守るため最大限の努力を尽くすものとする。

第２条（事前協議の徹底）

会社は、組合員の労働条件その他待遇に関する事項、およびそれに関わる重大事

項について、組合と事前に協議を行う。

第３条（組合員の労働条件その他待遇に関する事項）

会社は、解雇、希望退職募集、休業・一時帰休、配置転換、職種転換、出向、移

籍など、組合員の賃金その他の労働条件を変更しようとするときは、必ず十分の期

間をもって事前に組合と協議し、同意を得て行う。

第４条（会社の会社整理、会社更生、民事再生、破産などの申し立てに関する事項）

会社は、会社整理、会社更生、民事再生、破産などの申し立てを行おうとすると

きは、事前に組合と協議する。

第５条（会社の分割、分離、合併、営業譲渡、事業所の閉鎖・移転等に関する事項）

会社は、会社の分割、分離、合併、営業譲渡、事業所の閉鎖・移転等を行おうと

するときはその決定を行う前に、分割、分離、合併、営業譲渡、事業所の閉鎖・移

転等の理由及び組合員に対する影響及びその影響に対して検討している内容につ

いて、組合に情報を提供し、組合と協議し、同意を得て行う。

第６条（会社機構の変更、新たな技術・機械の導入に関する事項）

会社は、会社機構の変更、新たな技術・機械の導入などを行う場合は、事前に組

合と協議する。

第７条（有効期間）

この協定の有効期間は、○○○○年○○月○○日から○○○○年○○月○○日

までの３年間とする。

第８条（改廃の手続き）

（略）

○○○○年○○月○○日

○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○

○○労働組合 委員長 ○○ ○○
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■■生産性向上と合理化の違い
近年はどちらも同じような意味合いで使う人が多くなっていますが、そもそもまっ

たく違う概念のものです。

上の式にもとづくと、労働生産性を上げるには つの方法があることが分かります。

すなわち、①労働量は一定のまま売り上げや利益などを増やす方法と、②売り上げや

利益の伸びが期待できないので労働量を減らす方法です。前者が生産性向上運動であ

り、後者は合理化として峻別されなければなりません。

経営の合理化というと、あたかも良いことのように理解されることがあります。経

営の立場からはそうかもしれませんが、働く者にとっては雇用や労働条件の縮小や引

き下げを伴うものですから、合理化には厳正に対処する必要があります。

■■雇用合理化の提案への対応
人員整理は、経営合理化の最後の最後の手段です。労働組合は、会社の合理化提案

に対して受け身ではなく、組合員の将来にわたる生活の安定と向上のために、徹底し

た労使交渉を行いましょう！

まず、合理化の必要性とその目的を明確にさせる必要があります。企業の利益追求

目的の合理化による労働者側へのしわ寄せを許してはなりません。もし企業の存続に

関わる経営危機というのであれば、経営の現状について十分に納得できる説明を求め、

必要な資料を提示させる必要があります。当然、経営危機に立ち至った経営側の責任

も追及しなければなりません。

賃金交渉の場などでの場当たり的な提案であるケースもあります。経営再建全体の

プランのなかで、合理化施策の提案がなされているかチェックしましょう。雇用問題

や労働条件の引き下げに関わる内容であれば、それが本当にやむを得ないものである

かどうか、労働組合として主体的に検討し、再建計画全体への労働組合の意見反映を

求めていく必要があります。再建計画を組合員に提示する前に、執行部として十分内

容を理解し、事前に経営責任の取り方についても掌握しておきましょう。

交渉のテーブルにつくにあたっては、最低でも「労使間で協議を尽くし、協議が終

了するまで合理化施策を実施しない」旨の確認をしておきましょう。

個々の事情で対応方法は千差万別であり、交渉では、これまでに蓄積したノウハウ

や組織的な支援がものをいいます。構成組織や地方連合会と連携して対応しましょう。

なお、会社分割制度に関しては、労働者保護の観点から、会社分割に伴う労働契約

の承継等に関する法律、同法施行規則および関係指針が定められています。また、事

業譲渡および合併に関して会社等が留意すべき事項に関する指針（「事業譲渡等指針」）

も定められています 。

 
詳細は厚生労働省ウェブサイトを参照ください。

売上、利益など
労働量

労働生産性＝
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■■労働条件の不利益変更に関するルール
法的には、企業の経営状況が厳しいからといって、使用者が一方的に賃金カット、

定期昇給の先送り（協約で決まっているルールの変更）、時間外割増率の引き下げ、

手当の改廃など、従業員の労働条件を不利益変更することは原則として許されていま

せん。労働者に不利益を受け入れさせるのにふさわしい合理的な理由がある場合にの

み、不利益変更が認められています。 年 月より施行されている労働契約法は、

これらの確立した最高裁判例を法文化しています。第 条では、労働者と合意するこ

となく、就業規則の変更により労働契約の内容を不利益に変更することはできない、

という原則を定め、第 条では、例外として認められるのはどのような場合かを定

めています。

第 条によれば、変更後の就業規則を周知させ、かつ、①労働者の受ける不利益

の程度、②労働条件の変更の必要性、③変更後の内容の相当性、④労働組合等との交

渉の状況、その他の事情に照らして合理的なものであるとき、とされています。これ

までの判例で示された判断要素である代償措置や経過措置なども含まれているとさ

れています。

＜就業規則の変更による労働条件の不利益変更についての合理性判断の基準＞

①労働者の受ける不利益の程度

合理性の ②労働条件の変更の必要性

総合判断 ③変更後の内容の相当性

④労働組合等との交渉の状況

※その他の就業規則の変更に係る事情

まずは、経営努力で回避できないかを検証します。そのうえで、経営者と労働組合

は、従業員に理解を得られる線はどこか、ギリギリの労使交渉が不可欠になります。

労働協約による方法と就業規則による場合がありますが、争いを避けるためにも労働

組合がある場合、労働協約による変更とした方がよいでしょう（労働協約の効力の方

が就業規則を上回り、一方的に変更できないものであるため）。

また、労働協約による不利益変更を行う場合、全組合員の意見集約となる特別な手

続き（大会への付議や組合員投票）が必要です。特に、組合員の一部のみに対する変

更である場合、その一部組合員の意見を十分聞き、不利益の緩和に努めなければなり

ません。緊急避難措置である場合、一時的な不利益変更として協定に有効期間を定め

るようにしましょう。

■■解雇に関するルール
経営者は、正当な理由がない限り、一方的に雇用契約を打ち切ることはできません。

「解雇権濫用法理」「整理解雇４要件」と呼ばれるルールがあり、 年 月施行の

労働契約法第 条では、解雇権濫用法理が規定されています。また、 年 月に

改正・施行された労働契約法第 条では、これまでの最高裁判例で確立した「雇止

め法理」がそのままの内容で法律に規定されました。

就業規則では、「退職に関する事項」の中に「解雇の事由」を必ず明記しなければ

なりません。就業規則の見直しにあたっては、使用者の思いつき的な判断が入り込む

余地のある抽象的な表現をさせないようにしましょう（「能力や成績が著しく不良な

とき」「その他これに準ずる事由のあるとき」などはＮＧ）。
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具体的には以下の通りです。

１． 業務上の負傷や病気療養のために休業する期間とその後の 日間

（労働基準法第 条）

ただし、会社が労働基準法第 条の規定によって打切補償（解雇予告手当）を支

払った場合は対象になりません。（下記参考）また、天災事変などやむを得ない事情

による場合も対象にはなりませんが、労働基準監督署の認定が必要になります。

２．産前産後の女性が休業する期間とその後の 日間

用語解説

【解雇権濫用法理】

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない

場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする（労働契約法第 条）。

【整理解雇４要件】

企業の存続が危機に瀕しているなど、真にやむをえない場合に限り整理解雇が

許されますが、その際には次の４つの要件をすべて満たす必要がある、という判

例が確立しています。この４要件をひとつでも欠く解雇は、無効とされます。

① 整理解雇の必要性：

会社の維持・存続をはかるために人員整理が必要で、

かつ最も有効な方法であること。

② 解雇回避の努力：

新規採用の中止、希望退職者の募集、役員報酬の削減など、

会社が解雇回避のための努力をしたこと。

③ 整理基準と人選の合理性：

どんな人を解雇するかの基準が合理的かつ公平なもので、

その運用も合理的であること。

④ 労働組合との協議、労働者への説明：

解雇の必要性や規模、方法、整理基準などについて、労働組合と協議を尽くし

たこと。また労働者にも十分な説明をし納得を得る努力をしたこと。
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労働基準法

（打切補償）

第 条 第 条の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後３年を経過しても負傷又

は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金 の 日分の打切補償を行い、

その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

（療養補償）

第 条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で

必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。

３．解雇について性別を理由として差別的取扱いをすること（均等法第 条）

４．女性労働者が婚姻し、妊娠し、出産し、または産前産後休業をしたこと、妊娠

中の時差通勤など均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法

による母性保護措置を受けたことを理由とする解雇（均等法第 条）

５．妊娠中・産後 年以内の解雇（「妊娠・出産・産前産後休業取得等による解雇

でないこと」を事業主が証明しない限り無効）（均等法第 条）

６．労働者が育児・介護休業申出をし、または育児・介護休業をしたことを理由と

する解雇（育児介護休業法第 、 条）

７．不当労働行為に当たる解雇（労組法第 条）

労働者を解雇しようとする場合、 日前には予告または 日分以上の平均賃金を支

払わなければならないことにも注意が必要です。（労働基準法第 条）

労働基準法

（解雇の予告）

第 条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも 日前にその予告

をしなければならない。 日前に予告をしない使用者は、 日分以上の平均賃金を支払わなけ

ればならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場

合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。

なお、解雇を回避し、雇用を維持するために、やむをえず一時的に労働者を休ませ

る場合には、労基法 条では、休業が使用者の責に帰すべき事由によるものである

場合、使用者は休業期間中の休業手当（平均賃金の 分の 以上）を支払わなけ

ればならないことが定められています。休業期間中の賃金の取り扱いについて労使で

十分に話し合い、安心して休むことができる体制を整えましょう。

■■倒産による解雇と未払い賃金
倒産といっても、法的な申請をする場合や債権者を集めて私的に整理をする場合

（任意整理）、社長が夜逃げをする場合などさまざまです。いずれの場合も、債権に

対して会社の資産が少ない状況にあると想定されるため、未払い賃金などの労働債権

を確保するための対応が必要になります。

債権者を集めて私的に整理をする場合など法によらない場合には、裁判所等はまっ

たく関与しませんので、本来優先的に労働債権に充てるべき会社の資産が、他の債権
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者に先取りされる恐れがあります。賃金等の労働債権には、優先権（先取特権）が与

えられており、それにもとづいて会社の財産を差押えすることができます。

労働組合は、倒産前後の時点で、早急に組織的な職場の占拠や資産の差押えなどを

行い、残された財産の保全をはかり、債権譲渡等によって労働債権を確保しなければ

なりません。

また、会社が法律上の倒産手続に入った場合（破産法、会社更生法または民事再生

法の手続の開始決定等）には、労働債権はそれぞれの法律に定められた債権の優先順

位や手続に従って配当が行われます。

会社更生法において、労働債権は支払い日が来ていない税金などと同様に、共益債

権として カ月分が最優先され、管財人から随時弁済を受けることができます。また

民事再生法では、一般優先債権とされ、再生手続きとは関係なく随時弁済が可能です。

破産では、賃金債権、退職金債権のそれぞれ月例賃金の カ月分が、最優先される財

団債権（破産手続によらないで破産財団から弁済を受けることができる債権）となり、

破産管財人から配当手続によらずに弁済を受けることができます。

会社に支払い能力がない場合は、未払い賃金の一部を国が立て替えて支払う「未払

賃金立替払制度」を活用します。これは、「労働者健康安全機構」が使用者に代わっ

て立て替え、あとで使用者に請求するという制度です。この制度を利用するには幾つ

かの要件があり、手続きは使用者ではなく労働者本人が行わなければなりません。

具体的な交渉の進め方は、連合の「企業組織再編と倒産・再建への対応のポイント

」を参照しつつ、上部団体や弁護士などのアドバイスを受けることがもっとも確実な

方法です。

 
（連合ホームページ）

「未払賃金立替払制度」
【立替払を受けることができる人】

① １年以上事業活動を行っていて倒産した企業に勤めていた者。

② 労働者が、倒産について裁判所への申立て等（法律上の倒産の場合）または労働基準監督署へ

の認定申請（事実上の倒産の場合）が行われた日の６カ月前の日から２年の間に退職した者で

あること。

【立替払の手続きと期限】

労働者は、未払賃金の額等について、法律上の倒産の場合には破産管財人等による証明を、事

実上の倒産の場合には労働基準監督署長による確認を受けたうえで、独立行政法人労働者健康安全機

構に立替払の請求を行いますが、これは破産手続開始の決定等がなされた日又は労働基準監督署長に

よる認定日から２年以内に行う必要があります。

【立替払の対象となる未払賃金】

労働者が退職した日の６カ月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃

金と退職手当のうち、未払となっているものです。一時金は立替払の対象とはなりません。また、

未払賃金の総額が２万円未満の場合も対象とはなりません。

【立替払いされる額について】

未払い賃金総額の 分の の額です。

ただし、退職日の年齢によって限度額が設けられています。限度額を超える場合は年齢によっ

て設定されている限度額の 分の になります。

退職日の年齢 未払い賃金総額の限度額 立替払いの限度額

歳以上 万円

× ％

万円

歳～ 歳未満 万円 万円

歳未満 万円 万円

詳細については、最寄りの労働基準監督署に問い合わせてください。
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２－２．適正な労働時間管理の取り組み

■■不払い残業とは
時間外に働いたにもかかわらず、その時間に応じた賃金（割増含む）を使用者が支

払わないことをいいます。

連合総研が実施した「勤労者の仕事と暮らしに関するアンケート調査（勤労者短観）」

によれば、残業手当が支給される立場で所定外労働を行った人の ％が、残業手当

の未申告（不払い残業）があると回答しました。不払い残業時間の平均は 時間

に達しています。

連合総研：第 回「勤労者短観」（ ）より

不払い残業は、明らかな法律違反（労働基準法第 条）です。もし、不払い残業が

あった場合、労働者は使用者に対して３年間遡って賃金を請求することができます

（ 年 月 日以前の不払い残業について請求できる期間は 年間）。また、是

正されない場合は労働基準監督署に申告したり、裁判所に不払い賃金と同額の付加金

（労働基準法第 条）の支払い請求を申し立てることができます。

労働時間管理と残業代支払には相関関係があり、労働時間管理がなされているほ

ど、不払い残業がない割合は高くなっています。使用者は、賃金不払残業が生じな

いようにするため、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す

るガイドライン（ガイドライン）」を遵守する必要があります。また、使用者が適

正に労働時間を管理・把握するよう、労働組合も労働者に対してガイドラインの周

知を行うようにしましょう。

■■適正な労働時間管理とは
働き方改革による労働基準法や労働安全衛生法の改正により、時間外労働の上限規

制が罰則付きで定められ、使用者には労働時間の客観的な把握が義務づけられるなど、

これまで以上に労働時間を適切に管理しなければなりません。しかしながら、不適切

な自己申告制や時間管理を怠るなど、使用者が労働時間を適切に把握・管理せず、残

業代の不払いや過重な長時間労働といった問題が依然として生じています。
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厚生労働省は、「『過労死等ゼロ』緊急対策（ ）」の一環として、

年 月、使用者に向けて「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関

するガイドライン」を発出しました。※ガイドラインは厚生労働省ホームページで閲

覧できます。

なお、ガイドラインの主な内容は、
①タイムカード等の客観的な記録を基礎として労働時間を確認し、適正に把握すること

②労働者の実労働時間と自己申告した労働時間に乖離がある場合に使用者は実態調査を

行うこと

③使用者の明示または黙示の指示により自己啓発等の学習や研修受講をしていた時間は

労働時間として取り扱わなければならないこと

などを明確化しています。

労働組合として、すべての労働者の「働き方」の見直しを図るべく、労働者の健康

確保の観点から、管理監督者、みなし労働適用者を含め、全労働者の実労働時間を客

観的な方法で把握する仕組みを各職場において導入することが必要です。まずは、自

社において、どのような労働時間管理の方法が取られているかを確認しましょう。

＜参考：全国の労働基準監督署の体制整備＞

厚生労働省は 年 月から、全国の労働基準監督署において「労働時間改善指

導・補助チーム」を編成しています。主に中小企業への法令に関する知識や労務

管理体制への相談対応や支援を行っており、監督指導と連携しつつ、法令遵守に

向けた体制を強化しています。

出典：平成 年版「過労死等防止対策白書」
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■■不払い残業をなくすための取り組み
まず、労働組合が職場実態を点検する必要があります。

職場ごとに、①どのような労働時間制度が適用されているのか、②どのような方法

で労働時間管理が行われているのか、③「 協定」はどうなっているのかなどを把

握・整理しましょう。

次に、使用者に対して労働時間に関する記録 の提示を求め、職場ごとの点検結果な

どを踏まえ、実際に問題がないかチェックしてみましょう。特に、自分の労働時間を

労働者自身が記録・報告する「自己申告制」の場合、過少申告となっているケースが

多いといわれていますので、実態と記録をよく点検しましょう。もし、不払い残業の

事実があれば、すぐに改善することが必要です。

連合総研の調査によれば、所定労働時間を超えて働いた人で、申告しなかった時間

がある人に対して、その理由をたずねたところ「申告する際に、自分自身で調整した

から」が ％にのぼりました。このうちの ％は、「働いた時間どおり申告し

づらい雰囲気だから」と回答しています。その 一方で「申告する際に、上司から調整

するように言われたから」との回答も ％ありました。

連合総研：第 回「勤労者短観」（ ）より

また、連合の「テレワークに関する調査 」によると、 年 月～ 月上旬の

テレワークで、残業代支払いの対象となる時間外・休日労働を行った人のうち、時間

外・休日労働を申告しないことがあったと回答した人は ％、時間外・休日労働が

勤務先に認められないことがあった人は ％にのぼっています（いずれの割合も

「よくあった」「ときどきあった」「まれにあった」の計）。

連合： 年 月実施・「テレワークに関する調査 」より

 
労働安全衛生法施行規則 条の７の３で、使用者は客観的な方法により労働者の労働時間を把握

し、把握した労働時間の状況の記録を３年間保存することとされています。
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職場点検を実施し、改善すべき点を要求書にまとめ、労使交渉を行いましょう。不

払い残業の事実がある場合、その清算を要求するとともに、労使による「不払い残業

撲滅宣言」の確認や労働時間管理のルールの協約化に取り組みましょう。１回限りの

取り組みでは、十分な改善がはかれない場合もありますので、継続的な取り組みが重

要です。定期的な点検活動等を組合の年間活動計画の中に組み込んでいきましょう。

連合が作成した労働時間管理チェックシート もご活用ください。

■■ 協定の締結
雇用される労働者に法定労働時間（ 日 時間、 週 時間）を超えて（延長して）

労働をさせる場合や、休日（法定は 週 回）労働させる場合には、あらかじめ労働

組合（労働組合がない場合には労働者の代表）と使用者で書面による協定を締結し、

これを行政官庁に届け出なければなりません。言い換えれば、協定を締結し、行政官

庁に届け出ていなければ会社は労働者に残業や休日出勤をさせることはできないの

です。このことが労働基準法の第 条に規定されていることから一般に「 （さぶ

ろく）協定」と呼ばれます。

協定で定める範囲は、労働時間と休日に関するもので、会社は雇用する労働者に

この定め以上の労働をさせてはなりません。

職場の長時間労働を是正し、より働きやすい職場環境を構築するための第一歩が適

正な 協定の締結です。労働基準法の改正で罰則付きの時間外労働の上限規制が導

入されたことを踏まえ、まずは締結状況を確認し、点検・見直しを行いましょう。

なお、行政手続の簡素化の観点から、 年 月より、労基法等に基づく届出等に

ついて、労使の押印を求めないこととされ、 協定届に設けられていた使用者の押印

欄も削除されることになりました。

この押印廃止は、あくまで行政手続上の届出書に限られており、労使協定の協定書

自体の押印が廃止されたわけではありません。今後も、労使でしっかり協議した上で

協定を締結し、協定書への労使の押印を維持しましょう。

また、 協定届で協定書を兼ねることもできますが、その場合も、引き続き、労使

双方の代表者の署名または記名押印が必要です。

 
連合ホームページに掲載されています。
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■■改正労働基準法（ ）の労働時間規制のポイント

１．罰則付き時間外労働の上限規制の内容

労働基準法第 条では、「 週 時間・ 日 時間」という法定労働時間が定めらお

り、これを延長したり、法定休日における労働をさせる場合には、 協定の締結・

届出が必要です（労働基準法第 条）。時間外労働・休日労働は必要最小限にとど

められるべきものであり、 協定は「月 時間、年 時間以内」を原則に締結しま

す。特別な事情により、「特別条項付き 協定」を締結すれば、例外的に限度時間

を超えることも可能ですが、あくまで労働時間の延長は限度時間を超えないことが

原則であり、限度時間に近づけるよう取り組みましょう。

また、 年 月 日（中小企業は 年 月 日）から、長時間労働是正に向けた

大きな第一歩として、特別条項付き 協定を結んだ場合でも、罰則付き時間外労働

の上限規制が労働基準法に設けられました。

（１）時間外労働の上限規制は、労働基準法に規定されており、法定労働時間を超え

る時間に対して適用されます。

〇 時間外労働の限度時間（原則的上限）は、月 時間・年 時間です。

〇 ただし、臨時的な特別の事情がある場合の上限については

１）年 時間

２）休日労働を含んで、 ヵ月ないし ヵ月平均 時間以内

３）休日労働を含んで、単月 時間未満

４）月 時間を超える時間外労働は年間 か月まで

という つの要件を満たすことが必要です。
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（２）労働時間の延長および休日の労働を適正なものにするため、指針も策定され

ています。

〇 協定で定める労働時間の延長は必要最小限にとどめられるべきであり、原則

として限度時間を超えないことに十分留意し、特別条項を締結するよう努め

ること

〇 休日労働を可能な限り抑制するよう努めなければならないこと 等

（３） 協定の協定事項は、以下のとおりです。

〇 労働時間を延長し、又は休日に労働されることができることとされる労働者

の範囲

〇 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合

〇 対象期間 ※ 年に限るものとする

〇 対象期間における 日、 ヵ月、 年のそれぞれの期間について、労働時間を延

長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数

〇 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として

厚生労働省令で定める事項

・時間外・休日労働協定の有効期間

・時間外・休日労働協定の１年の起算日

・改正労働基準法第 条第６項第２号・第３号に定める要件を満たすこと（協

定締結時だけでなく、実際の時間外・休日労働を合算した時間数は、単月

時間未満でなければならず、かつ ～ ヶ月を平均して 時間を超過しな

いこと）

・限度時間（月 時間・年 時間）を超えて労働させることができる場合

・限度時間を超えて労働した労働者に講ずる健康確保措置

・限度時間を超えた労働に係る割増賃金率

・限度時間を超えて労働する場合における手続

上記のうち一つでも協定からもれていた場合には、その協定が無効となります。

（４）上限規制を超えて協定を締結・届出した場合だけでなく、実際に働いた時間

が、例えば、「②休日労働を含んで、 ヵ月ないし ヵ月平均 時間以内」との要

件を超えて働いた場合にも、労働基準法違反として、処罰の対象となります。

２．春季生活闘争での取り組み

年 月からは、中小企業に対しても時間外労働の上限規制が適用されました。

労働組合として、長時間労働是正に向けた労働基準法改正の趣旨と意義を踏まえ、

職場の基盤作りに取り組むことが重要です。あわせて、 協定の点検から職場の働

き方を見直すことが大切です。労使で 協定の締結内容を議論し、業務の見直しな

ども含めた対応を進めましょう。

なお、上限規制の適用猶予業務であった建設事業、自動車の運転業務、医師等は

年 月からいずれも適用になっています 。時間外労働の上限未満の労働時間と

なるよう、労使協議等の取り組みを進めましょう。

 
年 月以降の上限規制の内容
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【 協定点検ポイント】

① 協定は事業場毎に締結し、事業場の所轄労働基準監督署に届け出ていますか。

②当該事業場の労働者の過半数を組織する労働組合となっていますか。（過半数を組

織する労働組合となっていない場合、）労働者代表は、過半数を代表する者※ とな

っていますか。

③ 協定は、限度時間である「月 時間・年 時間」を原則に締結していますか。

④やむを得ず特別条項付きの 協定を締結する場合には、休日労働を含め、年 時

間以内になるように締結していますか。

⑤限度時間を超えて働いた労働者に実施する「健康を確保するための取り組み※ 」

を具体的に定めていますか。

⑥届け出た 協定は、見やすい場所に掲示するなど、労働者（従業員）に周知してい

ますか。

※ ：過半数代表者のこと。管理監督者（労働基準法第 条第 号）でないこと、投票・

挙手などの民主的な方法により選出することが必要です。

※ ：次の中から協定することが望ましいことに留意しなければならないとされてい

ます。（１）医師による面接指導、（２）深夜業の回数制限、（３）終業から

始業までの休息時間の確保（勤務間インターバル）、（４）代償休日・特別な

休暇の付与、（５）健康診断、（６）連続休暇の取得、（７）心とからだの相

談窓口の設置、（８）配置転換、（９）産業医等による助言・指導や保健指導

また、罰則付き時間外労働の上限規制に関する取り組みや 協定の点検に加え、

後述する労働時間管理の新ガイドライン等を踏まえた労働時間管理・把握の徹底や、

事業場外みなしおよび裁量労働制の適正運用に向けた点検（労使協定・労使委員会、

健康・福祉確保措置の実施状況、労働時間の状況）を行いましょう。
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＜ 協定例（特別条項付労使協定例）＞

時間外労働および休日労働に関する協定（例）

○○株式会社○○事業所（支店）と○○労働組合○○支部（分会）とは、時間

外、休日労働に関し以下の通り協定を締結する。

記

１．時間外、休日労働をさせる必要のある具体的事由

会社は、業務の季節的繁忙や期日が定められた業務の処理に対応するため、所定

労働時間を超えて時間外、休日労働を命ずることができるものとする。

２．業務の種類

時間外、休日労働に関わる業務の種類および従事する労働者の数は、次の通りと

する。

（１）（製品の組立、検査、梱包） ○人

（２）（販売） ○人

（３）（製造・販売サポート業務） ○人

（４）（業務運営に対する企画・立案業務） ○人

３．延長することができる時間外労働の時間

法定労働時間を超えて延長することを命ずる時間は 日○時間以内、 ヶ月○○時

間以内、 ヶ月○○○時間以内、 年間○○○時間以内とする。ただし、家族的責任

を有するものについては、 ヶ月 時間以内、 年間 時間以内とする。

４．休日労働の制限

会社が命ずる休日労働は、法定休日 週当たり 日の内◯日以内で 日実働◯時間と

する。ただし、就業規則で定める所定休日（法定外の週休日・祝日等）について

は、原則 日実働◯時間として、本協定第 項の延長限度時間の範囲内とする。

５．事前協議による特別延長（三六協定における特別条項）

会社は、次のいずれかに該当する場合で、労使協議による同意をうけ事前に本人

に通知し同意を受けた場合、本協定第 項の延長限度時間を超えて時間外、休日労働

を命ずることができる。

（１）本協定第 項に該当する業務に従事する者の内、通常業務にない◯◯◯◯◯

◯、◯◯◯◯◯◯、◯◯◯◯◯◯など緊急で臨時的な業務、特別な臨時的経営

戦略展開に関わる業務に従事する場合。
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※同基準の告示では、「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴

い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合を出来る限り具体的に定

め」なければならないと記載されている

（２）その他前 号に類似する臨時的業務について、労使協議の上やむを得ない事情

と認められた場合。

上記に該当する場合、◯◯◯◯◯◯、◯◯◯◯◯◯、◯◯◯◯◯◯に対し、それ

ぞれ○人、○人、○人を従事させることができる。

６．特別延長の限度時間、適用限度回数

前項により特別に延長することのできる時間は、 ヶ月（もしくは○ヶ月）○○時

間以内とし、その適用は○回以内とする。また、特別延長を活用した場合における

年間の時間外労働時間は○○○時間以内とする。 加えて、 ヶ月～ ヶ月の時間外労

働の平均を 時間以内とする。

なお、限度時間を超えて働かせる場合は、○○労働組合○○支部に事前に申し入

れることとする。

※特別条項付き協定には「 ヶ月」の特別延長時間の協定が不可欠になり、特別条項

付き協定の適用について、 年の内、半分の期間（ ヶ月の延長限度時間の定めなら

回以内）を超えない「一定期間について特別に延長できる回数（適用限度回数）」

を協定する必要がある。

※特別条項を適用して 協定の 年の限度時間を超えて時間外労働をする必要がある

場合は、 年の特別延長時間を協定しなければならない。

※特別条項を結んでいても「休日労働を含み ～ ヶ月平均 時間」などの上限規制

に収めなければならない。

７．割増賃金

会社は、従業員が時間外、休日労働に従事した場合、通常の賃金に加え次の割増

賃金を支払う。

（１）就業規則に定める所定労働日の時間外労働の場合は◯◯％の割増賃金

（２）就業規則で定める休日 週休日等を含む の労働については◯◯％の割増賃金

（３）前 号および 号の労働時間が深夜に及ぶ場合はさらに◯◯％の割増賃金

８．健康福祉確保措置

限度時間を超えて労働させる場合、○○○○や○○○○の健康福祉確保措置を講

じる。

９．本協定の有効期間

本協定の有効期間は◯◯◯◯年◯月 日から 年間とする。ただし、この期間であ

っても、労働組合の通告により失効する。

○◯◯◯年◯◯月◯◯日

◯◯◯株式会社◯◯事業所長 ◯◯ ◯◯

◯◯◯労働組合◯◯支部長 ◯◯ ◯◯
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＜ 協定 届出様式（特別条項を締結する場合＞
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「働き方改革関連法 」（ 年 月 日公布）が成立し、一部を除き、 年 月

日から施行されています。

今回の改正の目的は、長時間労働の是正、パート・有期雇用・派遣労働者の処遇

改善などです。改正法の趣旨とポイントを押さえたうえで、労働組合として、すべ

ての働く者が健やかに安心して働くことができる社会の実現をめざし、法令遵守は

もとより、法を上回る取り組みを行いましょう。

＜「働き方改革関連法」のポイント＞

１．労働時間に関する制度の見直し

①時間外労働の上限規制の導入

○時間外労働の上限は、月 時間、年 時間を原則。

○一時的な業務量の増加がやむを得ない場合は、年 時間、単月 時間未満

（休日労働含む）、複数月平均 時間以内（休日労働含む）を限度とし、月

時間を超えることができるのは ヶ月まで。

②中小企業における月 時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し

○月 時間を超える時間外労働の割増賃金率について、中小企業も大企業と同

様、 ％以上とする。

③年次有給休暇の確実な取得

○使用者は 日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、５日につい

て、毎年時季を指定して与えなければならない。

④労働時間の客観的把握

○使用者は、長時間労働に対する健康確保措置として、すべての労働者を対象と

した、客観的な方法による労働時間を把握しなければならない

⑤勤務間インターバル制度の努力義務化

○終業時間から次の始業時間までの間に一定時間以上の休息時間を確保する、

「勤務間インターバル制度」が努力義務化。

⑥高度プロフェッショナル制度の創設

○ 職務の範囲が明確で、 一定の年収（ 万円）の労働者が、 高度

の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、 本人の同意があ

り、 健康確保措置等を講じること、労使委員会決議等を要件として、労働

時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。

⑦フレックスタイム制の見直し

○フレックスタイム制の「清算期間」の上限を１か月から３か月に延長。

○ただし、 月単位で週平均 時間を超える部分については、割増賃金の支払

いが必要。

 
各法律の詳細は第 章もあわせてご参考ください。

コラム：「働き方改革関連法」を職場に定着させよう！
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２．雇用形態にかかわらない均衡・均等待遇規定の整備

○同じ職場内の正規雇用労働者とパート・有期雇用労働者の間での不合理な待遇差

の禁止。

○具体的には、基本給、一時金、通勤手当、住宅手当など、個々の待遇ごとに、当

該待遇の性質・目的に照らして、適切と認められる事情を考慮して判断すべきこ

とを規定。

○事業主は、 雇い入れ時に待遇の内容、 パート・有期雇用労働者の求めに応

じ、正規雇用労働者との待遇差の内容・待遇差の理由を説明しなければならな

い。

＜働き方改革関連法施行期日＞

企業規模などにより施行日が異なる項目もありますが、労働組合が率先して職

場の働き方改革を進めましょう。

内容 大企業 中小企業

時間外労働の上限規制（第 条等）

自動車運転業務、建設事業、医師、鹿児島県・沖縄県の

砂糖製造業

フレックスタイム制の清算期間延長（第 条の 等）

年次有給休暇の付与義務（第 条第 項等）

高度プロフェッショナル制度（第 条の 等）

中小企業における割増賃金率の

適用猶予措置の廃止（第 条等）
－

勤務間インターバルの努力義務化（第 条第 項）

事業主の取引上必要な配慮の努力義務化

（第 条第 項）

均等・均衡待遇規定の整備（パート・有期）

均等・均衡待遇規定の整備（派遣労働者）

（第 条等）
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テレワーク は、出産や育児・介護など、ライフステージ、ワーク・ライフ・バラ

ンスに応じた多様な働き方の一つとして位置づけられ、特にＩＴ企業など場所にと

らわれない業種で導入が進んできました。

そうした中、コロナ禍（ 年）に対する緊急的対応として、充分な環境整備が

行われずに導入されているケースもあったと推察されます。

今後、テレワークは、働く側にとっては、時間や場所を有効に活用できる柔軟な

働き方として、企業にとっては業務効率改善やコスト削減による生産性の向上や、

人材確保に向け、新たな働き方として常態化する企業は増えると考えられます。

連合は 年に「テレワーク導入に向けた労働組合の取り組みについて」を取り

まとめています。この内容も参考にしながら、組合員のニーズや困っている点を丁

寧にヒアリングした上で、会社側との協議に臨みましょう。

以下、連合「テレワーク導入に向けた労働組合の取り組みについて」より骨子抜粋

具体的な取り組みのポイント

１．導入の目的、対象範囲等について

（１）社内の合意形成（２）対象者の範囲（３）テレワークの実施日数

（４）コミュニケーション

２．情報セキュリティ対策について

（１）効果的なセキュリティ対策（２）セキュリティルールの策定

３．情報機器作業における作業環境整備

４．経費負担のルールについて

（１）導入に伴う費用負担は、原則使用者負担が望ましいことに留意し検討

１）テレワークを実施する上での環境整備に関わる項目 （会社が実費負担）

２）在宅勤務に必要なランニングコスト

５．労働時間管理

（１）労働時間の適正な把握（２）フレックスタイム制 を活用する場合の対応

（３）「中抜け時間」への対応（４）通勤時間や出張移動時間中

（５）勤務時間の一部でテレワークを行う際の移動時間

６．長時間労働対策（健康障害の発生防止、「つながらない権利」など）

７．労働安全衛生上の健康確保措置等

８．労働災害・通勤災害

９．業績評価等

．働き方を含む取引の適正化の観点

 
時差通勤や在宅勤務、モバイルワーク、サテライトオフィス勤務を含む。

詳細は＠ 資料データベース＞労働条件＞その他の労働条件を参照ください。

例） 、机、備品等

コラム：テレワークに関する制度を入れたいと言われたら
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２－３．賃金・人事制度に関する取り組み

■■賃金制度とは
賃金とは「労働者が使用者と雇用契約を結び、労働力を提供しその対価として使

用者から受け取る報酬 」です。賃金は労働者にとって「生活の糧」そのものである

と同時に、「将来の生活設計の基礎」でもあります。「働きの価値に見合った」納

得性のある賃金制度を整備することは労働組合の取り組むべき基本的課題の一つで

す。

「働きの価値に見合った」納得性のある賃金制度は、理想の答えがあらかじめ存

在するわけではなく、職場実態を踏まえて労使で話し合い、自ら作っていくもので

す。一方で同時に、これまでの歴史のなかで積み重ねられてきた原則論も踏まえて

おくことも重要です。

■■賃金決定の原則
連合は、 年に「賃金政策」、 年に「連合第 次賃金政策にかかわる賃

金・人事制度の基本的考え方」を確認しています。要点は以下の通りです。

１．生計費保障の原則

賃金決定にあたっては、労働力の再生産費用を考慮する必要があります。賃金の

下限は「健康で文化的な最低限度の生活」を営める最低限の生計費であり、賃金の

一般的水準は労働者家計の一般的な生計費水準が参照されます 。

２．生涯生活安定の原則

自らの努力によるキャリア形成を踏まえた実現可能な将来の収入への期待が個人

の将来的な生活設計の基盤となります。キャリアの進展に応じた能力・スキルの向

上やその発揮による賃金の上昇が、生涯生活の安定につながる水準を確保できるよ

う、賃金・人事制度で担保することが重要です。

３．公正な賃金水準決定の原則

企業内の賃金の決め方が個々人やグループ間で異なると、他企業との格差以上に

不満が募り、勤労意欲を阻害します。他方、優秀な人材の採用と定着には他企業と

そん色ない水準の賃金が必要です。企業の安定と発展には以下の観点の公正さを意

識することが重要です。

＜公正性の種類＞

内的公正 ：企業内の従事する仕事の質に対応した賃金水準であること

外的公正 ：世間相場に照らして十分な賃金水準であること

個人間公正 ：賃金制度と個々人の賃金との整合性がとれており、

個人の働きぶりに応じた納得感のある賃金水準であること

 
連合第 次賃金政策にかかわる賃金・人事制度の基本的考え方（ ）より

連合第 次賃金政策にかかわる賃金・人事制度の基本的考え方（ ）より

連合は「健康で文化的な生活 ができ、労働力を再生産し社会的体裁を保持するために最低限必要な水準」を独自に試算し、

「連合リビングウェイジ」として公表しています。
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＜同一価値労働同一賃金の原則＞

３．公正な賃金水準決定の原則を貫くことは、結果として不合理な格差を解消

し、同一価値労働同一賃金を追求することにつながります。

４．労使共同決定の原則

賃金は企業活動の費用であると同時に労働者の生計費であるのであることから、

労使が十分に議論し納得性・公正性・透明性ある賃金制度を確立することが労働者

の意欲を醸成し、ひいては生産性の向上につながります。したがって賃金制度は労

使の協議事項とし、労使の合意内容を明確に定めたものを協定として締結すべきと

いえます。

■■賃金制度ごとのちがい
企業により表現や実態はさまざまですが、大まかな分類は巻末資料をご参考くださ

い。ただし企業によって運用の仕方や制度の解釈、社員の受け止め方もいろいろです。

マスコミなどでは「日本は年功序列だから年齢とともに賃金があがっていく」と

表現されることがあります。しかし年齢・勤続年数“だけ”で昇給していく企業が

果たしてどれほど一般的なのでしょうか。

どの制度がふさわしいかは千差万別ですので、一概にどの制度が優れている、と

いったものではありません。人材育成や企業の方針によって、望ましい賃金制度は

違ってきます。賃金項目の用語や賃金表の形式などの外形的手法に振り回されず

に、企業が従業員に求める能力と成果は何か、労働者の育成・成長という時間軸も

入れながら目標と成果と処遇が労働者個々人の納得性のある形で組み立てられた制

度となっているかなど、職場に根差した本質的な議論が大切です。それぞれの特徴

を整理した上で、自社にふさわしい制度を労使で協議していくのがよいでしょう。

なお、経営コンサルが「ジョブ型人事（評価）制度」などといった表現で人事制

度の見直しをあおるような風潮が一部界隈やインターネット広告等で散見されます

が、実のところ既存の職務給を言い換えただけの内容が多いようです。言葉や表現

に目を奪われず、自社の現状と照らして何がどう変わるのか、何の目的で実施する

のか等の視点で賃金制度を把握するようにしてください。

■■賃金制度の見直しが行われる！どうする？
経営側が賃金制度の見直しを行おうとするとき、労働組合は組合員の処遇を守る

ことは当然ですが、日々の実務や将来的な人材育成の観点からも、自社にとって適

切な賃金制度は何か、経営側としっかり議論しなければいけません。当然、就業規

則を変更して一方的に制度が見直されるようなことは絶対に許してはいけません。

経営側が賃金制度の見直しを検討する過程で労使での話し合いの場が十分に持たれ

るよう、自発的に申し入れることはもちろん、組合員に対する情報提供や意見集約

を日頃からしっかり行い労働組合としての見解を確立しておくことが重要です。

その上で、賃金制度の見直しを具体化する際には、まずその「目的」を労使で明

確化するのが先決です。現在の職場・経営の状況や今後の人材育成などを展望し本

当に必要な見直しなのか、その目的にとってふさわしい見直しなのか。組合員の処

遇を守ることは重要ですが、その上で広い視野で検討することが中長期的に組合員
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を守ることになります。現状ある問題点とそれを解決するための手段をしっかりと

一致させ、見直しの方向性を労使で整理し合意できるよう話し合いを重ねてくださ

い。

一方で、巷の経営コンサルが持ちかける表面的な提案やメディアで取り上げられ

る短絡的な改革案を鵜吞みにした見直し案には毅然と対応しましょう。

また、賃金制度の見直しにより現状の賃金カーブが実質的に変更されることも想

定されます。変更によって良い影響がある組合員と悪い影響を被る組合員との間で

分断や不和が生じないよう、丁寧な説明と合意形成が求められます。特に一時的に

悪い影響を被る組合員に対しては、急激な変更を避け、段階的に変更することが必

要です。そのうえでどうしてその見直しが“絶対に必要なのか”ということを十分

に説明し、理解を得るよう働きかけるべきでしょう。
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近年いわゆる「ジョブ型」制度が経済誌を中心に一部界隈で取りあげられています。

しかしこの用語には明確な定義がなく、使われる場面や文脈により多様な意味や意図

をもつことがあるため、注意が必要です。

ジョブ型という表現はとある有識者が雇用システムの在り方を分析する便宜上、類

型化した言葉ですが、マスコミなどが都合よく“つまみ食い”して使っているのが実

態です。これまでになかった新しい概念というわけではなく、戦後繰り返し議論され

てきた「就職型」「就社型」の延長線上にあるといえるでしょう。

ジョブ型雇用（就職型） 日本型雇用（就社型）

業務内容や責任の範囲等を明確化し

たジョブディスクリプション（職務記

述書）をもとに雇用契約を結ぶ。

労働者に値札が付くのではなく、

仕事 ジョブ に値札を付ける考え方。

その人の能力を重視して賃金や処遇

を決定する人事（賃金）制度。メンバ

ーシップ型雇用、とも表現される。

いわゆる正社員を念頭に置いた概念

で、近年の非正規雇用の増加によりそ

の範囲は狭まっている。

よく日本型の雇用システムと対比し語られる「ジョブ型」は、上表左の「ジョブ

型雇用」のことを指します。新卒一括採用が多数派である日本型雇用システムと違

い、あらかじめ社内の業務を細分化し、業務内容や責任の範囲等を明確化したジョ

ブディスクリプション（職務記述書）をもとに、その「ジョブ」ごとに雇用契約を

結ぶため、人ではなくジョブに値札が付いている、というイメージになります。雇

用時に職務の遂行能力は（建前上）評価済みなので、いちいち人事評価を受けて昇

給・昇進といったこともありません。ジョブ型＝成果主義というのは間違いです。

ところが、「年功・勤続年数ではなくジョブに焦点をあてる」という部分のみを

婉曲し、「日本の年功賃金は悪、仕事の成果を評価すべきだ！」などという触れ込

みでジョブ型を礼賛し導入を促すような流れが散見されますので、言葉に惑わされ

ないようにしてください。

コラム：「ジョブ型」って何？
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■企業での“ジョブ型”導入事例

例１：日立製作所

いわゆる欧米型の「ジョブ型雇用」ではなく、あくまで「ジョブ型の人財マネ

ジメント」であるという点を労使で明確にしている。社内の原則全てのポジショ

ンについてジョブディスクリプション（職務記述書）を作成し、これを活用した

「年齢など属性によらない適材適所の実現」によりパフォーマンスの最大化とエ

ンゲージメントの向上をはかっている。

例２：ＫＤＤＩ

「“あくまでメンバーシップ型のなかで専門性を追求する制度“と捉えて労使

協議を重ねてきました」

・自分の能力を高めてそれを発揮する職務や分野を自ら選択する

・職務で賃金が決まっているわけではない、非管理職層についてはいわゆる職能

給のような制度で、そこに絶対評価の要素が加わった

・個々人のキャリアプラン、希望部署、業務経験、技能、スキルが履歴書のよう

に社内の人財データベースにまとめられた。各事業部の人事部門はこれを参照

し検討できるようになった

両社はいずれも「ジョブ型を導入へ」といって喧伝されることがありますが、実

態は上記の通り、労働組合がしっかりと使用者側と協議を重ね、ジョブ（職務）と

いう観点で自社の既存制度をアップデート、マイナーチェンジしているというもの

です。本来の意味の「ジョブ型雇用」へ転換した、ということではないことがわか

ります。

 
労働調査協議会「労働調査」（ ）特集インタビュー記事より
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２－４．退職金の確保・保全に向けた取り組み
労働基準法（第 条）では、退職手当の定めをする場合、「適用される労働者の

範囲、退職手当の決定、計算及び支払い方法並びに退職手当の支払いの時期に関する

事項」について、使用者が就業規則を作成し、行政官庁に届けなければならないと定

められています。

「賃金の支払の確保等に関する法律（第 条）」および「施行規則」では、使用者

は、労働協約、就業規則などに退職金の定めがある場合、退職金の保全措置を講じな

ければならないと定めています。

退職給付債務の多くの部分について、企業の外に企業財務と切り離して積み立てる

ことが望ましいです。確保すべき水準については、その時点での退職給付の ％が

理想ですが、まずは 割程度を目安にしましょう。万が一の時に、労働債権確保のそ

の他の方法と組み合わせて相当程度確保できると考えられます。まず、以下の点を中

心に事実確認をすることからスタートしましょう。

退職金の保全にあたって、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。

１．厚生年金基金、確定給付型企業年金、確定拠出型企業年金などによる外部積み

立て。中小企業の場合は、中小企業退職金共済制度 中退共 が、公的な助成もあ

り安全で有効です。

２．次のａ～ｃの方法で企業もしくは金融機関が債務保証を行います。また、その

保全状況について、労使による「退職手当保全委員会」（施行規則第５条）で定

期的に報告し、どこにどのぐらい積み立てられているのかを定期的に点検する必

要があります。

＜チェックポイント＞

□退職金に関する労働協約や就業規則、退職金規程などの締結状況

□貸借対照表における退職給付債務の記載状況（どういう計算方法で退職給付債務

が どの程度計上されているか、退職金に関する定めと違った点はないか点検）

なお、退職給付引当金が貸借対照表上に記載されているからといって、保全され

ているわけではありません。外部積み立て、債務保証等の特別な措置とは別で

す。

□企業年金制度（厚生年金基金、確定給付年金、確定拠出年金、ハイブリッド型

年金、自社年金など）がある場合、財務内容、資産運用状況に関する資料を提示

させ、問題がないか点検しましょう。
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■中小企業退職金共済制度（中退共制度）について

中退共制度 とは、昭和 年に制定された「中小企業退職金共済法」にもと

づき設けられた国による制度です。運営は独立行政法人（勤労者退職金共済機

構・中小企業退職金共済事業本部、略称：勤退共）が行っています。

【制度の仕組み】

申し込み：事業主が従業員を対象に中退共と「退職金共済契約」を結びます。

掛金：全額事業主負担で、金融機関を経由して中退共に毎月納めます。

退職：退職した従業員は、事業主から「退職金共済手帳（請求書）」を受取

り、中退共に請求します。

支払い：従業員の預金口座に退職金が振り込まれます。

【制度の特徴】

・国や一部の市町村による掛金の助成があります。

・掛金は、非課税です。

・掛金は、 円～ 円で、 種類用意されています。

・短時間勤務者には、 種類の掛金月額の他に、一般者より低い特例掛金

（ 円、 円、 円コース）があります。

・掛金は、 カ月を限度に一括納付（前納）できます。

・転職した場合などの通算制度があります。

・退職金は、直接従業員に支払われます。

【加入できる企業】

【退職金の水準】

退職金は、基本退職金と付加退職金の合計になります。付加退職金は、その

年の運用実績により変動します。

退職金の支払いは、退職や解約後、本人の請求が必要です。企業が加入します

が、受給権は本人にあります。勤めている（勤めていた）会社が中退共に加入して

いるかどうか確認しておく必要があります。中退共では未請求対策として、時効（

年）後も含め未請求者の氏名を事業主に通知したり、本人に直接連絡しています。

なかには所在がつかめず、連絡がつかない例も発生しています。

 
詳細は独立行政法人勤労者退職金共済機構 を参照ください。

一般業種

製造業、建設業など 卸売業 サービス業 小売業

常用従業員数 人以下 人以下 人以下 人以下

資本金・出資金 億円以下 億円以下 千万円以下 千万円以下
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２－５．労働委員会・労働審判制度の活用
労使の間での交渉事項や紛争、不当労働行為などがあった場合、労働委員会に申立

てを行い、解決をはかることもできます。労働委員会には、中央労働委員会と都道府

県労働委員会があり、複数の都道府県にまたがる労働組合の問題は中央労働委員会

（中労委）、その他は都道府県労働委員会が担当します。労働委員会は公益委員・使

用者委員・労働者委員の三者で構成されます。不当労働行為の救済等に加え、多くの

都道府県労働委員会では、個別労働紛争の相談・あっせんにも取り組んでいます。

労使紛争で、労働組合での自主的解決が困難な場合や、使用者の対応が不誠実であ

る場合などは、各都道府県の労働委員会を無料で利用できます。地方連合会や連合推

薦の労働者委員または事務局にご相談ください。

労働者が労働審判を申し立てたのに、使用者が出頭してこない場合は、 万円以下

の罰金が科されますし、使用者が欠席のまま手続きを進行し、審判が出されることも

あります。証人が出廷を拒否すれば、 万円以下の過料が科されます。万が一、使用

者が証拠を隠しても、労働審判委員会は事実の調査や証拠調査を行うことができます。

さらに、労働審判に相手が従わなければ強制執行が可能です。労働審判に異議があれ

ば、異議申立と同時に、労働審判で使った証拠を裁判に引き継ぐなど、訴訟との連携

も工夫されています。

労働審判制度は、職場の実情をよく知る労使が審判員として参加する、紛争解決力

のある制度です。ただし、労働審判員を指名して申し立てはできません。労働側の審

判員に対する協力依頼は不適切ですので、注意が必要です。

労働委員会用語解説

【調査】

事実を聞き取り申請者からの申立て内容と労使双方の主張を整理します。

【あっせん】

労使一方からの申請で行います。労働委員会の指名したあっせん員のもと、

労使双方の主張点を確認し、解決への道を探します。

【調停】

労使双方からの申請または一方からの申請（労働協約で調停の定めがある場

合）で行います。公労使委員からなる調停委員会が設置され、具体的な調停案

を策定し、それを受け入れるよう労使に勧告します。

【仲裁】

労使双方からの申請または一方からの申請（労働協約で仲裁の定めがある場

合）で行います。公労使委員からなる仲裁委員会が設置され、具体的な仲裁裁

定が示されます。仲裁裁定は書面で行われ、労働協約と同一の効力があります

（労使とも仲裁裁定の内容に従わなければなりません）。
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２－６．中小企業に関する制度や取り組み

■下請法
下請法（下請代金支払遅延等防止法）は、下請取引における発注者の優越的地位の

濫用行為（下請代金の支払遅延・減額，正当な理由のない返品・受領拒否等）をより

迅速に規制するため、 年に独占禁止法の特別法として施行された法律です。

下請事業者のほとんどが中小企業です。日本の企業のうち、 ％以上が中小企業で、

従業員数でも全体の約 割を占めています。日本経済の発展には、中小企業の健全な

経営はもとより、そこで働く労働者の賃金をはじめ適正な労働条件が確保されなけれ

ばなりません。その原資を確保するためにも、取引の適正化を実現することは非常に

重要な課題です。

下請法の中で親事業者に対し禁じている企業間取引の行為は次のとおりです。

出所：公正取引委員会

禁止事項 概要

受領拒否（第 項第 号） 注文した物品等の受領を拒むこと。

下請代金の支払遅延

（第 項第 号）

下請代金を受領後 日以内に定められた支払期

日までに支払わないこと。

下請代金の減額（第 項第 号） あらかじめ定めた下請代金を減額すること。

返品（第 項第 号） 受け取った物を返品すること。

買いたたき

（第 項第 号）

類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い下

請代金を不当に定めること。

購入・利用強制

（第 項第 号）

親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・

利用させること。

報復措置

（第 項第 号）

下請事業者が親事業者の不公正な行為を公正取

引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由

としてその下請事業者に対して，取引数量の削

減・取引停止等の不利益な取扱いをすること。

有償支給原材料等の対価の早期決済

（第 項第 号）

有償で支給した原材料等の対価を，当該原材料

等を用いた給付に係る下請代金の支払期日より

早い時期に相殺したり支払わせたりすること。

割引困難な手形の交付

（第 項第 号）

一般の金融機関で割引を受けることが困難であ

ると認められる手形を交付すること。

不当な経済上の利益の提供要請

（第 項第 号）

下請事業者から金銭，労務の提供等をさせるこ

と。

不当な給付内容の変更及び不当なや

り直し（第 項第 号）

費用を負担せずに注文内容を変更し，又は受領

後にやり直しをさせること。
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■■パートナーシップ構築宣言
個別の企業が以下に取り組むことを自主的に宣言する枠組みで、宣言状況を一覧で

きる仕組み が導入されています。

この仕組みは連合会長もメンバーに加わった「未来を

拓くパートナーシップ構築推進会議」で議論され、導入

が決まったものです。「宣言」した企業は右のロゴマー

クを使用し、対外的に取り組みをＰＲできます。

年 月 日現在の登録数は 社に達しています。

パートナーシップ構築宣言は、中小企業の利益を確保し、働く人の賃金や労働条

件の向上、さらには働き方の見直しを行うためには、企業間の取引の適正化に向

け、大企業・中小企業、労使が一丸となって取り組むことのできる仕組みです。

■■中小企業憲章
国が中小企業政策に取り組む上での基本理念・基本原則を定めたもので、政府が

様々な法律・制度を充実させる道筋を示すものです 。

基本原則

一．経済活力の源泉である中小企業が、その力を思う存分に発揮できるよう支援する

二．起業を増やす

三．創意工夫で、新しい市場を切り拓く中小企業の挑戦を促す

四．公正な市場環境を整える

五．セーフティネットを整備し、中小企業の安心を確保する

行動指針

一．中小企業の立場から経営支援を充実・徹底する

二．人材の育成・確保を支援する

三．起業・新事業展開のしやすい環境を整える

四．海外展開を支援する

五．公正な市場環境を整える

六．中小企業向けの金融を円滑化する

七．地域及び社会に貢献できるよう体制を整備する

八．中小企業への影響を考慮し政策を総合的に進め、

政策評価に中小企業の声を生かす

 
（ポータルサイト）

（中小企業庁）

１）労務費等の価格転嫁に関し、発注側たる大企業と受注者たる中小企業の協議を

促進するとともに、

２）サプライチェーン全体の生産性向上等の取り組みを推進し、

３）大企業と中小企業がともに成長できる持続可能な関係の構築を目指す
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■■「しわ寄せ」防止キャンペーン月間
下請中小企業振興法には、親事業者と下請事業者の望ましい取引関係

が定められています。

①親事業者も下請事業者もともに「働き方改革」に取り組む

・やむを得ず短納期発注や急な仕様変更などを行う場合には、残業代等の適正な

コストは親事業者が負担すること。

・親事業者は、下請事業者の「働き方改革」を阻害する不利益となるような取引

や要請は行わないこと。

②発注内容は明確に

・親事業者は、継続的な取引を行う下請事業者に対して、安定的な生産が行える

よう長期発注計画を提示し、発注の安定化に努めること。

・発注内容を変更するときは、不当なやり直しが生じないよう十分に配慮するこ

と。

③労務費の上昇を価格に反映

・親事業者は、取引対価の見直し要請があった場合には、人手不足や最低賃金の

引き上げなどによる労務費の上昇について、その影響を反映するよう協議する

こと。

毎年 月は政府が「しわ寄せ防止月間」 と「過重労働解消キャンペーン」を実施

しています。自分の企業や取引先との関係についても確認しましょう。

 
（厚生労働省）
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■■取引の適正化
中小企業の利益を確保し、働く人の賃金や労働条件の向上、さらには働き方の見

直しを行うためには、企業間の取引の適正化が不可欠です。政府は、業種別の「下

請け適正取引等の推進のためのガイドライン」の策定や下請Ｇメンの配置など、取

引の適正化に向けた施策を実施しています。

中小企業庁が 年に実施した「取引条件改善状況調査」 によると、労務費コス

トを価格にすべてまたは概ね「反映した」と回答した発注側企業が ％に対し、

「反映された」と回答した受注側企業は ％となっています。原材料価格やエネル

ギー価格と比べても低く、いまだに労務費については価格転嫁が難しく、また受発

注企業間で認識に差がある状況です。（図１）

取引慣行の是正が不可欠であることはもちろん、受注側事業者からも積極的に価

格転嫁の協議を申し入れ、適正分配を求めていくことが必要です。

図１

中小企業庁「取引条件改善状況調査結果概要（令和４年度）」より抜粋

■■労務費の適切な転嫁のための価格交渉
賃上げに不可欠なコスト増加分の価格転嫁の中でも、特に転嫁が進んでいない労

務費について、 年 月に公正取引委員会 が「労務費の適切な転嫁のための価

格交渉に関する指針」を発表しました。

本指針を活用しつつ、受注側の企業としては、発注元企業との積極的な交渉に臨

むよう企業に求めましょう。また、発注側企業としても、主体的に価格転嫁を協議

する場を設けるように企業に働きかけてください。（次ページに指針概要を掲載）

また、価格転嫁の対応に苦慮する場合は、「価格転嫁サポート窓口」（＜参考＞

中小企業への支援ツール を参照）など、各種相談窓口も活用して下さい。

 
（中小企業庁）

（公正取引委員会）
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１．指針の性格 

２．発注者として採るべき行動／求められる行動 

労労務務費費のの適適切切なな転転嫁嫁ののたためめのの価価格格交交渉渉にに関関すするる指指針針（（概概要要））  

令令和和５５年年１１１１月月  

✓ 労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者の双方の立場からの行動指針。 

✓発注者及び受注者が採るべき行動／求められる行動を１２の行動指針として取りまと

め、それぞれに「労務費の適切な転嫁に向けた取組事例」、「留意すべき点」などを記載。 

・ 本指針に記載の１２の行動指針に沿わないような行為をすることにより、公正な競争を
阻害するおそれがある場合には、公正取引委員会において独占禁止法及び下請代金法

に基づき厳正に対処することを明記。 

・ 他方で、発注者としての行動を全て適切に行っている場合、取引当事者間で十分に協
議が行われたものと考えられ、通常は独占禁止法及び下請代金法上の問題が生じない

旨を明記。 
 

【行動①：本社（経営トップ）の関与】 

○ ①労務費の上昇分について取引価格への転嫁を受け入れる取組方針を具体的に経営
トップまで上げて決定すること、②経営トップが同方針又はその要旨などを書面等の形

に残る方法で社内外に示すこと、③その後の取組状況を定期的に経営トップに報告し、

必要に応じ、経営トップが更なる対応方針を示すこと。 

【行動②：発注者側からの定期的な協議の実施】 

○ 受注者から労務費の上昇分に係る取引価格の引上げを求められていなくても、業界の

慣行に応じて１年に１回や半年に１回など定期的に労務費の転嫁について発注者から

協議の場を設けること。特に長年価格が据え置かれてきた取引や、スポット取引と称し

て長年同じ価格で更新されているような取引においては転嫁について協議が必要である

ことに留意が必要である。 

○ 協議することなく長年価格を据え置くことや、スポット取引とはいえないにもかかわらずス
ポット取引であることを理由に協議することなく価格を据え置くことは、独占禁止法上の優

越的地位の濫用1又は下請代金法上の買いたたき��として問題となるおそれがある。 

【行動③：説明・資料を求める場合は公表資料とすること】 

○ 労務費上昇の理由の説明や根拠資料の提出を受注者に求める場合は、公表資料（最低
賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率など）に基づくものとし、受注者が

公表資料を用いて提示して希望する価格については、これを合理的な根拠があるものと

して尊重すること。 

【行動④：サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと】 

○ 労務費をはじめとする価格転嫁に係る交渉においては、サプライチェーン全体での適切
な価格転嫁による適正な価格設定を行うため、直接の取引先である受注者がその先の

取引先との取引価格を適正化すべき立場にいることを常に意識して、そのことを受注者

からの要請額の妥当性の判断に反映させること。 

【行動⑤：要請があれば協議のテーブルにつくこと】 

○ 受注者から労務費の上昇を理由に取引価格の引上げを求められた場合には、協議の
テーブルにつくこと。労務費の転嫁を求められたことを理由として、取引を停止するなど

不利益な取扱いをしないこと。 
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３．受注者として採るべき行動／求められる行動 

４．発注者・受注者の双方が採るべき行動／求められる行動 

５．今後の対応 

【行動⑥：必要に応じ考え方を提案すること】 

○ 受注者からの申入れの巧拙にかかわらず受注者と協議を行い、必要に応じ労務費上昇
分の価格転嫁に係る考え方を提案すること。 

 

【行動①：相談窓口の活用】 

○ 労務費上昇分の価格転嫁の交渉の仕方について、国・地方公共団体の相談窓口、

中小企業の支援機関（全国の商工会議所・商工会等）の相談窓口などに相談するなど

して積極的に情報を収集して交渉に臨むこと。 
 

【行動②：根拠とする資料】 

○ 発注者との価格交渉において使用する労務費の上昇傾向を示す根拠資料としては、
最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率などの公表資料を用いるこ

と。 
 

【行動③：値上げ要請のタイミング】 

○ 労務費上昇分の価格転嫁の交渉は、業界の慣行に応じて１年に１回や半年に１回

などの定期的に行われる発注者との価格交渉のタイミング、業界の定期的な価格交渉

の時期など受注者が価格交渉を申し出やすいタイミング、発注者の業務の繁忙期など

受注者の交渉力が比較的優位なタイミングなどの機会を活用して行うこと。 
 

【行動④：発注者から価格を提示されるのを待たずに自ら希望する額を提示】 

○ 発注者から価格を提示されるのを待たずに受注者側からも希望する価格を発注者に 

提示すること。発注者に提示する価格の設定においては、自社の労務費だけでなく、

自社の発注先やその先の取引先における労務費も考慮すること。�
�

【行動①：定期的なコミュニケーション】 

○ 定期的にコミュニケーションをとること。 
 

【行動②：交渉記録の作成、発注者と受注者の双方での保管】 

○ 価格交渉の記録を作成し、発注者と受注者と双方で保管すること。 
 

✓ ①内閣官房において、各府省庁・産業界・労働界等の協力を得て本指針の周知活動

を実施し、②公正取引委員会において、労務費の転嫁の協議に応じない事業者に関

する情報を提供できるフォームを設置する。 
 

 

 

 

 

 

優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるのは、発注者の取引上の地位が受注者に優越していることと
ともに、公正な競争を阻害するおそれが生じることが前提となる。�
��買いたたきとして下請代金法上問題となるのは、下請代金法にいう親事業者と下請事業者との取引に該当する

場合であって、下請代金法第２条第１項から第４項までに規定する①製造委託、②修理委託、③情報成果物作成委

託又は④役務提供委託に該当することが前提となる。�

１．指針の性格 

２．発注者として採るべき行動／求められる行動 

労労務務費費のの適適切切なな転転嫁嫁ののたためめのの価価格格交交渉渉にに関関すするる指指針針（（概概要要））  

令令和和５５年年１１１１月月  

✓ 労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者の双方の立場からの行動指針。 

✓発注者及び受注者が採るべき行動／求められる行動を１２の行動指針として取りまと

め、それぞれに「労務費の適切な転嫁に向けた取組事例」、「留意すべき点」などを記載。 

・ 本指針に記載の１２の行動指針に沿わないような行為をすることにより、公正な競争を
阻害するおそれがある場合には、公正取引委員会において独占禁止法及び下請代金法

に基づき厳正に対処することを明記。 

・ 他方で、発注者としての行動を全て適切に行っている場合、取引当事者間で十分に協
議が行われたものと考えられ、通常は独占禁止法及び下請代金法上の問題が生じない

旨を明記。 
 

【行動①：本社（経営トップ）の関与】 

○ ①労務費の上昇分について取引価格への転嫁を受け入れる取組方針を具体的に経営
トップまで上げて決定すること、②経営トップが同方針又はその要旨などを書面等の形

に残る方法で社内外に示すこと、③その後の取組状況を定期的に経営トップに報告し、

必要に応じ、経営トップが更なる対応方針を示すこと。 

【行動②：発注者側からの定期的な協議の実施】 

○ 受注者から労務費の上昇分に係る取引価格の引上げを求められていなくても、業界の

慣行に応じて１年に１回や半年に１回など定期的に労務費の転嫁について発注者から

協議の場を設けること。特に長年価格が据え置かれてきた取引や、スポット取引と称し

て長年同じ価格で更新されているような取引においては転嫁について協議が必要である

ことに留意が必要である。 

○ 協議することなく長年価格を据え置くことや、スポット取引とはいえないにもかかわらずス
ポット取引であることを理由に協議することなく価格を据え置くことは、独占禁止法上の優

越的地位の濫用1又は下請代金法上の買いたたき��として問題となるおそれがある。 

【行動③：説明・資料を求める場合は公表資料とすること】 

○ 労務費上昇の理由の説明や根拠資料の提出を受注者に求める場合は、公表資料（最低
賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率など）に基づくものとし、受注者が

公表資料を用いて提示して希望する価格については、これを合理的な根拠があるものと

して尊重すること。 

【行動④：サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと】 

○ 労務費をはじめとする価格転嫁に係る交渉においては、サプライチェーン全体での適切
な価格転嫁による適正な価格設定を行うため、直接の取引先である受注者がその先の

取引先との取引価格を適正化すべき立場にいることを常に意識して、そのことを受注者

からの要請額の妥当性の判断に反映させること。 

【行動⑤：要請があれば協議のテーブルにつくこと】 

○ 受注者から労務費の上昇を理由に取引価格の引上げを求められた場合には、協議の
テーブルにつくこと。労務費の転嫁を求められたことを理由として、取引を停止するなど

不利益な取扱いをしないこと。 
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■中小企業への支援ツール

中小企業への経営サポートとして様々な公的支援制度が存在しています。連合の調

査 によると、金融支援については７割超の企業が認知していましたが、それ以外の中

小企業支援ネットワークや創業・ベンチャー支援、雇用・人材支援などといった制度

については、 ～ 割程度しか認知されておらず、さらに、実際に利用されているのは

割未満でした。

中小企業が限られた人員のなかで事業拡大や人材育成などを単独ですべて行うの

は難しい場合もありますので、公的支援制度の存在は重要です。以下の支援機関とそ

の概要について紹介します。

○よろず支援拠点 ※ 年 月より「価格転嫁サポート窓口」を新設

よろず支援拠点は、国が全国に設置する経営相談所です（相談無料）。販路開拓、

売上拡大、現場改善、資金調達、事業再生、価格転嫁などさまざまな相談のワンス

トップ窓口です。専門スタッフが相談に応じるほか、地域の支援機関と連携し、経

営課題に応じて適切な支援機関等を紹介します。

＜ＵＲＬ＞

○ミラサポ

ミラサポ は、中小企業・小規模事業者向けの補助金・給付金等の申請や事業

のサポートを目的とした、経済産業省と中小企業庁が運営する無料情報サイトで

す。補助金給付金の他にも、経営のヒントや他社事例、経営に関する各種相談窓口

などの情報を利用できます。

＜ＵＲＬ＞

◯適正取引支援サイト

適正取引支援サイトは、取引先との関係構築をサポートするために、経済産業省

と中小企業庁が運営する情報サイトです。適正取引についての ラーニングや、ト

ラブル等に対応する相談窓⼝などの情報を提供しています。

＜ＵＲＬ＞

○下請けかけこみ寺

下請けかけこみ寺は、下請取引の適正化を目的に、経済産業省と中小企業庁が全

国 ヶ所に設置した無料相談窓口です。代金未払い・減額、不当なやり直し・返

品、受領拒否、買いたたきなどのトラブルについて弁護士等のアドバイスが受けら

れます。また、企業間の紛争を裁判ではなく弁護士による調停により解決を図る、

裁判外紛争解決手続（ ）を実施しています。

＜ＵＲＬ＞

 
連合「中小企業における取引関係に関するアンケート調査」（ ）
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http://www.smrj.go.jp/yorozu/
https://mirasapo-plus.go.jp/
https://tekitorisupport.go.jp/
https://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/index.htm


 
 

■取引適正化・価格転嫁に関するチェックリスト

賃上げに向けた基盤整備として「取引適正化・価格転嫁に関するチェックリスト」

を活用して、自社の取り組み状況を点検し、発注者、受注者双方の立場から、価格転

嫁・適正取引を促しましょう。次ページの関連資料もあわせてご参照下さい。

 

（連合ホームページ）
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https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/2025/hoka/2025checklist_tekiseitorihiki.pdf?210


 
 

■取引適正化・価格転嫁に関するチェックリスト 関係資料

資料名 作成機関

パートナーシップ構築宣言ポータルサイト 中小企業庁

内閣府

労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針
内閣官房

公正取引委員会

中小企業・小規模事業者の価格交渉ハンドブック

中小企業庁

下請適正取引等推進のためのガイドライン（業種別ガイドライン）

中小企業庁

「取引適正化」と「付加価値」向上に向けた自主行動計画

中小企業庁

実務者向け適正取引セミナー資料 自動車総連

年度価値を認めあう社会へ対応マニュアル

価値を認めあう社会へ 取り組み事例集

フード連合・ ゼンセン合同調査

「取引慣行アンケート」集計結果報告」
フード連合

ゼンセン

公正な取引慣行の実現に向けた要請
フード連合

ゼンセン

92

https://www.biz-partnership.jp/
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/nov/231129_02_romuhitenka.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/pamflet/kakaku_kosho_handbook.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/guideline.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/koudoukeikaku.html
https://www.jam-union.or.jp/honki/manual2022.pdf
https://uazensen.jp/survey-on-trading-practices/#jump_page_03


 
 

■独占禁止法・下請法に関するよくある質問

【独占禁止法】

質問：労務費、原材料費、エネルギーコストが上昇した場合において、その上昇分を

取引価格に反映しないことは、独占禁止法上の優越的地位の濫用として問題と

なりますか。

回答：独占禁止法上、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、

正常な商習慣に照らして不当に、取引の相手方に不利益となるように取引の条

件を設定すること（第２条第９項第５号ハ）は、優越的地位の濫用として禁止

されています。このため、取引上の地位が相手方に優越している事業者が、取

引の相手方に対し、一方的に、著しく低い対価での取引を要請する場合には、

優越的地位の濫用として問題となるおそれがあり、具体的には、

１ 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格へ

の反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議すること

なく、従来どおりに取引価格を据え置くこと

２ 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、取引

の相手方が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない

理由を書面、電子メール等で取引の相手方に回答することなく、従来どお

りに取引価格を据え置くこと

は、優越的地位の濫用として問題となるおそれがあります。

この判断に当たっては、対価の決定に当たり取引の相手方と十分な協議が行わ

れたかどうか等の対価の決定方法のほか、他の取引の相手方の対価と比べて差

別的であるかどうか、取引の相手方の仕入価格を下回るものであるかどうか、

通常の購入価格又は販売価格との乖離 かいり の状況、取引の対象となる商品

又は役務の需給関係等を勘案して総合的に判断することとなります。

質問：製造業を営む複数の事業者とそこで働いている労働者が結成する労働組合が集

まって、賃上げに関する労使交渉を行っています。各社の労働者と使用者が一

堂に会し、労使交渉を行った場合、製品価格の引上げに関する「カルテル」と

して問題になりますか。

回答：独占禁止法上の「不当な取引制限」（カルテル）とは、事業者が、他の事業者

と共同して相互に事業活動を拘束することによって、一定の取引分野における

競争を実質的に制限することです（同法第２条第６項、第３条）。

各社の労働者と使用者が一堂に会し、賃金に関する労使交渉を行ったとして

も、各社が自主的に製品価格の決定を行い、他の事業者と共同して相互に事業

活動を拘束するものでなければ、製品価格の引上げに関する「不当な取引制限」

（カルテル）として問題となるものではありません。

なお、複数の事業者が各社の製品価格の引上げに関する話合いを行い、他の事

業者と共同して相互に事業活動を拘束し、一定の取引分野における競争を実質

的に制限する場合には、「不当な取引制限」（カルテル）として問題となりま

す。

（参考）令和６年６月１３日参議院経済産業委員会における質疑

 
公正取引委員会 よくある質問コーナー
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https://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detailPDF?minId=121314080X01720240613&page=5&spkNum=21&current=-1


 
 

【下請法】

質問：最低賃金の引上げや原油価格の高騰によりコストが上昇した場合、その上昇分

を取引価格に反映しないことは、問題となるのか。

回答：最低賃金の引上げにより労務費等のコストが上昇した場合や、原油価格の高騰

に伴いエネルギーコストが上昇した場合、「下請代金支払遅延等防止法に関す

る運用基準」第４の５ ウ及びエのような方法で下請代金の額を定めること

は、買いたたきに該当するおそれがある。

（参考：下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準（抄））

第４ 親事業者の禁止行為

５ 買いたたき

次のような方法で下請代金の額を定めることは、買いたたきに該当す

るおそれがある。

ウ 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価

格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議

することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと。

エ 労務費、原材料価格，エネルギーコスト等のコストが上昇したため，

下請事業者が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁を

しない理由を書面、電子メール等で下請事業者に回答することなく、

従来どおりに取引価格を据え置くこと。

質問：労務費、原材料費、エネルギーコストが上昇した場合において、買いたたき以

外の行為について下請法上留意すべきことはあるか。

回答：例えば、労務費、原材料費、エネルギーコスト等のコストの上昇によって親事

業者自らの資金繰りが厳しくなったことを理由に、あらかじめ定められた支払

期日までに下請代金を支払わないことは支払遅延に該当するほか、労務費、原

材料費、エネルギーコスト等のコストの上昇によって親事業者自らのコストが

増加したことを理由に、あらかじめ定められた下請代金の額を減じて支払うこ

とは減額に該当する。

なお、労務費、原材料費、エネルギーコスト等のコストが下落した場合におい

て、下請事業者のコストが減少したことを理由に、あらかじめ定められた下請

代金の額を減じて支払うことも減額に該当する。

 
（公正取引委員会 よくある質問コーナー）
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https://www.jftc.go.jp/shitauke/sitauke_qa.html


第３章

労働組合が

知っておくべき

法・制度





 
 

労働契約法 （有期契約労働者の無期転換制度等）
１．有期契約労働者に関するルールの主なポイントは以下の通り 。

（１）有期労働契約の無期労働契約への転換の申込権

（２）雇止めが無効となる場合のルール（雇止め法理）の法定化による紛争防止

２．有期労働契約の無期労働契約への転換の申込権（第 条）

有期労働契約が繰り返し更新されて通算 年を超えることとなったとき、労働者

の申し込みにより、無期労働契約に転換できます。

有期契約労働者の雇用を早期に安定させるため、法定の 年より短い期間で無期

労働契約に転換させる取り組みを促進しましょう（なお、上図のとおり、すでに通

算契約期間が 年を超えて無期転換申込権が発生している場合もあります）。なお、

有期労働契約と次の有期労働契約の間に、契約がない期間が ヵ月以上あるときは、

その空白期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含まれないこと（クーリング

期間という）に注意しなければなりません。

 
詳細は、次のページを参照ください。

〇厚生労働省「労働契約法改正のあらまし」
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http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/pamphlet.html


 
 

年改正により、 年 月から労働条件の書面明示（義務）の内容や、使

用者に求められる説明内容が拡充されました 。

引き続き、無期転換促進の取り組み、無期転換後の労働条件の引き上げ、無期転

換ルール回避目的の雇止めの防止、クーリング期間（ ヶ月）の悪用防止、雇止め

法理の周知、無期転換ルールの対象となる有期契約労働者の労働組合加入促進など

の取り組みを進めましょう。

 
制度改正内容の詳細は、次のページを参照ください。

〇連合「有期労働契約 （第 版）」

〇厚生労働省「令和６年４月から労働条件明示のルールが改正されます」
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３．無期転換した労働者の処遇改善

有期雇用契約から無期転換した労働者については、同一労働同一賃金に関する法

規定の適用対象ではありません。しかし、労働組合として、同じ職場で働く仲間の

処遇改善のため、無期転換労働者についても、処遇に不合理な待遇差が無いかを確

認し、パート・有期雇用労働者と同様に均等・均衡処遇をはかるための取り組みを

進めましょう。

使用者に説明を求めることができます

無期転換ができるタイミングの契約更新時ごとに、次の内容について使用者は

説明に努めなければなりません 。個別の待遇ごとの差が不合理なものになってい

ないか確認しましょう。

○ 無期転換の申込みがいつからできるのか

○ 無期転換後の労働条件について、正社員等とどのようにバランスをとっ

たのか（業務内容や責任の程度など就業の実態を踏まえた処遇となって

いるか）

無期転換後の労働条件についての説明例

次のような説明を求め、その内容を確認しましょう。

◆ 比較対象

他の通常の労働者（正社員など無期雇用フルタイム労働者）の処遇

◆ 考慮すべき項目

業務内容、業務に伴う責任の程度、異動の有無・範囲、その他考慮した事項など

◆ 待遇ごとの違いと理由

各待遇※における違いとその内容、違いを設けている理由
※基本給、賞与、役職手当、食事手当、福利厚生施設、教育訓練、休暇など

４．雇止めが無効となる場合のルール（雇止め法理）による紛争防止（第 条）

有期労働契約の期間満了後、契約更新をしないことを「雇止め」といいます。労

働契約法は、一定の場合には、雇止めが無効となる場合のルール（雇止め法理）を

 
厚生労働省「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について」
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定め、有期労働契約が締結または更新されたものとみなすこととしています。下記

のとおり、過去の契約期間や更新手続の状況などによっては、雇止めが無効となり、

有期労働契約が更新されることになります。なお、使用者は、雇止めの予告後に労

働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合には、遅滞なくこれを交付しな

ければなりません。

労働組合として、不当な雇止めや紛争が生じないようルールの内容や必要な手続

の周知などに取り組みましょう。

（１）対象となる有期労働契約

次の①、②のいずれかに該当する有期労働契約が対象になります。

① 過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社

会通念上同視できると認められるもの。

（★最高裁第一小法廷昭和 年 月 日判決 東芝柳町工場事件 の要件を規

定したもの）

② 労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新

されるものと期待することについて合理的な理由 があると認められるもの 。

（★最高裁第一小法廷昭和 年 月 日判決 日立メディコ事件 の要件を規

定したもの）

（２）要件と効果

上記の①、②のいずれかに該当する場合に、使用者が雇止めをすることが、「客

観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は、雇止

めが認められません。従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されます。

（３）必要な手続き

このルールが適用されるためには、労働者からの有期労働契約の更新の申込みが

必要です（契約期間満了後でも遅滞なく申込みをすれば条文化されたルールの対象

となります）。

ただし、こうした申込みは、使用者による雇止めの意思表示に対して、「嫌だ、

困る」と言うなど、労働者による何らかの反対の意思表示が使用者に伝わるもので

も構わないと解されます。

 
【判例の概要】各労働契約は、期間の終了ごとに当然更新を重ねて実質上期間の定めのない契約と異なら

ない状態で存在しており、雇止めの意思表示は実質において解雇の意思表示に当たり、その効力の判断

に当たっては解雇に関する法理を類推すべきものであるとした原審の判断を是認した。

合理的な理由の有無については、最初の有期労働契約の締結時から雇止めされた有期労働契約の満了

時までの間におけるあらゆる事情が総合的に勘案されます。

いったん、労働者が雇用継続への合理的な期待を抱いていたにもかかわらず、契約期間の満了前に使用

者が更新年数や更新回数の上限などを一方的に宣言したとしても、そのことのみをもって直ちに合理的な

理由の存在が否定されることにはならないとされています。

【判例の概要】臨時的作業のために雇用されるものではなく、雇用関係はある程度の継続が期待されてお

り、５回にわたり契約更新がされていることから、雇止めに当たっては解雇に関する法理が類推されるとし

た原審の判断が認定された。
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高年齢者雇用安定法（ 歳以降の雇用の義務付け制度）
高年齢者雇用安定法では、「 歳までの雇用確保措置」が事業主に義務付けられる

とともに、「 歳までの就業機会確保」が努力義務として課されています。

連合は、年齢にかかわらず希望する誰もがディーセント・ワークに就くことのでき

る社会の実現をめざしています。それぞれの労働組合が、希望する誰もが 歳以降

も健康で安全に安心して働くことができる職場環境の整備に積極的に取り組みまし

ょう。

１． 歳までの雇用確保措置

１ 法律の概要

事業主が定年を定める場合は、その定年年齢を 歳以上としなければなりま

せん。定年を 歳未満に定めている事業主は、以下①～③のいずれかの措置

（高年齢者雇用確保措置）を講じなければなりません。

①定年制の廃止

② 歳までの定年引き上げ

③ 歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度等）の導入

※老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられること

に伴う経過措置として、継続雇用制度の対象者を当該支給開始年齢以上の者に

限定する基準を定めることが認められています。（ 年３月 日まで）

２ 義務違反に対する取り扱い

高年齢者雇用確保措置の実施に係る公共職業安定所（ハローワーク）の指導

を繰り返し受けたにもかかわらず何ら具体的な取り組みを行わない企業には、

勧告書が発出されます。勧告に従わない場合には、企業名の公表やハローワー

クでの求人の不受理・紹介保留、助成金の不支給等の措置が行われる場合があ

ります。

３ 継続雇用制度の導入に関する留意点

①労働組合は会社と協議のうえで、希望者全員を 歳まで継続雇用とする旨を

労働協約または就業規則に規定しなければなりません。

なお、この間、労使協定 法律の概要※の経過措置 により、継続雇用制

度の対象者を限定する基準を設けていた企業においては、その基準を削除す

るなど、協定の見直しが必要です。

【希望者全員を 歳まで継続雇用する場合の文例】

第○条 従業員の定年は満 歳とし、 歳に達した年度の末日をもっ

て退職とする。ただし、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当

しない者については、 歳まで継続雇用する。

②継続雇用対象者の限定継続雇用制度の適用対象者は原則として「希望者全員」

ですが、心身の故障のため業務に堪えられないと認められることなど、就業

規則に定める解雇事由又は退職事由に該当する場合には、継続雇用しないこ

 
詳細は以下のアドレスを参照ください。
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とができるとされています。

ただし、この継続雇用制度を新たに導入するにあたって、「定年後の再雇用

者のみを対象に評価基準を高く設定する」など、継続雇用の対象者だけを対

象とした解雇事由や退職事由を設けることは法律違反と考えられます。

③継続雇用対象者の範囲

自社に加えいわゆる子会社や関連会社など、特殊関係事業主 で継続雇用す

る制度を導入することも可能とされています。

④継続雇用対象者の無期転換ルールの特例

事業主が適切な雇用管理に関する計画 を作成し、都道府県労働局から許可

を受けている場合、労働者が定年後に有期契約として継続雇用されている期

間は無期転換権が発生しなくなる特例があります。（特殊関係事業主に雇用

されている場合も同様）

４ 労働組合の取り組み

歳までの雇用確保は、希望者全員が安定雇用で働き続けることができ、雇

用と年金の接続を確実に行う観点から、定年年齢の引き上げに取り組みましょ

う。

なお、継続雇用制度の場合であっても、実質的に定年引き上げと同様の効果

が得られるよう取り組むとともに、将来的な 歳への定年年齢の引き上げに向

けた検討を行うようにしましょう。

また、やむを得ず継続雇用に関する無期転換ルールの特例を企業が利用する

場合には、雇用管理に関する計画提出の際に、その内容について労使協議を行

うとともに、計画に記載した「雇用確保措置」が適切に実施されているか適宜

確認をしましょう。

２． 歳までの就業機会確保（努力義務）

１ 法律の概要

定年を 歳以上 歳未満に定めている事業主および 歳までの継続雇用

制度（ 歳以上まで引き続き雇用する制度を除く）を導入している事業主は、

以下①～⑤のいずれかの措置（高年齢者就業確保措置）を講ずるよう努める必

要があります。

 
特殊関係事業主とは、いわゆるグループ会社。具体的には、元の事業主の 子法人等、 親法人等、

親法人等の子法人等、 関連法人等、 親法人等の関連法人等。

有期雇用特別措置法では、無期転換ルールの特例として、第１種計画（高度専門職）と第２種計画（継続雇

用の労働者）がある。第２種計画では、①高年齢者雇用推進者の選任②職業訓練の実施③作業施設・方

法の改善④健康管理・安全衛生の配慮など、無期転換の特例対象となる高年齢労働者の特性に応じた

「雇用管理措置」を講じる旨を記載する必要がある。

詳細は以下のアドレスを参照ください。
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雇用による措置

①定年制の廃止

② 歳までの定年引き上げ

③ 歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度等）の導入

雇用によらない措置（創業支援等措置）

④ 歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤ 歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

事業主が自ら実施する社会貢献事業

事業主が委託、出資（資金提供）等 する団体 が行う社会貢献事業

２ 努力義務違反に対する取り扱い

歳までの安定した就業機会の確保のため必要があると認められるときは、

高年齢者雇用安定法に基づき、ハローワーク等の指導・助言の対象となる場合

があります。指導等を行った場合において、状況が改善していないと認められ

るときは、当該措置の実施に関する計画の作成を勧告される場合があります。

３ 継続雇用制度の導入に関する留意点

①継続雇用対象者の範囲

自社、特殊関係事業主に加え、特殊関係事業主以外の他社で継続雇用する

制度を導入することも可能とされています。

②継続雇用対象者の無期転換ルールの特例

特殊関係事業主以外の他社で継続雇用される場合には、特例の対象になら

ず、無期転換申込権が発生します。

４ 労働組合の取り組み

歳までの就業機会確保についても、 歳までと同様、連合として「雇用に

よる就労」を原則としています。就業機会確保については、上記①～③を基本

とし、④・⑤は推奨しません。やむを得ず導入する際には、その必要性につい

て労使で十分に協議し、指針に沿った運用となるよう会社に働きかけることが

重要です。

また、労働者の体力や健康状態、業種などによりその他の本人を取り巻く環

境が多様化することから、個々の労働者の意思が反映された働き方の選択肢の

整備と、特性を考慮したきめ細やかな安全衛生対策が求められます。

厚生労働省が高年齢労働者の労働災害防止に向けて事業者に求める措置を示

 
「社会貢献事業」とは、不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業のことです。（例：小学校

への出前授業の企画立案・講師、里山の維持・運営事業における植樹・ガイド）

「出資（資金提供）等」は、事業の運営に対する出資（寄付等を含む）や事務スペースの提供など社会貢献

活動の実施に必要な援助を行うことです。

「団体」は、①委託、出資（資金提供）等を受けていて、②社会貢献事業を実施していれば、公益社団法人に

限らず該当します。

詳細は以下のアドレスを参照ください。
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した「エイジフレンドリーガイドライン 」の内容に沿った対策が、各事業場に

おいて実施されているか点検を行うとともに、職場の実情に即した安全衛生対

策となるよう、労使協議等を通じ、積極的に取り組みましょう。

３．高齢者雇用に関わる給付金

雇用保険の被保険者であった期間が５年以上ある 歳以上 歳未満の一般被

保険者が、原則として 歳以降の賃金が 歳時点に比べて、 ％未満に低下し

た状態で働き続ける場合に「高年齢雇用継続給付 」が支給されます。

高年齢雇用継続給付には、基本手当（いわゆる失業手当）を受給していない者

を対象とする「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を受給し再就職した者

を対象とする「高年齢再就職給付金」があります。

年４月から「高年齢雇用継続基本給付金」の給付の上限が現行の ％から

％に引き下げられます。労働組合として、給付率の引き下げを踏まえつつ、同

一労働同一賃金の視点から 歳以前と均等・均衡のとれた賃金制度の確立にむ

け、賃金引き上げなどに取り組みましょう。

１ 高年齢者雇用継続基本給付金

①支給対象者

 
詳細は以下のアドレスを参照ください。

詳細は以下のアドレスを参照ください。

102

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10178.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090.html


 
 

②支給期間

③支給額

支給額は、支給対象月に支払われた賃金額の低下率により異なります。

年 月から支給額が変わります。

現在 年 月～

低下率 支給額 低下率 支給額

％未満 支給対象月の賃金額の ％ ％未満 支給対象月の賃金額の ％

％以上

％未満
％から一定の割合で逓減

％以上

％未満
％から一定の割合で逓減

％以上 支給されません ％以上 支給されません

２ 高年齢再就職給付金

（制度詳細は省略）

４．高齢者雇用と年金との関係

１ 支給開始年齢について

老齢厚生年金は、厚生年金に加入していた人が原則 歳から受給できます。

しかし、厚生年金保険等の加入期間が 年以上あり、老齢基礎年金の受給資格

期間を満たしていれば、 歳まで特別支給の老齢厚生年金を受給できる方がい

ます。

この特別支給の老齢厚生年金のうち「定額部分」の支給は 年度から

年度にかけて、「報酬比例部分」の支給は 年度から 年度にかけて、

段階的に 歳に引き上げられています（女性は 年遅れのスケジュール）。

「定額部分」の支給開始年齢は、 年（女性は 年） 月 日以降生ま

れの方から順次引き上げられ、 年（女性は 年） 月 日以降生まれの

方からは「定額部分」が無くなり「報酬比例部分」のみとなります。

「報酬比例部分」の支給開始年齢は、 年（女性は 年） 月 日以降

生まれの方から順次引き上げられ、 年（女性は 年） 月 日以降生ま

れの方は特別支給の老齢厚生年金は無くなり、老齢厚生年金の受給開始年齢は

歳となります。

このため、 歳までの雇用（収入）が保障されていない場合は、年金が 円

 
低下率＝支給対象月に支払われた賃金額÷ 歳到達時の賃金月額×
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ももらえず無収入になる人が発生する可能性があります。

２ 在職老齢年金と賃金との関係

働きながら年金を受給すると、年金額の一部または全部が支給停止される

ことがあります。 歳以上の人が企業などで働き、厚生年金保険に加入しな

がら老齢厚生年金、特別支給の老齢厚生年金（報酬比例部分）を受給する場合

に、賃金や年金額に応じて年金額から一定の額が減額されて支給されるもの

を「在職老齢年金」といいます。

具体的には、以下①の計算式にもとづき全額もしくは一定額の支給が停止

されます。

また、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給している 歳以上

歳未満の方が基準日の 月 日において被保険者であるときは、翌月の

月分の年金額から見直されます。これを「在職定時改定」といい、 歳以降

に納めた保険料について、 歳到達時や退職時等にまとめて年金額に反映さ

れるのではなく、就労を継続すれば 歳まで年金額が毎年増額することにな

ります。
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①在職老齢年金制度

※日本年金機構「在職老齢年金の支給停止の仕組み」より引用

②在職定時改定

※日本年金機構「令和 年 月から在職定時改定制度が導入されました」より引用

３ 高年齢雇用継続給付を受ける場合

厚生年金保険に加入しながら特別支給の老齢厚生年金などを受給している

人が高年齢雇用継続給付を受けるときは、在職による年金の支給停止だけで

なく、さらに年金の一部（最高で標準報酬月額の ％）が支給停止されます。

＜支給停止の基本的な仕組み＞

※日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」より引用
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パートタイム・有期雇用労働法（均等・均衡待遇規定の整備）
雇用形態間の不合理な待遇差を禁止したパート・有期雇用労働法が、 年 月に

全面的に施行されました。同じ職場で働く仲間の処遇改善のため、職場における法の

周知徹底と、均等・均衡待遇実現に向けた取り組みを進めていきましょう。

【同一労働同一賃金】

１．法整備の概要

２．法整備の詳しい内容

まず、正規雇用労働者と、①職務の内容、②職務の内容と配置の変更範囲の つ

が同じであるパート・有期雇用労働者については、待遇に関して差別的取扱いをす

ることが禁止されます。これを「均等待遇」と言います。

また、正規雇用労働者とパート・有期雇用労働者との間に待遇の違いがあれば、

その待遇差は、①職務の内容、②職務の内容と配置の変更範囲、③その他の事情と

いう３つの要件に照らして不合理であってはいけません。これを「均衡待遇」と言

います。

つまり、「職務の内容」などが同じであれば同じ待遇にする「均等待遇」と、「職

務の内容」に違いがあればその違いに応じた待遇にする「均衡待遇」という点が法

律として整備されました【派遣労働者における「同一労働同一賃金」については次

項も合わせて参照ください】。

３．確認するポイント

①待遇差が不合理か否かは、個々の待遇の性質や目的で判断

「均等待遇」「均衡待遇」は、旧労働契約法第 条などの法律で一部規定がされ

ていましたが、「同一労働同一賃金」に係る法整備の中で規定が明確化され、正社

員とパート・有期雇用労働者の待遇差がある場合は、個々の待遇毎に待遇の目的や

性質に照らして不合理であるか否かが判断されることになりました。

つまり、基本給や一時金のみならず、「○○手当」や「××休暇制度」といった

個別の待遇毎に、それぞれの待遇の目的や性質に照らして待遇の違いが不合理であ

るかが比較・判断されることとなります。年収や月収ベースといった待遇全体で、

同一労働同一賃金の法整備とは

 雇用形態の違いによる不合理な待遇差の禁止規定の整備
労働契約法 条やパート労働法 条・ 条で規定されていた、不合理な待遇差

の禁止について、パートタイム・有期雇用労働法に改正し、雇用形態に関わら

ない均等・均衡待遇の共通ルールを整備しました。

 同一労働同一賃金ガイドラインの整備
法整備とあわせて、どのような待遇差が不合理であるかの基本的な考え方を示

した「同一労働同一賃金ガイドライン」が策定されました。

 待遇に関する説明義務の強化
パート・有期雇用労働者は、事業主に対し、「正社員との待遇差の内容や理由」

など、自分の待遇がどう決定されているかなどについて説明を求めることがで

きるようになりました。
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正社員とパート・有期雇用で働く人の待遇のバランスが取れていればＯＫというこ

とではないのです。

例えば、「通勤手当」について、正社員とパート・有期雇用労働者で支給基準が

異なる場合やそもそもパート・有期雇用労働者には支給されていない場合を考えて

みましょう。この場合、「通勤手当」は、自宅から職場までの通勤交通費の補助と

いう目的で支給されているケースが通例で、この目的に照らせば、正社員もパート・

有期雇用で働く人の間で差を設けることは不合理と判断される可能性が高いと思

われます。

【個別の待遇ごとに均等・均衡を確認】

②説明義務の強化

同一労働同一賃金の法整備のもう１つのポイントは、説明義務が強化されたとい

うことです。具体的には、パート・有期雇用労働者から、正規雇用労働者との「待

遇差の内容や理由の説明」の求めがあった場合、事業主は、その待遇差について説

明する義務が課せられたのです。併せて、パート・有期雇用労働者が説明を求めた

ことによる不利益取扱の禁止も法律で定められました。

労働組合としても、正規雇用労働者とパート・有期雇用労働者との待遇差が「ど

ういったものなのか」「正規雇用労働者との待遇はなぜ違うのか」ということを事

業主にしっかり説明させるとともに、説明の正しさを確認する必要があります。

【その他留意すべき・取り組むべき項目】

同一労働同一賃金に加え、以下の項目についても理解し、同じ職場で働くパート・

有期雇用労働者のために取り組みましょう。

１．パートタイム・有期雇用労働者の納得性を高めるための措置

①パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務

パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善

措置の内容を事業主が説明しなければなりません。パートタイム・有期雇用労働

者から待遇の相違等について説明を求められたときの説明義務（法第 条２項）

と合わせて、パートタイム・有期雇用労働者に理解してもらえるように説明をす
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る必要があります。

②説明を求めたことによる不利益取扱いの禁止

パートタイム・有期雇用労働者が説明を求めたことを理由に、不利益な取扱い

をしてはなりません。これを恐れて、パートタイム・有期雇用労働者が説明を求

めることができないことがないようにすることが求められます。

③パートタイム・有期雇用労働者からの相談に対応するための体制整備および周知

の義務

事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要

な体制を整備しなければなりません。

④労働条件の明示

パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れたときには、労働基準法で定められ

ている明示項目に加え、昇給や一時金の有無などの項目についても明示すること

が義務付けられています。

⑤親族の葬儀などのために勤務しなかったことを理由とする解雇などについて

パートタイム・有期雇用労働者が親族の葬儀などのために勤務しなかったこと

を理由に、解雇などが行われることがあってはなりません。

⑥教育訓練の実施

正社員と、パートタイム・有期雇用労働者の職務が同じ場合には、正社員と同

様の教育訓練を実施することが求められます。また、職務が違う場合であっても、

業務に必要な知識などを身に付けるために必要な教育訓練については、行うこと

が望ましい（努力義務）とされています。
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⑦福利厚生施設の利用

職場の福利厚生施設のうち、食堂、休憩室、更衣室については、正社員と同様

に、パートタイム・有期雇用労働者も使えるようにしなくてはなりません。

２．パートタイム・有期雇用労働法の実効性を高めるための規定

①厚生労働大臣の勧告に従わない事業主の公表制度

雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主に対して、厚生労働大臣が勧

告をしても、事業主がこれに従わない場合、厚生労働大臣はこの事業主名を公表

できます。

②虚偽の報告などをした事業主に対する過料

事業主が、パートタイム・有期雇用労働法の規定にもとづく報告をしなかった

り虚偽の報告をしたりした場合は、 万円以下の過料が科されます。

３．春季生活闘争で取り組むべきこと

組合加入の有無を問わず、職場で働くパート・有期雇用労働者の労働条件を点検

することが必要です。その上で、労使協議を通じて、個々の待遇毎に「その待遇は

何のための待遇なのか」という目的・性質を確認し、待遇差がある場合は目的・性

質に照らして不合理でないかを確認する必要があります。そして、確認の結果、不

合理な差があった場合は早急に是正することが求められます。

また、労使協議にあたっては当事者の納得性を高めることも重要です。パート・

有期雇用で働く人の組合加入を進めつつ、当事者の声を踏まえた労使協議を実施

し、パート・有期雇用労働者も含めた集団的労使関係の強化に取り組みましょう。

なお無期転換労働者についても、今回の法律の対象ではありませんが、法律の趣旨

に基づき、積極的に処遇改善の取り組みを進めましょう。

＜同一労働同一賃金に関する取り組みフローチャート＞
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パート・有期雇用労働者の労働条件を点検する。

①正社員にあってパート・有期雇用労働者にない待遇はある

か？

②同じ待遇であったとしても、内容や水準に差がないか？

待遇に違いがある場合、個別の待遇毎に、待遇の性質・目的

に照らしてその違いが不合理でないかを検証する。

（例：通勤手当の目的は、自宅から職場までの交通費の補助）

待遇の違いが不合理であった場合、労使協議を行って

違いを是正する。
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４．労働組合が取り組む意義

年 月より、中小企業も含めたすべての事業所において、同一労働同一賃金

の法規定が適用になりました。

パート・有期雇用で働く人の待遇を把握し、不合理な待遇差があればその是正に

努め、改善していく、このことを短期間で行うのはなかなか難しいものです。

しかし、同じ職場を支える重要な仲間として活躍しているにもかかわらず、雇用

形態が違うだけで不合理な待遇差がある実態を労働組合として見過ごして良いわ

けがありません。

パート・有期雇用労働者の処遇への納得性を高めるために、労働組合として同じ

職場で働く仲間の声にしっかりと耳を傾け、現状を分析して処遇改善に取り組んで

行きましょう。
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労働者派遣法
働き方改革関連法の成立を受け、 年 月に派遣労働者と派遣先労働者の均

等・均衡待遇を原則とする同一労働同一賃金の法規定が施行されました。派遣先お

よび派遣元労働組合は、春季生活闘争の機会を利用し、同じ職場で働く仲間の均等・

均衡待遇実現に向け、法を上回る処遇となるよう積極的に取り組むことが必要で

す。

また、 年の労働者派遣法施行規則の改正では、個人単位の「期間制限 年」

に達する派遣労働者に対し、希望する「雇用の継続に向けた対応（雇用安定措置）」

について聴取を行うことが派遣元事業主に義務付けられました。派遣元労働組合と

しては、派遣労働者の雇用の安定に向け、引き続き派遣労働者の希望に沿った対応

を事業主に求めることが重要です。

１．派遣期間制限

労働者派遣契約にもとづく労働者派遣 では、すべての業務について、次の２つ

の期間制限が適用されます。派遣可能期間制限に注意し、派遣可能期間の延長およ

び新たな受け入れ時には、事業主との交渉・協議を行いましょう。

（１）派遣先事業所単位の期間制限

派遣先の同一の事業所での派遣労働者の継続的な受け入れは３年を上限とし、

それを超えて受け入れようとする場合は過半数労働組合等への意見聴取が必要

です。

（２）派遣労働者個人単位の期間制限

派遣先の事業所の同一の組織単位（課、グループなど）での同一の派遣労働者

の受け入れは３年を上限とします。

※例外として、次の場合は（１）（２）の期間制限がかかりません。

・派遣元事業主に無期雇用されている派遣労働者を派遣する場合

・ 歳以上の派遣労働者を派遣する場合

・終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣する場合

・日数限定業務（１ヶ月間の勤務日数が、派遣先の通常の労働者の半分以下かつ

日以下であるもの）に派遣する場合

・産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣する場合

２．過半数労働組合等への意見聴取手続き

年の派遣可能期間を超えて延長する場合、派遣先事業主は派遣可能期間終了の

ヵ月前までに過半数労働組合等から意見聴取を行う必要があります。派遣先労働

組合は、下記の意見聴取手続きにおいて、積極的に意見表明を行いましょう。

（１）書面の通知

派遣先は、過半数労働組合等に対し、①派遣可能期間を延長しようとする事業

所、②延長しようとする期間について書面で通知しなければなりません。

（２）反対意見

過半数労働組合等が反対意見を述べたにもかかわらず、延長しようとする場合、

派遣先は派遣可能終了日までに①延長の理由および期間、②反対意見への対応方

針を過半数労働組合等に説明しなければなりません。

 
改正法施行日以前の労働者派遣契約に基づく労働者派遣については旧法の期間制限が適用されます。
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（３）周知義務

派遣先は意見聴取等の記録を 年間保存し、事業所での掲示や書面交付などを

通じて事業所内の労働者に周知しなければなりません。

※データ等の提供（法を上回る取り組み）

労働組合は、事業主からの書面の通知（上記（１））に加え、派遣労働を延長する

理由や必要性、今後の事業展開等の法律を上回る事項についても情報提供を求め、

意見聴取の際に意見表明できるようにする必要があります。派遣労働による安易な

常用代替を防止し、直接雇用を促していくよう取り組みましょう。

３．均等・均衡待遇 の推進（派遣労働者における「同一労働同一賃金」の推進）

「同一労働同一賃金」に係る労働者派遣法の改正により、派遣労働者と派遣先労

働者との均等・均衡待遇原則について、 年 月より施行されています。派遣先

および派遣元事業主には以下の取り組みが求められています。

（１）派遣先事業主は、派遣先の労働者の賃金等の待遇に関する情報を提供しなけ

ればなりません。

（２）派遣元事業主は、派遣先からの情報提供がない場合は、労働者派遣契約を締

結することはできません。

（３）派遣先事業主は、派遣元事業主が均等・均衡待遇の原則を遵守できるよう、

派遣料金の額の決定にあたり配慮 しなければなりません。

（４）派遣先事業主は、派遣先の労働者に業務に密接に関連した教育訓練を実施す

る場合、派遣元事業主の求めがあれば、派遣労働者にも同様の教育訓練を実施

 
均等・均衡待遇の原則については、派遣先が変わるごとに労働条件が変わると派遣労働者の労働条件が

不安定になることもあり得ることから、労使協定による一定水準を満たす待遇決定（例外）との選択制にな

ります（派遣先の教育訓練、福利厚生は除く）。

配慮義務は、努力義務とは異なり、派遣労働者に対して、派遣先の労働者と全く同じ措置を実施することが

難しい場合でも、別の何らかの対応を行わなければなりません。

【意見聴取手続きのフローチャート】 
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するなど、必要な措置を講じなければなりません。

（５）派遣先事業主は、派遣労働者に福利厚生施設（食堂、休憩室、更衣室）の利

用の機会を与えなければなりません。

派遣先および派遣元労働組合は、事業主による上記義務が履行されているかを確

認し、同じ職場で働く仲間の均等・均衡待遇が推進されるように取り組む必要があ

ります。

なお、派遣労働者のテレワークに関し、派遣先の正社員にはテレワークが認めら

れているにも関わらず、派遣であることを理由としてテレワークを認めないことは、

あらゆる待遇の不合理な格差を禁止することを定めた改正派遣法の趣旨・規定に反

する可能性があることを踏まえ、派遣労働者もテレワークが利用できるよう取り組

むことが必要です。

４．派遣労働者の苦情相談への対応

派遣先事業主は、派遣労働者から苦情の申し出を受けた場合、苦情内容について

派遣元事業主に報告するとともに、誠意をもって適切に処理・対応しなければなり

ません。また苦情の申出を理由とした労働者派遣契約の解除や、不利益な取扱いは

禁止されています。特にセクシュアルハラスメント、妊娠、出産等に関するハラス

メント、育児休業等に関するハラスメントやパワーハラスメントは「適切且つ迅速

に処理すべき苦情」として派遣先指針に明記されています。

派遣先労働組合においても派遣労働者からの苦情・相談を適切に把握し、事業主

による迅速な対応を促し、円滑な職場づくりに努める必要があります。

５．派遣労働者の雇用安定

派遣元および派遣先事業主は、派遣労働者の雇用の安定のため、以下のいずれか

の措置を実施する必要があります。

＜雇用安定措置＞

①派遣先への直接雇用申込みの依頼

②新たな派遣先の提供（能力、経験に照らして合理的なものに限る）

③派遣元での無期雇用

④その他安定した雇用の継続をはかるために必要な措置（有給の教育訓練、紹介

予定派遣など）

＜派遣元事業主＞

派遣元事業主は、 年の就業見込みのある派遣労働者に対して、派遣労働者が継

続就業を希望する場合、雇用安定措置を講じることが義務付けられています（就業

期間が 年以上 年未満の場合は努力義務）。上記①を講じ、直接雇用に至らなか

った場合は、上記②から④のいずれかを講じる必要があります。また、 年 月

の労働者派遣法施行規則の改正により、派遣労働者の希望する雇用安定措置内容に

ついては、聴取のうえ、内容を派遣元管理台帳に記載することが義務付けられてい

ます。

派遣元労働組合は、派遣契約の終了時に、派遣労働者が希望する措置を踏まえ、

継続就業を希望した場合は、上記①の措置が確実に実施されるよう引き続き事業主

に求めていきましょう。また派遣先での直接雇用に結びつかなかった場合は、上記
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②から④までの措置を事業主が追加で講じているかを確認しましょう。

＜派遣先事業主＞

派遣先において、同一の事業所で同一の派遣労働者を継続して 年以上受け入

れており、その事業所で働く正社員を募集する場合には、派遣先事業主は受け入

れている派遣労働者に対して、正社員の募集情報を提供しなければなりません 。

派遣先労働組合は、派遣元事業主からの直接雇用申込み依頼を受けた場合には、

自社の事業主に対して積極的に応じるよう求め、直接雇用への転換および組織化に

つなげることが重要です。

６．派遣労働者のキャリアアップ

＜派遣元事業主＞

派遣元事業主には、派遣労働者の雇入れ時に教育訓練計画について事前に説明す

ることが義務づけられており、また、派遣労働者のキャリアアップのため、派遣就

業に必要な技能や知識を習得することができるよう、教育訓練やキャリアコンサル

ティングを行うことが求められています。

派遣元労働組合は、派遣元事業主が①教育訓練の事前説明を行っているか、②教

育訓練の実施計画を定めているか、③全派遣労働者が利用可能なキャリアコンサル

ティング窓口を設置し、担当者を配置しているか、④派遣労働者のキャリア形成を

念頭に置いた派遣先の選定が行われているかをチェックし、派遣労働者がキャリア

形成できるように求めていくことが必要です。

＜派遣先事業主＞

派遣先事業主は、派遣元事業主の求めに応じて、派遣先労働者と同様に派遣労働者

に対しても業務遂行に必要な教育訓練を実施する義務があります。

派遣先労働組合は、派遣元の求めに応じて派遣先で教育訓練を実施する場合、自社

の労働者と同様に派遣労働者が必要な教育訓練を受けることが可能となるように、事

業主に求めましょう。

 
同一の組織単位の業務に継続して 年間受け入れる見込みがある派遣労働者について、派遣元事業主

から直接雇用の依頼があり、その事業所で働く労働者（正社員に限らず）を募集する場合も、派遣先は募

集情報を提供しなければなりません。

114



 
 

労働契約申込みみなし制度

労働契約申込みみなし制度とは、派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受

け入れた時点で、派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込みをしたとみなす

制度です。

※申込みをしたとみなす労働契約の内容は、その派遣労働者の派遣元における労

働条件と同一の労働条件となります。

＜派遣先労働組合および派遣元労働組合の取り組み＞

派遣先および派遣元労働組合は前述の取り組みを確実に行い、春季生活闘争等の機

会を捉えて、同じ職場で働く仲間である派遣労働者の均等・均衡待遇の促進、労働条

件の点検・改善、雇用の安定に向けた取り組みを推進していくことが重要です。誰も

が働きやすい職場の形成に向けて、派遣労働者の組織化も含めて積極的に取り組みま

しょう。

次ページのチェックシートで取り組み状況を点検しましょう。
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派遣先労働組合の取り組みチェックシート

項目 内容 ✔

受け入れ

及び

期間等への

関与

事業所および個人単位で受入れから 年に達する派遣労働者

の有無を把握していますか。

派遣労働者の受け入れ開始時に、「人数」「業務」「期間」等に

関する協議が行われていますか。

事業所単位の期間制限（ 年）を超えて受け入れを延長する際、

派遣可能期間終了の１ヶ月前までに意見聴取が行われていま

すか。

意見聴取の際、労働組合への通知が書面で行われていますか。

派遣先から労働組合へ、意見聴取の参考となるデータが提供さ

れていますか。（法を上回る取り組み）

労働条件の点

検と改善

派遣先から派遣元事業主へ、派遣先の労働者の賃金等の待遇に

関する情報提供が行われていますか。

派遣先の労働者と派遣労働者間で均等・均衡待遇を実現できる

水準で派遣料金が設定されていますか。

派遣労働者に業務と密接に関連した教育訓練が実施されてい

ますか。

派遣労働者に福利厚生施設の利用機会が与えられていますか。

派遣労働者が有給休暇や慶弔休暇を取得できていますか。

苦情相談
セクハラ・パワハラ等に関する労働組合の相談窓口において、

派遣労働者からの相談に対応していますか。

雇用安定

派遣労働者の直接雇用の申込みを受けた場合は、積極的に受け

入れるよう会社に求めていますか。

正社員募集にあたっては、受け入れている派遣労働者に優先的

な情報提供と採用への配慮が行われていますか。

安全衛生

派遣元事業主が実施する派遣労働者の安全衛生に関する措置

への必要な協力や配慮がされていますか。

労災発生時の適切な対応が行われていますか。

脱法行為

労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣（①禁止業務

への派遣、②無許可事業主からの役務の提供、③期間制限違反、

④いわゆる偽装請負等）、派遣期間の延長手続きを回避するこ

を目的とした違法行為（いわゆる「クーリング期間」を設ける

等）が行われていませんか。
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キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者のキャリア

アップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助

成する制度です。助成金の活用を事業主に促し、有期・パート・派遣で働く仲間の処

遇改善に取り組みましょう。

出典：キャリアアップ助成金のご案内（令和６年度版）リーフレットより一部抜粋
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ハラスメント防止措置
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法により、セクシュア

ル・ハラスメント（セクハラ）、マタニティ・ハラスメント（マタハラ）、ケア・ハ

ラスメント（ケアハラ）、パワー・ハラスメント（パワハラ）防止のために、下記の

雇用管理上講ずべき措置（防止措置）がすべての事業主に義務づけられています。

＜ハラスメント防止のために、雇用管理上講ずべき措置（防止措置）＞

パワ

ハラ

セク

ハラ

マタ

ハラ

ケア

ハラ

事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

➢ ハラスメントの内容

➢ ハラスメントを行ってはならない旨の方針

を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発する。
○ ○ ○ ○

➢ 妊娠・出産等、育児休業等に関する否定的な言動が職場における

妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背

景となり得ること

➢ 制度等の利用ができること

を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発する。

－ － ○ ○

 ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対

処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理監督者を含む労働者

に周知・啓発する。

○ ○ ○ ○

相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する。 ○ ○ ○ ○
 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにす

る。

 ハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれ

がある場合や、ハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっ

ても、広く相談に対応する。

○ ○ ○ ○

職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

 事実関係を迅速かつ正確に確認する。 ○ ○ ○ ○
 事実関係の確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮

のための措置を適正に行う。
○ ○ ○ ○

 事実関係の確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に

行う。
○ ○ ○ ○

 再発防止に向けた措置を講ずる。 ○ ○ ○ ○
併せて講ずべき措置

 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を

講じ、労働者に周知する。
○ ○ ○ ○

 事業主に相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、都道府

県労働局の援助制度を利用したこと等を理由として、解雇その他

不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する。

○ ○ ○ ○

マタハラ、ケアハラの原因や背景となる要因を解消するための措置

 業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者その他の労働者

の実情に応じ、必要な措置を講ずる。
－ － ○ ○

「○」：義務、「－」：規定なし
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（１）セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）

職場におけるセクハラとは、「職場」において行われる、「労働者」の意に反する

「性的な言動」に対する労働者の対応によりその労働者が労働条件について不利益を

受けることや、「性的な言動」により就業環境が害されることをいいます。

① 対価型セクハラ

職場において、労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応（拒否や抵

抗）により、その労働者が解雇、降格、減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の

対象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換などの不利益を受けることです。

② 環境型セクハラ

職場において、労動者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快な

ものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する

上で看過できない程度の支障が生じることです。

セクハラの状況は多様であり、判断にあたり個別の状況を考慮する必要がありま

す。「労働者の意に反する性的な言動」および「就業環境を害される」の判断にあた

っては、労働者の主観を重視しつつも、一定の客観性が必要です。

事業主は、自社の労働者が他社の労働者からセクハラを受けた場合にも適切に相談

に対応する必要があります。また、自社の労働者の他社の労働者に対するセクハラの

事実確認や再発防止といった他社の雇用管理上の措置の実施に関して必要な協力を

求められた場合に、事業主はこれに応じるよう努めることとされています。

なお、事業主が、他の事業主から雇用管理上の措置への協力を求められたことを理

由として、当該事業主に対し、当該事業主との契約を解除する等の不利益な取扱いを

行うことは望ましくないことは当然です。

（２）マタニティ・ハラスメント（マタハラ）、ケア・ハラスメント（ケアハラ）

マタハラ、ケアハラは、職場において行われる上司や同僚の言動により、妊娠・

出産した女性労働者や、育児休業、介護休業等を申出・取得した「男女労働者」

の就業環境が害されることをいいます。なお、業務分担や安全配慮などの観点

から、客観的にみて、業務上の必要性にもとづく言動によるものはマタハラ、

ケアハラには該当しません。

① 制度等の利用への嫌がらせ型

＜防止措置が必要となるハラスメント＞

労働者が次の＜対象となる制度または措置＞の利用の請求などや利用したこと

より、労働者に対して、解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの、制度などの利

用の請求または制度などの利用を阻害するもの、制度などを利用したことにより嫌

がらせなどをするもの

 
1 男女雇用機会均等法第 条 
男女雇用機会均等法第 条の および育児・介護休業法第 条
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＜対象となる制度または措置＞

② 状態への嫌がらせ型

＜防止措置が必要となるハラスメント＞

次の＜対象となる事由＞に対して、解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの、

嫌がらせなどをするもの

＜対象となる事由＞

（３）パワー・ハラスメント（パワハラ）

パワハラは、職場において以下３つの要素をすべて満たすものをいいます。

① 優越的な関係を背景とした言動であって、

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

③ 労働者の就業環境が害されるもの

なお、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものか否かの判断にあたっては、様々な

要素を総合的に考慮することが必要です。労働者に問題行為があった場合も、人格を

否定するような言動など業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動がなされれば、当

然、パワハラに当たり得ます。

個別の事案の判断に際しては、相談窓口の担当者などがこうした事項に十分留意

 
労働施策総合推進法第 条の２
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し、相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなどその認識に配慮しな

がら相談者および行為者の双方から丁寧に事実確認を行うことも重要です。

パワハラには以下 つの代表的な言動の類型があります。

① 身体的な攻撃（暴行・傷害）

② 精神的な攻撃（脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言）

③ 人間関係からの切り離し（隔離・仲間外し・無視）

④ 過大な要求（業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨

害）

⑤ 過小な要求（業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命

じることや仕事を与えないこと）

⑥ 個の侵害（私的なことに過度に立ち入ること）

労働組合として、すべての事業主（民間企業に限らず地方自治体や学校なども対象）

が防止措置を講ずるとともに、望ましい取り組みである第三者（就活生やフリーラン

スなど）に対するハラスメント（就活等ハラスメント）、ならびに第三者（顧客や取

引先など）からのハラスメント（カスタマー・ハラスメント：カスハラ）の対策につ

いても、同様に行うよう事業主に働きかける必要があります。

性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）に関する言動やアウティング（本人の了解を得ずに、

性的指向や性自認を公に暴露すること）は、パワハラの定義の３つに要素を満たす場

合にはパワハラと判断されます。加えて、特定の相手に向けられていない言動であっ

ても、「ホモ」「オカマ」「レズ」などを含む言動はセクハラやパワハラの背景にも

なり得ます。また、これらの性的性質を含む言動はセクハラに該当します。労働組合

として、カミングアウトの強要・禁止についてもＳＯＧＩハラとして対策に取り組む

ことが必要です。

ハラスメントは、被害者に精神的・身体的苦痛を与え、人権や尊厳を侵害するのみ

ならず、当該言動を見聞きしている周りの人をも不快に感じさせ、就業環境全体を悪

化させるものです。まさに人権問題であり、決して行ってはならず、あってはならな

いものです。ハラスメントを根絶し、だれもが生き生きと働き続けられる就業環境を

職場全体でつくりあげていきましょう。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

職場におけるハラスメントの防止のために（セクシュアル・ハラスメント 妊娠・出

産・育児休業等に関するハラスメント パワー・ハラスメント）
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育児・介護休業法
育児・介護休業法が改正され（ 年４月１日、 月１日の２回に分けて施行）、

男女がともにフルタイムで柔軟な働き方を実現できるよう、両立支援制度が拡充され

ました。また、仕事と介護の両立支援制度を活用しないまま離職にいたることを防ぐ

ため、早期の制度周知や個別の周知・意向確認が事業主に義務化されました。労働組

合として、職場への制度周知、制度を利用しやすい職場環境整備に取り組みましょう。

１． 育児について

⚫ 改正のポイントの一つは、子が３歳以降～小学校就学前の、「柔軟な働き方を実現

するための措置」です。事業主は、①始業時刻等の変更から④養育両立支援休暇

の付与までの「フルタイムでの柔軟な働き方」と⑤「短時間勤務」の中から労働

者が利用可能な制度を２つ以上選択して提示し、労働者はその中から１つ選ぶこ

とができます（下図）。

⚫ また、子の看護等休暇は、取得事由が拡大され、学級閉鎖等、入園 入学 式、卒

園式にも利用できるようになります。対象年齢も、子が小学校３年生までに延長

されます。

＜労働組合の取り組みのポイント＞

⚫ 改正法の履行確保だけでなく、

➢ 複数の制度を組み合わせて利用できるように、労使で協議しましょう。

➢ 企業は、労働者に選択肢を提示する前に、過半数組合からの意見聴取の機会

を設けることが必要となっています。労使協議の場で事業主が提示する選択

肢を協議しましょう。

➢ さらに、子に障がいがある場合や医療的ケアを必要とする場合、ひとり親家

庭の場合には、各両立支援制度の「利用期間の延長」や休暇の「付与日数の増

加」などの配慮についても、労使で協議しましょう。
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出典：厚生労働省「労働政策審議会雇用環境・均等分科会」資料をもとに一部加工

※詳しくは連合 HP参照 / 
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２．介護について

仕事と介護の両立支援制度を十分に活用しないまま離職にいたることを防ぐため、

①早期（ 歳になる・なった人が対象）の制度周知と、②実際介護に直面した人に対

する個別の周知・意向確認、が事業主に義務化されました。

① 歳になる（なった）人（ 歳に達する年度 達した日の翌日から１年）に対して

⚫ 社内の介護両立支援制度の周知と、介護保険制度に関する情報提供が望ましいと

されています。周知の方法は、「面談」「書面」「 」「メール等」があります。た

だし、「 」「メール等」は労働者が希望した場合のみです。

②実際介護に直面した人に対して

⚫ 社内の介護両立支援制度を周知し、介護と仕事の両立の仕方について意向を確認

します。周知の方法は、「面談」「書面」「 」「メール等」があります。ただし、

「 」「メール等」は労働者が希望した場合のみ、「メール等」の場合は、労働者

が記録を出力し書面作成できる場合に限られます

※①②ともに、介護の各両立支援制度の目的も周知することが望ましいとされてい

ます。（下図）

＜労働組合の取り組みのポイント＞

⚫ 改正法の履行確保だけでなく、

➢ 周知と意向を確認は、できるだけ「面談」など「対面」で実施するように、労

使で協議しましょう。

➢ 対象者が申出や利用がしやすいように、「研修の実施」「相談体制の確立」「利

用事例の共有」「両立支援制度が利用しやすくなるよう方針の周知」などを、

労使で検討・協議しましょう。

➢ 介護に直面した人が複数の制度を組み合わせて利用できるように、労使で協

議しましょう。
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出典：厚生労働省「労働政策審議会雇用環境・均等分科会」資料をもとに一部加工

※詳しくは連合 参照
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女性活躍推進法
女性活躍推進法は、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、男女

の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社

会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする法

律です。常時雇用する労働者数 人以上の事業主に対して、自社の女性活躍に関す

る状況把握と課題分析を行い、それを踏まえた行動計画の策定・届出、情報公表が義

務づけられています。

常時雇用する労働者数 人以下の事業主は努力義務ですが、労働組合として、企

業規模にかかわらず、事業主に対して積極的に行動計画策定を求めましょう。

行動計画策定の流れ

＜ステップ１＞女性の活躍に関する状況の把握、課題分析

行動計画の策定にあたっては、下記項目の状況把握、課題分析することが求められ

ています。労働組合として、企業規模に関わらず、事業主の取り組みに積極的に関与

し、課題解決に向けて共に取り組みましょう。

【 人～ 人企業】

⚫ つの「基礎項目」について把握し、課題分析を行う

【 人以上企業】

⚫ つの「基礎項目」＋「男女の賃金の差異」（①全労働者、②正規雇用労働者、

③パート・有期契約労働者の 区分を算出）について把握し、課題分析を行う
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【状況把握項目】
女性労働者に対する職業生活に関する

「機会の提供」

職業生活と家庭生活との両立に資する「雇用環

境の整備」

基
礎
項
目

・採用した労働者に占める女性労働者の

割合（区）

・管理職に占める女性労働者の割合

・男女の平均継続勤務年数の差異（区）

・労働者（※）の各月ごとの平均残業時間数

等の労働時間（健康管理時間）の状況

選
択
項
目

・男女の賃金の差異（区）【 人以上

の事業所は必須】

・男女別の採用における競争倍率（区）

・労働者に占める女性労働者の割合

（区 派）

・男女別の配置の状況（区）

・男女別の将来の人材育成を目的とした

教育訓練の受講の状況（区）

・管理職および男女の労働者の配置・育

成・評価・昇進・性別役割分担意識そ

の他の職場風土等に関する意識

区 派：性別役割分担意識など職場

風土等に関する意識に関するものに限

る

・各職階の労働者に占める女性労働者の

割合および役員に占める女性の割合

・男女別の１つ上位の職階へ昇進した労

働者の割合

・男女の人事評価の結果における差異

（区）

・労働者のセクシュアルハラスメント等

に関する各種相談窓口への相談状況

（区 派）

・男女別の職種または雇用形態の転換の

実績（区 派）

・男女別の再雇用または中途採用の実績

（区）

・男女別の職種もしくは雇用形態の転換

者、再雇用者または中途採用者を管理

職へ登用した実績

・男女別の非正社員のキャリアアップに

向けた研修の受講の状況（区）

・ 事業年度前およびその前後の事業年度に

採用された労働者の男女別の継続雇用割合

（区）

・男女別の育児休業取得率および平均取得期

間（区）

・男女別の職業生活と家庭生活との両立を支

援するための制度（育児休業を除く）の利

用実績（区）

・男女別のフレックスタイム制、在宅勤務、

テレワーク等の柔軟な働き方に資する制度

の利用実績

・労働者（※）の各月ごとの平均残業時間等

の労働時間（健康管理時間）の状況

（区 派）

・有給休暇取得率（区）

（※）管理職を含むすべての労働者が対象

（ただし、高度プロフェッショナル制度の

対象労働者については、健康管理時間を把

握）。

――――――――――――――――――――

――

注 ：｢区｣は雇用管理区分ごとに把握する。雇

用管理区分とは職種、資格、雇用形態、就

業形態等の労働者の区分で、当該区分に属

している労働者について他の区分に属して

いる労働者とは異なる雇用管理を行うこと

を予定して設定しているもの。（例：総合

職、一般職／事務職、技術職、専門職／正

社員、契約社員、パートなど）「男女の賃

金の差異」に関しては①①全労働者、②②正規

雇用労働者、③③パート・有期契約労働者の

区分を算出する必要があるもの。

注 ：「 派 」は、労働者派遣の役務の提供を

受ける場合には、派遣労働者を含めて把握

を行う必要があるもの。
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【労働組合の取り組みのポイント】

○ 女性活躍に関する課題は職場によって異なるため、各企業の課題を浮き彫りにし、

改善していく観点からも、「基礎項目」だけでなく、積極的に「選択項目」に関し

て状況把握、課題分析することを事業主に求めていきましょう。

○ 「男女の賃金の差異」は、企業・団体の賃金実態を客観的に把握し、分析する上で

重要な項目です。単に数値を把握するだけでなく、その背景となっている格差の

要因についても分析しましょう。

○ また、「説明欄」を活用し、分析の結果や具体的な取り組み内容を公表することに

より、その企業・団体が課題を認識し、是正に向けて積極的に取り組んでいる状況

が明らかになります。「説明欄」の積極的な活用を事業主に促しましょう。

厚生労働省が公開している「男女の賃金の差異」分析を行うための支援ツールなど

も活用しましょう。

＜ステップ２＞行動計画の策定・社内周知・公表

行動計画は、策定の後に職場のすべての労働者に周知するとともに、外部に公表し

ましょう。

① 行動計画の策定

女性の活躍に関する状況把握、課題分析を行った後は、課題にもとづいて計画期間、

数値目標、取り組み内容、実施時期を記載した行動計画を策定することが必要です。

・計画期間は、概ね 年～ 年の範囲で設定することとされていますが、新たな課題

へ速やかに対応できるように、 年程度としましょう。さらに、定期的に行動計画

の進捗を検証しましょう。

・数値目標は、１つ以上定める必要があります。できる限り積極的に複数の課題に

対応する数値目標を設定することが効果的です。

・取り組み内容については、目標達成に向けてより具体的に記載することが重要で

す。取り組み内容と併せて実施時期も記載しましょう。さらに、課題に応じて職

場風土や長時間労働などの働き方を是正する取り組みも求めていきましょう。

② 行動計画の社内周知・公表

行動計画がパート・有期・派遣などを含むすべての労働者に確実に周知されるよう

求めていくことや、女性活躍推進法の趣旨や行動計画に関する学習会を実施すること

も有効です。

行動計画の公表方法は会社のホームページへの掲載でも良いこととされています

が、好事例の共有や全体での切磋琢磨による好循環を促すため、各社の取り組みが

一覧できる「女性の活躍・両立支援総合サイト」（

）への掲載を求めましょう。
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＜ステップ３＞行動計画を策定した旨の届出

行動計画を策定・変更したら、都道府県労働局に届け出ましょう。

＜ステップ４＞取組の実施・効果の測定

行動計画は、定期的に数値目標の達成状況や行動計画にもとづく取り組みの実施状

況を点検・評価する必要があります。策定した行動計画がきちんと実行されているか、

実行されていないのであれば課題がどこにあるのかをチェックし、会社に改善を求め

ていくことも労働組合の役割です。そのために、計画（Ｐｌａｎ）、実行（Ｄｏ 、評

価（Ｃｈｅｃｋ）、改善（Ａｃｔｉｏｎ）のＰＤＣＡサイクルを確立させる労使委員

会や労使協議などの体制整備が重要です。

情報公表に関して、常時雇用する労働者数 人以上 人以下の事業主は、下図の

項目から 項目選択し、公表することが義務となっています。労働組合としては女

性が活躍できる職場環境の整備の状況を表す「男女の賃金の差異」を含め、より多く

項目を「女性の活躍・両立支援総合サイト」に公表するよう事業主に積極的に求めま

しょう。なお、下図は労働者数 人以上の事業主の公表義務を示しています。

出典：「女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ」リーフレット

＜えるぼし認定取得＞

えるぼし認定取得は、公共調達での優遇措置、日本政策金融公庫の「働き方改革推

進支援資金（企業活力強貸付）」が低金利で利用可能などメリットがあります。 取

得後は、毎年少なくとも 回は「女性の活躍・両立支援総合サイト」で取り組み状況

を公表する必要があります。

※詳しくは厚生労働省の案内をご覧ください。

【連合「事業主行動計画策定等についての取り組みガイドライン」】

【厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」】
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障害者雇用促進法
改正障害者雇用促進法（ 年改正）の定める主な内容は次のとおりです。

１．事業主の障がい者雇用義務

障がい者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員としてともに生活できる「共

生社会」実現の理念の下、事業主には、一定以上の割合（＝法定雇用率）で障が

い者（身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者）を雇用することが義務づけ

られています。また、「法定雇用率」は少なくとも 年ごとに政令で定められま

す。

（１）法定雇用率

法定雇用率は、日本の労働者の総数に占める身体障がい者、知的障がい者、精神

障がい者である労働者の割合（実雇用率）を基準とし、この割合の推移を考慮して、

政令で定められています。現在の民間企業の法定雇用率は ％ですが、 年

月から に上がります。また、障がい者を 人以上雇用しなければならない事業

主の範囲は、現在は従業員 人以上ですが、 年 月から 人以上に広が

ります。

厚生労働省の「令和５年度障害者雇用状況調査」においては、日本の民間企業に

雇用されている障がい者数は、約 万 人となり、実雇用率は ％となって

います。また、法定雇用率を達成している企業の割合は ％となっています。雇

用されている障害者の数、実雇用率、法定雇用率達成企業の割合は、労使の取り組

みなどもあり、 年連続で過去最高を更新しました。

事業主区分
法定雇用率

年 月～ 年 月～

民間企業 ％ ％

国、地方公共団体等 ％ ％

都道府県等の教育委員会 ％ ％

対象となる事業主の範囲

年 月～ 年 月～

人以上 人以上

職場の雇用率（実雇用率）は、以下の算定式で求められます。

対象障がい者である常用雇用労働者数（身体＋知的＋精神）

職場の雇用率＝ ―――――――――――――――――――――――――――

（実雇用率） 常用雇用労働者数

対象障がい者の算定方法は、週所定労働時間や障害の種類・重さによって異なり

ます。 年 月から、雇用率制度における実雇用率の算定対象が拡大され、週

 
（厚生労働省「障害者雇用のご案内 令和６

年 」）
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時間以上 時間未満で働く障がい者も対象となっています。

（出所：第 回障害者雇用分科会資料）

※精神障害者の職場定着を進める観点から、当分の間、精神障害者である短時間労

働者については、 人としてカウント 本来 カウント 。

（２）障害者雇用納付金制度

常用雇用労働者数が 人を超える事業主が法定雇用率を下回ると、不足してい

る障がい者の人数に応じて障害者雇用納付金が徴収されます。これを財源として、

法定雇用率を上回った事業主に対しては、「障害者雇用調整金」等が支給されます。

（３）雇用の質の向上のための事業主の責務の明確化

事業主の責務に、適当な雇用の場の提供、適正な雇用管理等に加え、職業能力の

開発及び向上に関する措置が含まれることが明確化されました。障がい者が能力を

発揮し、活躍できるよう、職場環境の改善やコミュニケーションの活性化、必要な

能力の開発を図り、安全で働きやすい環境づくりを一層進めることが重要です。

詳しくは、厚生労働省において、雇用の質の向上に関連する「障害者が活躍でき

る職場づくりのための望ましい取組のポイント」が示されていますので、参考にし

てください。

２．障がい者差別禁止

すべての事業主を対象に、雇用のあらゆる局面において、単に「障がい者だから

という理由」で「障がい者を排除すること」「障がい者に対して不利な条件を付す

こと」「障がい者よりも障がい者でない者を優先すること」は差別にあたり、禁止

されています。ただし、積極的差別是正措置、合理的配慮を提供した結果の異なる

取扱い等は差別にあたらないとされています。

なお、ここでいう障がい者には、障がい者手帳所持の有無に関わらず、身体障が

い者、知的障がい者、精神障がい者（発達障がいを含む）、その他の心身の機能の

障がいを有する者が含まれます。

詳しくは、厚生労働省の「障害者差別禁止指針」において、障がい者であること

を理由とした「不当な差別的取扱い」が示されていますので参考にして下さい。
 

（厚生労働省「障害者が活躍でき

る職場づくりのための望ましい取組のポイント」）

（厚生労働省「障害者差別禁止指針」）
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３．合理的配慮の提供義務

すべての事業主を対象に、障がい者が職場で働くにあたっての支障を改善・調整

するための措置を講ずること（合理的配慮の提供）が義務づけられています。例え

ば、車いすを利用する方への机や作業台の高さの調整や障がいの症状等が悪化した

際の休みや通院機会の確保など、事業主と障がい者が相談し、個々の障がいの状況

や職場の状況等に応じて合理的配慮措置を決定します。

なお、ここでの障がい者は、障がい者手帳所持者だけではなく、身体障がい者、

知的障がい者、精神障がい者（発達障がいを含む）、その他の心身の機能の障がい

を有する者も含まれます。

詳しくは、厚生労働省の「合理的配慮指針」および「合理的配慮指針事例集」に

おいて、合理的配慮の具体的例が示されていますので参考にして下さい。

４．苦情処理・紛争解決援助

事業主には、障がい者からの相談に適切に対応するために、相談窓口の設置など

の相談体制を整備することが義務づけられています。また、障がい者に対する差別

禁止や合理的配慮の提供にについて、障がい者からの苦情を自主的に解決すること

が努力義務とされています。自主的な解決が困難な場合には都道府県労働局で解決

支援を受けることができます。

＜労働組合の取り組み＞

労働組合は、自社の実雇用率を把握し、法定雇用率の達成を事業主に求めること

が必要です。

同時に、障がい者それぞれのニーズを把握し、労使協議等を通じて、労働協約・

就業規則等の見直し、障がい者からの合理的配慮提供の申し出や相談・苦情に対応

する体制整備等を行うよう働きかけることが不可欠です。

また、障がい者であることを理由とした不当な差別的取扱いが行われないことは

もとより、短時間勤務や在宅勤務など、多様な働き方の選択肢を増やすことや、キ

ャリア形成の促進に向けた能力開発機会の確保など就労充実や職域拡大をはかる

ことも重要です。

障がいの種類や程度、症状等に関わらず、障がい者がやりがいをもって安心して

働き続けられる職場環境を整備するために、積極的に取り組んでいきましょう。

 

（厚生労働省「合理的配慮指針」「合理的配慮指針事例集」）
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ストレスチェック制度
１．制度の概要

労働者の心理的な負担の程度を把握する「ストレスチェック制度」の実施が従業

員 人以上の事業所において義務化（ 人未満の事業場では努力義務）されてい

ます。現在、政府において、ストレスチェック制度の実施義務を 人未満の事業場

を含む、すべての事業場へ拡大する方向で検討が進められています。

また、ストレスチェックの結果をもとに、職場ごとに集計・分析を行う「集団分

析」の実施と、それを活用した職場環境改善を行うことが努力義務とされています。

ストレスチェック制度の流れは以下のとおりです（厚生労働省作成パンフレット）

２．労働組合の対応

職場のメンタルヘルス対策の一環としてストレスチェックへの積極的な取り組

みが必要です。職場で働く仲間の心身の健康確保の観点から、従業員規模を問わず、

すべての事業場において、すべての労働者が受診できるよう、環境整備を事業者に

求めましょう。そのうえで、集団分析に基づく職場全体の環境改善が行われるよう、

労使協議や安全衛生委員会などをつうじて求めていくことが重要です。なお、派遣

労働者については派遣元事業者（派遣会社）にストレスチェック実施の義務があり

ますが、実際に働いている派遣先企業においても職場環境の改善に向けた集団分析

のための実施が望ましいとされています。

また、労働者のストレス状況をチェックした後の対応も重要です。制度では、労

働者本人から申し出があった場合には医師による面接指導を実施すること、医師か

らの意見聴取に基づき事業者が就業上の措置を実施することなどの対応が求めら

れています。ストレスチェックや面接指導の結果を理由に労働者に不利益な取扱い

をしていないか、プライバシーは守られているかを点検し、適切な運用を求めてい

きましょう 。

 
詳細は、次のアドレスをご参照ください。ストレスチェック制度導入ガイド（厚生労働省）

ストレスチェック制度について（働く人のメンタルヘルスポータルサイト「こころの耳」）
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短時間労働者等に対する被用者保険の適用拡大
１．制度の概要

社会保険の適用拡大（短時間労働者等に対する被用者保険の適用拡大）について、

以下のすべての条件を満たす労働者に厚生年金保険・健康保険等が適用されます。

（１）労働時間要件 週の所定労働時間が 時間以上

（２）賃金要件 月額賃金が 万円以上

（３）勤務期間要件 ヵ月を超える雇用の見込みがある

（４）学生除外要件 学生ではない

（５）企業規模要件 従業員 人以上の企業で働いている

なお、 人以下の企業等でも労使合意にもとづく申し出があれば、社会保険に加

入することが出来ます（国・地方公共団体に属する事業所はすべて適用）。

厚生年金保険や健康保険といった社会保険に適用されることで、以下のようなメ

リットがあります。

・将来受給する老齢年金が増える

・障害年金・遺族年金の給付が充実する

・医療保険（健康保険等）の給付が充実する

・保険料負担が労使折半となるため、保険料負担が下がることがある

２．労働組合としての対応

さらなる被用者保険の適用拡大に向け、労働組合として、①本来適用されるべき

労働者が全員適用されているかを点検・確認する、②事業主による適用逃れを目的

とした就労調整が行われないよう労使協議を行う、③適用条件を下回る労働条件で

の雇用を認めない雇用ルールづくりに向けて労使協議を行う、④労働者自身が給付

と負担について正確に理解するための周知徹底を行う、⑤従業員数５０人以下の企

業において事業主に適用を積極的に求めることなどが必要となります。
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参考：政府の「年収の壁・支援強化パッケージ」（１／２）

労働者が「年収の壁」を意識せずに働くことができる環境づくりを支援するため、

年 月より、「年収の壁・支援強化パッケージ」が設けられました。
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参考：政府の「年収の壁・支援強化パッケージ」（２／２）

※資料出所：厚生労働省ＨＰ

なお、「キャリアアップ助成金」の全体像に関しては、 ページをご覧ください。
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【労働保険・社会保険共通】

事業場の労災保険料率を把握、確認したか。

事業場の雇用保険料率、加入する健康保険の料率を把握、確認し、組

合員に伝えているか。

給与明細で雇用保険料・社会保険料が適正に控除されているか確認す

るよう、組合員や組合員以外の労働者に促したか。

【労働保険】

労災保険に事業主が加入しているか確認したか。

短時間労働者（パート労働者）、有期契約労働者などの勤務実態と契

約を把握し、雇用保険の加入要件（週所定労働時間 時間以上・ 日

以上の雇用見込みなど）を満たす者全員について、事業主が雇用保険

に加入させているか確認したか。

雇用保険に加入している組合員（あるいは組合員以外の労働者）に雇

用保険被保険者証を持っているか確認したか。労働者が持っていない

場合は、事業主に確認したか。

自分の雇用保険加入手続がなされているか否かの確認を、会社だけで

なくハローワークでも行えることを、組合員や組合員以外の労働者に

伝えているか。

労働保険年度更新の申告・納付時期（ 月 日～ 月 日）に、事業主

が手続を済ませたか確認したか。

【社会保険】

無期契約のフルタイム労働者が社会保険に全員加入しているか確認し

たか。

短時間労働者（パート労働者）や有期契約労働者の勤務実態を把握

し、社会保険の適用要件を満たす者全員について、事業主が社会保険

に適用させているか確認したか。

社会保険料が賃金から控除されていない労働者がいる場合、その労働

者が社会保険の適用要件を満たしているか確認したか。

事業主が社会保険料を適正に納めているか確認したか。

「ねんきん定期便」が届いたら必ず内容を確認するよう、組合員や組

合員以外の労働者に伝えたか。

【派遣労働者・請負労働者等】

職場で受け入れている派遣労働者、業務委託先または請負事業者に雇

用されている労働者が労働保険・社会保険に加入しているか、事業主

に確認したか。

労働組合のための労働保険・社会保険加入チェックリスト
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＜参考＞人数規模により対応が異なる労働関係法令

法令 条文 概要 人数規模 業種等の条件

労働

基準法

第

条

労働時間及び

休息の特例

（週 時間制）

常時 人未

満の労働者を

使用するもの

物品の販売の商業、映画・演劇

業（映画の製作の事業を除く）、

保健衛生業、接客業

※労基則第 条の 第 項

なお、休息については、労基則

第 条に規定有り

第

条

就業規則の作成・

届出義務

常時 人以

上の事業場

労働安全衛生

法

安全管理者・衛生管

理者の選任義務 雇用形態の如

何を問わず、

常態として

人以上の

事業場

産業医の選任義務

安全衛生委員会の設

置義務

ストレスチェックの

実施義務

障害者雇用促

進法

法定雇用率（ ％）

以上の障害者を雇用

する義務

※ 年 月から

以上

常時 人※

以上の事業主

※ 年

月から常時

人以上

除外率制度あり

女性活躍推進

法

下記①～④の義務

①女性の活躍に関す

る状況把握と課題

分析

②行動計画の策定、

社内周知

③女性活躍状況に関

する情報公表

④行動計画を策定し

た旨を労働局へ届

出

常時 人以

上の事業主

常時 人以下の事業主には左

記についての努力義務が課され

ている

「男女の賃金の差

異」の状況把握と情

報公表

常時 人以

上の事業主

・常時 人以上 人以下の

事業主は選択項目

・常時 人以下の事業主は努

力義務

次世代育成支

援対策推進法

仕事と子育ての両立

に関する計画期間、

目標、目標を達成す

るための対策の内容

と実施時期を定めた

行動計画の策定と、

策定した旨の労働局

への届出、一般への

常時 人以

上の事業主

常時 人以下の事業主には左

記についての努力義務が課され

ている
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公表、労働者への周

知の義務

（※）行動計画策定

時の育児休業取得状

況や労働時間の状況

把握等（ サイク

ルの実施）、育児休

業取得状況や労働時

間の状況に関する数

値目標の設定を義務

付け

（※）は 年 月 日施行

（施行日以降に開始または変更

する行動計画から義務の対象）

社会保険の適

用拡大

短時間労働者に対す

る厚生年金保険・健

康保険の適用拡大

常時 人以

上の事業所。

人以下の

事業所は労使

合意により適

用

適用条件

①週 時間以上の所定労働時間

②月額賃金 万円以上

③雇用期間の見込みが ヵ月超

え

④学生でないこと

育児・介護休業

法

育児休業等の取得の

状況の公表を義務付

け

常時 人

以上の事業主

年４月 日施行
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